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特集・EAP/MAPのエッセンス
写真：中皮掴・アスベスト疾患・怠者の家族の会股立後の犯者会見
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本了I＼：は、1999年に公良県で開催された第39回近畿産業衛生学会でのシンポジウム「上H支作業に

よる作業｜則的民忠一品近の知見と考え点一」の記録を下1泣きにしたもので、す。

同シンポジウムを企聞した動機は、2011：：.余ぶりに釘ii百腕｜［市宮（上)I支Iii？.！？）に｜対する認定基準が改

定されたばかりのH剖UJで‘あったことを機会に、:l!JiJ青l腕附害に｜期する新しい知見、考え方、取り組みを、

このrMIの学川的な彰刈i1も附まえ、議論してみたいと思ったからです。幸い、近畿地方会には、この方

而で活版中の、しかも専門fl：の異なる方々 が多くおられました。そのなかから、大学の研究者として峠

rn和史先生（滋賀医科大’手予防｜矢学講出「発生服部の広がりと労働態版J）、j)if業，去の専門家として

山田誠二先生（松下産業flt-1生科乍：センター「作業現場における健診と-l:j可愛情的J）、産業衛生技術者

として熊谷信二先生（大阪山立公衆衛生研究所生前ι：境rn1生活術生日＊r上肢への負仰の定量化J）、

産業者，i創設として中間理恵子先生（松下－.a部産業（株）松 Fホームアプライアンス社奈良｛辿L長包；理室
「産業手，・；並・m

として1t1石仁先生（筑I皮大学医療技術短JUI大＂h~il 「’l二H主附；1；に｜則する改定j函よ主をめく’つて」）を、それ
ぞれ誹浪者にお願いし、快，i行をいただきました。

（…＂＇ ＂陪…）シンポジウムの内容が充実していたこと、矧阿腕！日i容に｜見lするLU版物が乏しいこと、

そのなかでもわかりやすい入門；！？あるいは気来な読み物的な本が見当たらないこと、そうしたものを

山場の産業似他スタッフが求めていること、など（・いから本，！？のII＼版のえliびとなりました…）

結果的に、講演に川いたスライドはほぼ原形の

まま残りましたが、本文は.，~き下ろしに近い形で：II 

米上がってきました。太い併である木文の解説的

な枝葉として、後段にQ&A（編者）と付録（労災・

公災認定基準等）も迫）JII作l点いたしました。

（…『，，目指…）私たちとしてはイメージ通りにftI: 

がったつもりで・すが、どうでしょうか。今回のささや

かな試みが、矧肩脱111~告についての入門書とな

り、この古くて新しいJf，融業病に関する耳ll併が深ま

ることに役立てば、 ~l外の再びです。

102頁・定価［本体800円＋税］

労働調査会
〒170-0004東京都世山区大塚2-4-5

TEし(03)3915・6401/FAX(03)3918-8618 

全＇＂＇安全センター会.i...lの皆織に特仙i640円
＋道料（I liltの場合210円）でお側けします

上記で・はなく全llij安全センター事務局
TEL(03) 3636-3882/FAX (03) 3636-3881 

にお111し込みください。
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情報公開推進局

情報を「いかに入手するか」から 「いかに_用するか」へ 
「情報公開推進局」HPを立ち上げ 
http://www.joshrc.orff/-open/

榊原悟志全国安全センター情報公開推進局■名古屋労災職業病研究会会員

200坤4月の情報公開法施行以来、安全センター 
情報誌上でも、開示請求により入手した行政内部通 
違まか、多くの労働行政関係文書を提供してきまし 
た。さらにこの度、これら膨大な労働行政情報を死 
蔵することなく積極的に活用していただぐtめのホー 
ムページ(以下、「HP」)を設置、公開する運びとな 
りましたのでご案内します。多くの方に活用していた 
だきたく、また、内容の充実に向けたご支援•ご協力 
も併せてお願いします。

「情報公開推進局」の主旨
情報公開法施行後の経験を経て、われわれの課 

題も、行政情報を「いかに入手するか」から「いかに 
活用するか」へと移行し、昨年4月より検討を続けた 
末、先の全国安全センター第14回総会において「情 
報公開推進局」の設立が承認されまし［2(X)3年 
8月号44頁参照］。その位置づけは、概略、次のと 
おりです。
①基本戦略

「全国安全センター情報公開推進局」を立ち上げ、 
ネットワーク内各関係者団体が得た情報の積極的 
な2次活用(公開)を通じて、次の3点を推進する。

•運動の活性化
•重層的な運動ネットワークの拡大
•政策への影響力強化(政策の外部評価パネルと 
して「存在」を確立し、政策コントロールの柱とす 
る)

②事業計画
1) 「全国安全センター情報公開推進局」HPの設 
置、運用
★HPを軸とした開示請求情報•開示資料の管理 

と提供
2) 開示請求、開示結果の一元管理と活用、利用 

の促進
★会員その他の開示請求支援、代行
★全国安全センターへの情報提供要請の実質的 
窓口機能

★情報公開関連広報(例:ホワ仆ペーパーの作 
成)

3) 全国安全センター HPの更新管理等

HP (ホー厶ページ)の内容

現在の実際のホームページの画面を、次頁に示 
しました。
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［認定基準］

守一時一一一一一明一w防…一相…町一一

［開示文書］

このサイトの住のひとつです。情報公開請求に

より入手した労働行政関係文占を中心に掲載し、労

働基準、安全衛恒、労災補償、そのほかのλ灰分

からさらに小区分へと選択してL、くことにより、目的

の文占を閲覧できる構成としました。毎年度の重点

唄円を記した「監督指専業務(または労災補償業務)

の運営に当たって留意すべき事項について」や労

災補償行政の各「事務取扱二子引」などは是非一度

通読されることをお勧めします。

なお、文書ファイJLのほとんどを P D F形式としたた

め、閲覧者のパ、ノコンには閲覧用、ノフ卜のアクロバッ

トリーダーが必 l止です(ネット|かう無償で取り込め

ます)。また、 P D Fファイルは印刷不可のガードを設

定しでありますが、パ、ノコント人Iへの保存は可能です。

業務上疾病rJ:労災認定 1;1;11'通
達と関連情報を労働基準法施行

規川別表第lの 2の区分に従い

掲載しましたρ また、労災補償部課

内部で使JIJしている、未公開の事

務連絡を含んだ「業務上咲病の認

定ノ民権及び関連通達集」も併記掲

載しました。素早く画面を同けるよ

うにi且市の HTML形式のファイル

化(一部を除く)に努めました。

［資料箱］

その他労働行政関係の主要通

達一覧や公同さオ工た資限定の情

報を掲載します。今後拡充してい

く予定ですので、掲載を推奨され

るえ書・情報などありましたら、お

知らせ下さい。

［その他］

そのほかの内存として、閣係阿

体・行政・法令検索などの HPを集

めたリンケ集、情報開不請求活動

'1'の各事案の進捗状況を詔載したプロセス 賢表

などのページも設けました。また、今後の取組みとし

て、新着情報・立;書¢解説・版業病と労災補償など

の情報を発信するメールマガジンの創刊・活用も実

現したL止考えています。

活用方法

活川の方法は、以下のとおりです。

［文書検索方法］

得点書は、それぞれ該当以円のページに掲載し

ますが、どの項目に詔載されているか判断に迷う文

』もあります。その場合には、「サイトト人J検索」ボタ

ンから閣く検索画由をご利 JIJください。キーワード入

力欄に適当な単語を入力すると、該当ファイルリス

安全センタ情報2 0 0 4年3月号 3
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トが表刀之されますので、それを選ぶことでその点書

を閣覧できます。また、スペースを挟んで複数¢キー

ワードを入力すれば、粘度の而い絞り込み検索が

可能です。ただし、現時点では僻目!JP O Fファイル内

の文字はこの検索I~I面の検索対象外となっており

ます。今後順次使いやすい H PをU指して整備を進

める予定ですのでご理解ください。

［文書の印刷］

P O Fファイル丈書を印刷する場心、には前述の印

刷不可ガードの解除が必要です。各センター「会員

には無償でパスワードをお知らせしますので、お問

い合わせください。

［文書のC D領布］

HPjtj載点書のうち、 P O Fファイル立;書にはファイ

ルサイズの大きい毛のもあり、インターネット通信環

境によっては、利用しづらい方がみえるかもしれま

せんので、希望者にはCO媒体で必l止立;書を提供

します。各センターの会員には原則的に送料等の

実費のみで提供します。なお、一般向けには有償

(10円/え書I枚)で対応します。詳しくは固由の「領

布について」ボタンカらの説明画由をご覧下さい。

ご協力・ご支援のお願い

皆さんのこ守協力・ご文援をお願いします。

［開示請求一元管理］

効県白' J tot't吉報閣示請求活動へ向けた連携のため、

各センターの会Hが｛凶別に情報開示請求をされる

際のプロセス(請求～え書入手)の一元管理をめざ

しています。開示請求書や決定通知書などをメール

やファックスで送付していただき、 H Pのプロセス一覧

表に jtj載し、共有するものです。詳しくはお問い合

わせください。

［内容充実へのご協力ほか］

現時点では、主に入手した文書の掲載作業に努

めており、掲載文占の前提となる文』の未入手や

H P面由の使い勝手など、今後の課題も少なくあり

ません。人子すべき文書のご指揃やH Pを閲覧した

際に気付かれた点を是非ご連絡いただき、よりよい

H P構築に向けたご助言をお願いします。

担当紹介

情報公閥抗進同H P担当の榊!京です。え人の

労災死亡事故や自身の過労による権患から、

県知を悔いて社会保険労務士となり、独立後の

情報公開法施行を機に闘不請求を始めました。

当初は、それまで未公閣であった、今話題の社

会保険加入の労働時間 3/4艮準のl付簡や、社労

- t :試験の解答(正解が2つあったことが判明)な

どを人子し、行政情報の不透明さを痛感しました。

その後愛知労働局の文』台帳、その他の入手

を続け、何人のH Pで公閣を始めたところ、名古

屋労災職業病研究会をj且じて全国安全センター

と同会いました。

無知は隷従の培養|であり、情報独"は支

配の別名だと考え

ます。したがって、

本来このような

活動をするま

でもなく、行政

情報は積械的

に公糊されるべ

きです。情報公開

推進局の活動を通じ

て、行政情報の透明門が高まり、辛せに働ける

環境整備に資することができれば幸いです。

持さまのご協力をお願いします。

連絡先榊原牡労上事務所榊原悟志

TEL( 0566) 52-4644/FAX (0566) 52-4640 

E一回出1: dre,(a rn.nifty.jp

4 安全センタ情報2 C 口4年3月号

rn.nifty.jp


また、より多くの方々が当 H Pを活川し、運動の活

性化に結びつきますよう、広く会員外への案内、情

官にもご協力ください。

［運営へのご支援］

との伯報公開推進局H Pの立ち上げに3たって

は、主'～センターの負担と賛同いただいた会員のご

支援で進めてきましたよ対意、ただし花会員の) j 々

には厚くお礼中し|げます。

また、今後の運用についてご賛問いただける各

地域安全センター及び会以、読者の梓さんからの

ご支援モお願いします。よろしければ次の法領でご

送金くだ机

※原則1円1万円・郵便振替円庫 ω820-8-70172

口座名「榊原悟志」

掲載内容のサンプル

C 労災保険行政一般に関する手引・通達類

1労災補償行政方針

発信H

2003/0 1/ 21

2003/01/(尚

五J02/12/27

2002/ 10川9

2003/03/2日

五J02/04/18

2002/03/12

2001/05βl

五)白川町21

丈書名
文書己主主告 発信者f宛先

半成14年度中央労災補償業務監察結果について

基) ［苛j0121003号 労働基準局長/都道附卵、労働局長

地方労災補償庶察令官察指針について
必発第0106002号 労働基準局長/都道府県労働局長

労災保険給付事務処理点検体制の総点検の実施等について

主主労発第 1227 ∞l持 労働主主準局労災補償部長/都道府県労働局長
長期未処珂事案の報告について

ページ紋 フγイ)v

37P l.7MB'PDF

47P UMB'PDF

9P2 34KB'PDF

基労補充筑l仁川仁81弓労災補償却補償課長/都道府県労働局労働基準部長
労災補償業務の運常に当たコて留意すべき事項について(平成 15'1' 1主分)
M労発第(白羽ωl号 労災補償部長/都道府県労働局長

平成14年度中九労災補償業務監祭の実胞について

主主発第041RO日2'手 労働主主準局長/都近府県労働局長
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(半成 14年度分)

基労完治0312001弓 労災補償却長/都道附卵、労働局長

平成13年度にま"tる長期l未処理事案の解消対策について
M労補発第15号 労災補償部補償課長/都道府県労働局労働旦準部長

ユP 75KIl'PDF

10P 6921'くB'PDF

4P 20口KB'PDF

13P 1. 5MIl 'P DF

4P 320.9¥(B' PDF

労災補償業務の運日に当たって留志すべき事項について(平成 13年度分)
主主労発第l時 労災補償部長/都近府県労働局長 12P 665. 8KB' PDF

02 労災般手引

2003/03βl 一次健康診断等給付システム¢稼動に伴う「労災保険一次健診等給付医療機関江指定及乙指定取消事

務取扱準民IJJ 、「労災保険 次健康診断咋給付担当規程」及び「一次健康診断守給付事務取扱手引」の
一部改止について

基) ［苛j0331014号 労働基準局長/都道府卵、労働局長 日P 20日KB'PDF

2003/03/28 労災保険指定医療機関及び労災保険指定薬局の指定に係る申請及び変更惇の取扱川ごてJいて(部

改正)

基) ［苛j0328005弓 労働基準局長/都道附卵、労働局長 2P 5IKB'PDF
2002/1 1/29 本省報告の廃止について

M労補発第1129001号 労働基準局労災補償部補償課長/
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2002/09/ 19
都道府県労働局労働ぷ準部長

様式の変更に ('1'う当直の取扱いについて

基労補充第口 919α11月 労働基準局労災補償制補償課長/

lP 23Kl:3.PDF

2002/09/19

都道府県労働局労働ぷ準部長

木省報告の廃止について

lP 19K 1:3.PDF

2002/04/01

基'it第09190日2月 労働基準局長/都道府りLl労働局長

労働保険事務組台事務処理手引(平成 12年3月) J一部改正について

6P 158KB' PDF

20日2/03/28

基発第0401028号 労働基準局長/都道附県労働局長
第 線職員のための労災実務必隣平成 14イ13)J

3P llOKB' PDF

2001/03βl

J ; ! ;労補初第0328似11号 労働);!;準局労災補償部補償,"'/
労災保険給付事務取岐Fづ|半成13年3月改0T

138P 6.05M Il'PDF

2001/1 1/16
基'it第237月 労働基準局長/都道府以労働局長宛

労災保険における傷病の「治ゆ」に係る周知用パシフレソ卜ω送付について

基労補発第27号 労働基準局労災補償部補償課長/

291P 13. 19MB'PDF

1996/1 1/19
都道府lL ,L労働局労働基準部長

(部内限)労災保険給付に係る後続請求の取扱いについて

事務連絡 労働基準局労災管理課長・補償課長/

8P l.(J5MB'PDF

都道府lL ,L労働基準局労災二五務課長 6P 494.2KB' PDF

2002/03/29 労働者災百補償保険と自動車損当Hti{l員責任保険及び白動車損百賠償責任央消とを調整する際の損当
賠償額の持 A止

1997/02川口

1996/ 10/28

2003/03/28

1999/03/10

1998/03β1

1996/03/29

基労補充第0329002月 労働基準局労災補償制補償課長/

都道府県労働局労働ぷ準部長

(部内限)出=苗行為災害質疑応答集ヰ成9年2月

労働省労働基準局補償課/
(部内限)第二育行為災当事務取扱手引平成8年 10月

基発第643号 労働省労働基準局長/都道府県労働基準局長d緬

労災保険審企請求事務取扱手引平成 15イ13)J改訂

J;!;発第 03 2白001号 労働宵労働);!;準局長/都道府県労働J;!;準局長

f持在関係質疑応答選集ヰ成 11年3月

事務連桁 労働省労働基準局補償課労災保険審理室長/
都道府県労働},l~準局労災主務課長宛

［廃止］(部内限)労災保険常在請求事務取股下づ|半成 10年3円
基'it第150月 労働省労働基準局長/都道府以労働基準局長宛

(部内限)労災保険審査請求迅速処理マニュアル平成8年3月

基発第 183号の2 労働省労働基準局長/都道府県労働基準局長dタ［I

22P 793.7KIl' PDF

129P 5.9MB' PDF

312P 35.98MB' PDF

318P 12.8MIl'PDF

146P 4.12M Il'PDF

340P 17.39MB' PDF

86P 3.55MB' PDF

労災職業病なんでも無料電話相談専用
フリーダイヤル常設化
［;f:lfll］

全国安全センターの不ットワークでは、|記のt屯話醤号(0 1 2 0 - 6 3 1 2 0 2 ) で常時相談を受け付けて

います。複数の地域センターが分担して全国をカバーしており、最寄りの相談窓口につながります。
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特集/EAP/MAPのエッtzンス

アメリカ労働者の抱える 問題と労働相談
一従業員相談/組合員相談

(EAP/MAP)のエッセンスー

秋元樹
日本女子大学人間社会学部

1. EAPを通してみられるアメリカ労働者の抱える
問題

⑴マウント•サイナイ/ニューヨーク大学健康
(Health) EAP

(2) AFSCME DC37 MAP
(3) ごく普通の労働者のごく普通の問題
2. プログラムデザイン
⑴マウントサイナイ/ニューヨーク大学メディカル 
センター EAP

(2) アメリカ自治労第37地区評議会MAP
(3) コーネル大学EAP
3. アメリカEAP/MAPの概況
⑴プログラムの拡がりとデザイン
(2)定義と意義
4. 現在及び将来の問題点
⑴EAP導入の論理一生産性とのペイオフ、
(2) 労働組合の対応
(3) 停滞、衰退一外注化
(4) 営利化、商業化
まとめ

アメリカの労働者は、他の国の労働者と同様、多 
くの問題を抱える。それらは個人生活、家族生活、 
職場生活、地域•社会生活にわたる。
問題を抱えた労働者は、自分で悩み独力で解決 

しようと試みる。あるいは権利を主張し訴訟を起こし 
闘う。特にアメリカにおいては「個人主義」、「訴訟社 
会」がキーワードである。

しかし、実際にはアメリカの多くの労働者はこれら 
に代えて又はこれらと並行して「相談」という道をとる。 
問題を抱えたとき労働者は、家族に、友人に、同僚 
に、現又は元の上司に、労働組合の役員その他に 
個人的に相談する。あるいはよりフォーマルにデザ 
インされた公私のさまざまな相談プログラムを利用 
する。EAP (Employee Assistance Programs,従業 
員相談プログラム)/MAP (Member Assistance 
Programs,組合員相談プログラム)はそのうちの代 
表的なものの一つである。
本稿は、二つの目的を持つ。一つは今日のアメ 

リカの労働者が抱える問題の一端をみること。二つ 
の代表的EAP/MAPに持ち込まれた問題項目とそ 
の分布をみる。(第1節)もう一つはこれら問題を扱 
うアメリカEAP/MAPのエッセンスを理解すること。プ

安全センター情報2004年3月号7



|特集三次～のエッセンス E

ログラムの具体例、一般的J広がりと定義/意義、主

なる論l.Jを概観する。(第 2-4節)
EAPは今日のアメリカ労働、ノーシャルワーク

(仁 ccupation叫 Social W o r k )の悶心と実践の中心

を占診る。論者よっては労働ソーシャルワークをEAP

とほぼ同者とすら置くものである。

1.自E A Pを通してみられるアメリカ
圃労働者の抱える問題

アメリカの労働者は何を悩むかつ表l~表3は今

Hのアメリカの一三の代表的E A P / M A Pを通してみ

た労働者のJ包える問題の 覧である。

(1)マウント・サイナイ/ニューヨーク大学健康

(Health) EAP

表1はニューヨークにあるマウント・サイナイ/

ニューヨーケ大学健康E A P ( 6病院・組織をカバー、

後述)12: 2ω2年1年間に寄せられた問題項目jJJI件

数及びその分布である。「問題」は、本人による“主

訴"ではなく“カウンセラー"によって判定された最

も「主要な問題」項目である。プログラムの内脅に

表1 マウン卜サイナイ/ニューヨーヴ大学健康E A P

ウライアン卜が抱える問題I
(従業員に関するケースのみ)別的1 . 1 . 1 -12.31

II'r J題項目 件数 %

アルコールー薬物、京放外

アルコール、家族 0 .3
アルコール、本人 1 1 3.6

キγ リア 6 2.0

空襲/不安" jJ 16. 2

障害"

離婚/別離 2 3. 9
薬物、家族 2 7

薬物、本人 8 2.6

l同齢者介護 4 1.3
家族問問題 16 5.2

金銭 15 4.9

不全長IJE~lr' 29 9. 4
法律 13 4.2

夫婦問題 18 5.8

身体的健康医睡 4; 0 .3
メンタルヘルスヘl 主) 6 .5
子育て 15 4. 9
白己評価。 7 2.3

ストレス 31 10.1

職場、ハフスメント コ 1.6
職場、 10J僚 7 2.3

職場、上司 16 5. 2
なし 21 6B

300 l日0.0

表2 マウントサイナイ/ニューヨーヴ大学健康E A P

ヴライアン卜が抱える問題E
(従業員に関するケースのみ)2 0 0 1.1 .1-12.31

II'r J題項目 人 %

欠勤 (Absenteeism) 17 5.5

処分(口isciplinarv Aclion) 2 1 6.8

労働不能 (Impaircd) 7 2. 3
一貫性の欠如 (InconsIstent) 3 1.0
労働の質 (Qualily) 10 3.3

人間関係 (Rclationships) 33 10.7
安全件 (Sofety) 7 2. 3
遅刻 (Tardv) 4 1.3
その他 (Other) 25 日1

問題なし(NυProblem) ロI 39. 3

介百|
30民

(248)

Dcprc~四on/Anxicれ

む Disability ffiana只ement

Gricf爪仏ior los~

4 ; MedicaVPh¥'sical

日 M c n凶Ihcaltr刊 crsonal
匂 Self concept/Esteem

(iJJ fdは“カウ;セラによって判定された第1に主要
な問題、表2は相談青木人、監信育x_はカウ/セラ
判定による報告の台百|あるv (Hughcs ,2 003c)

Mount Sinai H出 pital ,"Consolid礼ted S u m m a r v Report 

for thc pcriod M o n d a 、l,Januarv 01. 200 )-Monda、~ 
December 31,2001 ,"March 3,2003
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ついては次現に詳述される。ここでいうケライアン

トはリ丙院を訪れる 般患者ではなく病院で働く人々

二従業はである。具体的にIillJ医者、②看護 士
(Register Nurse) 、ソーシャルワーカ一、医療技師、

③電気工その他のエンジニア、 (4)保安警備、 (主l建物

保絡、食事サービス、看護補助等である。

もっとも多い問題が欝/不安の50{'[(308'f 1吃中
の1 6 . 2 % 、以下同じについでストレスの 31件 (10.1

% ) 、不幸/死目Ij(身近な人の死亡等による深い悲し

み)の2 9 'f 1(9 . 4 % )の順で変る。メンタルヘルス2 0 f'l
(6.5%)、夫婦閣係18件 (5.8%) 、家族問問題、職

場の上司との関係各 16件、金銭問題、子育て各 15

刊と続く。

表の各項目を薬物アルコール(アルコール3項

U、薬物2 J頁U ) 、牒境問題(キャリア、向齢斉介護、

金銭、法律、子育て)、健康俣療(欝/イ、安、身体的

健炭医療、メンタル・ヘルス、自己規定(∞Iこept) I自
尊、ストレス) 、人間関係(離婚/日JI離、家族問問題、

不幸/死別、夫婦問題、職場3羽円)の4カテゴリー

にまとめるならばそれぞれ2 2件 (7.1%) 、53件 (17.2

%)、 109 件、 1 0 3件となる。後者が全体の各3分

の1強を市めている。 (M山 ntS旧aiHo叩 ital ,2003)

表lで示されたような問題は仕事との関係ではど

のような形を取るのだろうか?表2は同じマウントサ

イナイ/ニューヨークλ学健康E A P江クライアントに

ついてこれを北たものである。

とこで集計されている 248件3のうちの約半数 121

ケースが問題なしとされている。伐りの 127ケース中、

「その他」を除きもっとも多い項目が人間閣係に及

ぼす影響であり3 3件、ついで処分を受けるえは受

けたことに悶したケースの2 H I 、出勤常ならず(欠

勤)の17'i牛で去る。残るは、労働¢質(10件) 、労働

不能。丙欠等、以下同じ)、安全性(各7件) 、遅刻(4

{'[)、一貫刊の欠如(3'f1) である。

(2) AFSCME DC37 MAP

もう一つ別のプログラムを見てみよう。表3はニュー

ヨーク巾最大の労働組合、アメリカ州郡市職員連盟

( A F S C M EサAmcrican Fcdcration of StatcサC ounty
訓 cd Municipal Employees)第37地灰評議会ωIlstnd

Council (DC) 3 7 、ニューヨク巾職員組合) M A P

の1 9 9 9 "ド1月から4月までに出されたケースの問題

項目別件数及びその分布である。

「その他」を別にすれば、賃金控除 (166件,その

他を含む1,4 14i'l中(以下|司じ)の11 . 7 % ) 、首気ガ

ス水道等 (142件, 10.0%) 、労働災当補償 (126件,

8庁% ) 、休職/解雇( 122件, 8.6%) 、性宅(111 件, 7.8

%)が5 大r~ Flである。

上記マウント・サイナイ/ニューヨーク大学位団長E A P

に倣って4カテコVーに分類すると、薬物・アルコー

ルが105'f 1( 7.4則、環境問題が9 2 5 'f1( 65 .4%)、 
健版医療が212件 (15.0%) 、人間閣係、がo 4件(4 .5
%)となる。

マウントサイナイ/ニューヨーケ大学健康E A Pに

Iじべ環境問題が抜きんでて多い。キャリア及び仕

事・労働に関する項U(イ|事上の問題、重大なその

他の小調和、休職・解雇、遅刻欠勤、労働安全、賃

金遅延、賃金作除、傷病給付文給の遅延、労働災

害補償)が593件 (4 1. 9 % ) 、個人、不妊、コミュニティ 

や活に閲する羽Fl(チ育て問題、犯罪、長別、叫法

律、保育、電気ガス水道等、火事、住宅、高齢者介

護、取過失責任)が332件 (23.4%)で主る。 (Tc問問,

1999)特に労働乍活に直接関する以Rが多いのは

このプログラムが労働組合のものであることの放で

あろう。

最近の仰、|勺は、「薬物等依存のケースが減少し

ているJ(80 年代半ば以降)ことと「その分を不安

(anxicty) 、ストレスのケースが見事めている」ことの2

点である。前者は「市への応募|持に薬物テストが課

せられたことによるものと恩われる。かつては全ケー

ス(は数不明、筆者it)の5 0 %近くを占めていたが

現在では2 2 、3%1こ孫ちている(2 002年は3,6 4 6 'f1
'1'212件; Terruso,2 ∞ 3b) 0 J後者はr9.11事件の

影響である。同じ不安、ストレスでも以前は人減らし

にによるものが多かった。 J(Terruso,2 003a)

(3)ごく普通の労働者のごく普通の問題

これらの問題はどの科度病院及び州・自治体公

務員に、また特にマウントサイナイ/ニューヨーク大

宇医綬センター及びD C 3 7に特異な宅のなのだろう

か?あるいは今Hのアメリカの労働者に相当程度

に共通的なものなのだろうかつ社会のどのような階

安全センタ情報2 0 0 4年3月号 9



|特集三次～のエッセンス E

屑、集出(サフーポヒ。ュレーション)の問題とみたらい いのだろうか?組織外J組織内の地.f ,の如何に

表 3: AFSCME第37地区評議会MAPヴライアントカ守包える問題 19ι り1.1-4.30

件数 %

アルコール 宜) 3 .5
コカイ/ 2l 1.6
薬物濫用+メンタル・ヘルス a) 0 .1
ヘロイ/ 10 0.7

複数薬物濫州 b) 6 0. 4
｛由の薬物 4 1l. 3
他の市河中毒行為". 1 l

粘神射性障' c S ' (Psychotic Disordcr) 3 0.2
夕日［I 4♀ 3 .1l
量罪'. 回 4.6

不安,. 7 0 .5
仕事上の問題(Jo b Pr油 lems) 10 0.7

重火なそO){!l! OJ不調和 (cliscord) 士7 1.9
子育ζ問題 15 l.l
身体的疾患 宜) 3 .5
(［事上のストレス" 幻 6.2
家庭内暴力 16 l.l
休職/解屑 122 8.6

犯罪 2l 1.6
遅刻欠勤 ZJ 2.1

労働安全 3 0.2
性ハフス>ン卜 6 0. 4
斧円［I 1 0.1

法律 4 0.3

保育 6 0. 4
賃金遅延 81 5.7

賃金控除" 1而 11.7
傷病給付支給の遅延,) ZJ 2.1

電九ガス水道苛 142 10.0

火事 10 7

住宅 111 7. 8
高齢青介護 ヱ l

無過央責任(父通事故)1;) 1R 1.3
労働災害補償 126 8.9
その｛也金銭的同雑 J 1ll' i 7.6

青白| 1.414 1α1.0

［例示］

日アルコール依存+ 極性障害

l'; ,アルコ ル+コカイン

'.アンフ工タミシ覚醒剤、処方薬

山ギTンブリンク¥七ソケス

"不眠、無気 )J 、集中川難

円パニソク、神経症、胸の痛み、呼吸困難

巴｝ダウンサイジング、人員削減による過重労働

".病以休職から復職時の事務手続きの組直面

1) J丙休ω h限 (12 日間)を超えた欠勤

,)市当局又は医師の下続き処理の握れ

, , ,訴訟により傷病給十I受給資格なし

1;'強盗

TC1T USO. RolヲCft. 1999. Statistical Rcp ort Oanuarv-April 1999)門 Mcmorandul11to RozYa:叩 cr. Junc 24
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かかわらず、私たちはH常小活においていろいろ

の問題に直面する。 J(Hazelden,1 996)

マウントサイナイ/ニューヨーク大宇'健康E A P及

びD C 3 7 M A Pのクライアントの属刊についての入

子可能なデータは次のとおりで反る。マウントサイナ

イ/ニューヨーケ大d芋健康E A Pのクライアントは、男

女比は約1対 3;既婚、未婚、その他の比率は六ま

かに百えばl対l対1(この順で多い);勤続年数は

1年未満1 9 % 、1-5年3 7 % 、6-10年 1 3 % 、11-15年

1 1 %、16-20年 3.6%、21 年以1-7.1%; シフ!吋乃百I j
では昼と夜そ江他で3対lである。火性の割合が多

いのが特徴である。所得及び職種についてのデー

タはとられていないが、円プログラムの責任者ダニエ

ル・ヒューズによると「ヒ。ラミ、ソド(上記職種分類①

⑤)の下の人ほどととの利用不は多い。全体のケー

スは下のグ)～～プと見て良い。 J "(iまた「専門職p r o
fe別 ionalsの問では看護上の利用が多い。専I"J職の

利用者の半分は看護士である。」キ7

D C 3 7のクライアントの属 'VI今は、男555 名、女 982

名,独身 763名、既婚 360名、離婚 126名、離別 232

? , 、死別5 7 ?, ;アジア系7名、アフリカ系2 2 0 ?,、ス

ペイン語系 64 名、白人 5 4名、不明 13 名である。ア

フリカ系が同倒的に多い。

マウントサイナイ、 D C 3 7いずれのフ。ログラムに

あってもコンステfチュアンシー(プログラムにカバー

される従業員又は組合員全休)のこれらクライアン

トの属性に対泌する数字は不明である。各E A P j 

MAPにより当然コンスティチュアンシ一、ケライアン

トの属性及ひープログラムのテ守ザイン(後述)には種々

の特徴がある。その特徴にしたがって利用者の社

会階層・集出にも、提示される問題にもそれぞれ特

徴が比られる。上の二フ。ログpラム聞でも相具があっ

た。しかし、 E A P利用者は概して「下のグループと見

て艮いJ(1 記)というのは一般的のようである。“一

流企業"をも含む後述コーネル大学E A P責任者ダ

ニエル・ディアズ、もとれを証言する。「より卜屈の人々

の利川率が高い。」勺Diaz,2002)そして、|に提

示された問題アルコル、薬物濫用、仕事、金銭、

消費者問題(クレジットカード、債務を含む)、法律、

高齢者介護、保育、健康、惨・ストレスそ江他のメン

タル・ヘルス精神問題、家族、了一ども、ノヒ婦問題そ

の他の人 IUJ閃係等 もまた特に特異ということはな

い。(佐藤, 1996:38 Table6参照)らごく普通の労働

者"(worki叩c 1a回)に共通的な問題といって良さそ

うである。厳格な実証は凶難ではあるとはL追うもの

の、他に書かれた諸報告、諸論文、パンフレ、ソ卜、冊

子の記述にあっても(Di民 2ω2; E知illcy 2002ヲJcftc,

zα)2; EAPA,2α J3; NASW,1 995; ,I｛藤, 1998) 、

筆者が7 0年代以降永年にわたって行ってきた諸

E A P j M A Pの観察にあって私労働者によって EAPj

MAP に持ち込まれる問題の範岡と積績は、 I:~~一

例に示されたものと異なるところはない。異なるのは

その頃U聞の分布のウェイトであると考えて良い。

2富プログラムデザイン

それではこれら問題を見せ、被うEA町MAPとは

どのようなフ。ロゲラムなのだろうか。前節のマウント

サイナイ/ニューヨーク大宇健康E A Pを代友例とし

て詳述する。数的な意味での典型例としてではなく、

勺のプロトタイプ例としての抽出で変る。

後に、これを今日の多様なアメリカE A P j M A Pの

全体像の中に仲間づけるために、他の 例を略述

する。 つは同じく前節で紹介されたDC37MAPで

あり、もう一つはコーネル大学 EAPである。

(1)マウン卜サイナイ/=ューヨーク大学メディ力

ルセンターEAP

マウントサイナイ病院、ケウfーンズマウントサイ

ナイ病院、マウントサイナイ医学部 (School of Medi

cinc) 、ニューヨーケ大 'y-病院、ニューヨーケ大γ医

学部(Schω1 of Medisc旧 e) 、ニューヨーク大学ダウ

ンタウン病院、ジョイント・ディジーズ病院の5病院・

組織¢正業以を対象とする病院(使用者)側が設置

したE A Pである。 |可|持に外部契約により、ニューヨー

ク・アカデミー・オヴ・メデ、ィスンの病院従業員に対

し、同じサービスを提供している。メインオフィスはマ

ンハッタン北部のマウントサイナイ病院の一つのビ

ルの '1'にある。

1977 年、連邦政j付補助金によりスタートした。時t
督者(su問: IV l叩日,以下|司じ)を訓練し部下の“仕事"

ぶりの観察を通してアルコール依存の問題を発見
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する。問題が見出された場合にはケースをE A P !こ

送るoそこで診断判定 (clini田1a皿e沼町田lt)がなされ、

アルコール回復プログラムに行くべきかどうかが決

められる。 70年代半ば、連邦政府が全国に雌焚し

たNlAAA(National Institute on Alcoholism and 
Alcoho1 Abusc)吋フャログ?ラムの長初の一つで、いわ

ゆる峨場アルコール Ondustrial Alcoholism)対策

の原型をつくったものである。

1979年、扱う対象をアルコール問題から、より)よ

い問題たとえば、家族、健康・俣療、仕事|の人 IUJ
関係、抑E妻、ストレス等人々が円々直面する問題へ

と拡大した。ソーシャルワークモデ ;1への転換であ

る。

現在、フ。ログラムは人事部( H u m a n Resources)

(福祉厚生、採用・解雇、制i彦、労使関係、古情処

理を所管)の下にある。 1 9 9 0作、ソーシャルワーケ

部(病院の患者に対するサービスを所管)から移管

された。

病院内の主l止部署、従業員グループの代表(従

業員保健医療CHealth)サービス、保安 (Security)

部、看護士、 1T剖L人事部、労働組合ほカ¥H-10人)
からなる諮問 (Advisory)委員会が設け巳れている。

E A Pのスタ1ソフは所長(Di陀 ctm)のほか6名(すべ

てソーシ守ルワーカ一、うち31 ' ,は大予院生インター

ン)、他に事務がI名である。

E A Pの活動は、①個人労働相談、③管理監信者

相談助青(Consu1tation) 、③講座、制修等、ミむその

他特別活動、⑤経蛍に対するフィードパッケをカバー

する。

加えて、⑥ソーシャルワーケ、デ生の教育及び⑦

調杏研究が行われている。財政的基盤のユニーク

さがこれを可能にしている。病院か月の予算にのみ

ではなく外部からの補助金にもよっているととによ

る。責任者ダニエル・ヒュースはこれを「大学モデル」

と名づける。「アカデミック・センターでありたい」とい

う。「一般製造企業、銀行等では不可能なモデルで

あろう。 J(Hughes,2 日02)

①個人労働相談

個別相談は、最近では通常伴 IUJ~ 百数十ケー

ス却を数える。2002年は337件であったo面接回数

では計1,1791門!となる。このほかに471通の官話に

よる対応 Cinterventions)をしている。さらに62件の

保育、夏雫キャンプ等についての情初提供が「保育

情報・“紹介"(refer ,以下|百Jじ)サービス(仁h血i一仁 are

Information &R eferral Se何 ices) Jの名の下になさ

れている。 (Hughcs,2ω3:1)なお、総件数二百数 l
｛'［の中には通常十数｛'［前後の従業員以外の被扶

養者、配偶者その他がクライアントであるケースが

含まている。 E A Pサービスは従業はおよび、その'*

放が利川できることとされている。

前倒Jで用いられた2001年従業員ケースの3日8ケー

ス(以下断りのない限り同じ)で“紹介"ノじが明らかな

ケース239についてみると半数弱、 44.5% (104人)

が本人自らで庇る。 23.0%(55人)が監留者 (Super

visocr)によって、 126%(30人)が同僚によって、 7.1

%07名)が人事部(Human Resources) 、4.6%( l1
名)が管理者(Mana田 ment)によって送られてきた。

E A P訪問者に対しては、まず干 11:<正(asscssmcnt)が

なされ、必'～に応じて情報の提供、カウンセリング、

他機関への“紹介"がなされる。

カウLセリングサービスは感情的に興奮してい

ればこれを冷静に考えさせる。事実的情報は提

供するし、諸手続も教える。｛I:事がいやなら配置

転換の方法も。どうやって恒活、サてきていくかの

戦略をつくらせる。 CHughes ,2002)

基本的に相談は知期モデルである。 1ケースあ

たりの面接回数の制限は特に設け巳れていないが、

2002年では平均3.5回であった。各カウ>セラーは

治療|の必盟があるかぎり責任者のf解のもとに

長期にケースを継続することもあり得る。

マウントサイナイ/ニューヨーケ大宇健康E A Pは、

いつでも即時に対応できるようにはデ、ザインされて

いないという草昧で「“危機介入"型ではない。 24時

間対比、ではないし、いつでも予約なしで飛び込める

診療所ではない。」実際には、急、遮、たとえば他に

fTくところがなく送り込まれてくるケースも去るが, 111こ

との能力 (rcsourω)を超えている。 J(Hu由民笈3a)

「ここは労働者にえ好的 (workers friend1y)であ

る。病院(使用者)は、ここに;.kる人を不利に扱うこ
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とは出来ない。 J(Hughes,20 02)病院(使川者)の設

置するフ。ログラムであるが運営は使用者から独立

して行われている。管問背カ吟のJ玉力は受ける三と

はないかワ「あるJr管理台が“紹介"してくるとき|司

時に対処 )j法まで指示してくることもある。 」どうする

か? rうまく乗り切る。 J( H u耳hcs,2002)

1必密保持と組織的中古ド|が強調される。全j且科
を通しての秘密保持はいうまでもない。途 '1' 、本人

の了解があれば家族への連絡、家族の同行もあ

り得るが、命にかかわるような場合を除いて、統計

的報告以外は病院(使用者)とはデータ及び情報の

共有はしない。相談者のカルテの入るオフィスの4

段ファイリング、キャビネ、ソトは備え付けの鍵のほか

に鉄のバーが上から下まで被されており南京錠が

かけられている。 12

組織的中寸" 1 " 1を保つためにも、先の諮問委員会

には管理者(人事部)と労働組合。コ代表が加えられ

ていた。 E A Pはたとえば、セクシュハルハラスメント

のケースについてはカウンセリング等の必叫には

応えるが、仲裁、調停はfTわない。また日らのMAP

を別に持つ労働組台に属する組台H~j3 たる正業 H

はマウントサイナイ/ニューヨーケ大学健康E A Pを

利用することも組合のMAPを利用すξことも許され

る。

②管理監督者相談助言(Consultation)

2002年、 232回の管t型転督者相談助言が行われ

た。二ド?に世話による。部下の“仕事"ぶりに基づく問

題の相談である。

本来7 'ログラLゆ3予定していなかったととではあ

るが、危機的事f!'(たとえば、 9,11事什)の組織や作

業集同 (work group日)に 5える影響等組織問題に

ついての桐談宅庇る。 (Hughcsヲ 2003:2)

③講習・研修等

一般従業以向けに各種講習、セミナー、ワーケ

、河、ソブ等を主催する。 2002 年は、 191門|の研修、 14

回のオリエンテーション講座、 16回の危機的事件

デ、イブリーフfング (dcbricfing) 、ストレス体験の聴

き出しが行われ、計 5 4 7人が参加した。 (Hughes,

2口問2)

④その他の特別活動

9月 11日の主とC D P T小ラーマ・カウユセリング・

サービス)が行われた。

また、 199ヨ年以米毎年J Pモ ガン/チエースコー
ポレットによってセントラ)～パークで閃催されるロー

ドレースに参加、大会の史方準備等支援もする。

⑤政施策へのフィードパック

ここに来る人は命令される仕事自体のゆえに

ストレスをうけ、たとえば、滋になる。新しい事業・

施策 .11事のやり方等が導入されると多くのケー

スがここに来るようになる。 (Hughes,2002)

日空るカテコ(1 J一、職場の従業b - : ! (c.g看護婦)に

ある問題がまとまって中じている。 ( H u吋lts,20口2)

このような場台には病院に対し年聞の事業部幹

書を通しまたは非公式に経営管理吉にコンタクトし

フィ ドパックを試みる。「それらは時には感謝され、

時にはJ!l~視される。 J ( H u巳:hcs,2印J2)たJだし、たとえ

ば月 11門|、年 21門!といった公式の病院管理者との定

期的会合等、フィードパックのた詑の制度化はなさ

れていない。

rEAPは方針 (policy)をつくる地杭にはなL」ミ

(Hughes,2日02a)が、組織内外の従業員の福祉に

かかわる各種検討淫宵委H会等のメンバーに加

わることはある。たとえば、ニューヨーケ六学院学

部労働生活委員会 従業員の個人・家庭生活

と労働・職場生活の町立をはかるためのプログラ

ムを考える やボストンカレ、ソジ仕事・家庭 (Work

and Family)センタ 4 0の全国大企業等が参加す

る同様の政策立案汝びプログラム閣発に関｛;、を持

つ|百j大学経営学部が主催する円卓会議 に参加

をしている。この種の活動は最涯ではE A Pの 閣

心分野となりつつある。 (Hughcsヲ 2003c)

(2)アメリカ自治労第3 7地区評議会MAP

組台によるアメリカ足大のMAPの一つである。

ニューヨーク市職員 (13万人)とその家放を対象とす

る。組合の保健・保障給付 (Health &5配 urty Plan、
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各樋俣療給付等)の 部をなす。 MAP、 「組合の

給付」というが財源はすべて巾に負う。労働協約の

合志によるものである。市は斡査権を有するが経

費支出を合めた管理運営は組合に任されている。

オフィスはマン八、ソタン南部D C 3 7の組合ビルの '1'

にある。対人サービス室 (Pcrsonal Scrvicc Unit)が

担当する。ス夕、ソフは現在 (2003 年)フルタイムソー

シャ凡ワーカーが 14人、助子が1名、ソーシャルワー

クインターンが8名、コンサルタントベース(週 10時

|山)で精神科院がI名でまる。 r92年以来このパター

ンはかわっていない。」ほかに 1 4名の退職組合員

が退職組台は及び傷病 (disability)休暇中の組合

員101けフ。ログラムを手伝ってL喝。 (Terruso,2003b)

誕生は 1971年。「メンタルヘルス及び社会的ニー

ズを抱えた組台はに関J L.'、を持った~時の指導者ヒ、

ケター・ゴトパウム (YictorGotbaum)の下ではじめ

サた。 J(Terruso ,2 003b) コロンヒマ大学ソーシヤ

ルワーケγ'部労働ソーシャ)~ワーク (Social Work

in the World 01 W o r k )の禍ハイマン・ウィーナー

(Heiman W e i n町)が閣日している。問題を担え r1人

では干に負えない場合」、「それが 11事メは個人の

福祉に影響を与えるとき」、 (AFSCME:l)たとえば、

「首が危うくfょったときJ( A F S α 在日)訪れるべきとこ

三とされている。 7 '口フ工、ソショナルな暖助が提供され

る“身内の"相談サービスである。 (AFSCME: l)
サービスを受けるために lCヲ9年 1-4月にMAPを

実際に訪れた組台はは1,5 3 8 f,'4 、うち1刈81 f,が

組合緊急援助給利 (HelpOur Own、後述)で、残

ξケースのうち7 4名が 1-3回の短期で、 5 4名が「情

報の提供とイ也機関への“紹介"Jで既に終結、 329f,

が現在継続中のケースである。市 7 3名が「アポイ

ントメントを守らず'1'断」している。 ( Terruso,1999:2)
なお、 D C 3 7には、とのMAPに加え、 j去伴問題に

特イじした相談プログラムを別に持っており、多数

の 16 カード破産、住宅ローン返済不能、離婚等の

法律ケーヌが寄せられている。さらにニューヨーク

市職員には市( { ,刻JI者)側のE A Pが市長窒(乱匂yer's

Office)の毛とに走る。 '17市職員たるD C 3 7組合員は

いずれのサービスを選択し利用する三とも可能て、あ

る。「家族問題等では市長宅E A Pを平iJ JIJする職員

もいるが雇用がかかわるような問題の場合はD C 3 7

M A Fを利川する。 J(Terruso,2 003") 1995-96年の

佐藤)J亀干の聞き取切さよると、 D C 3 7 M A P、同法

律相談、市長室E A Pの「来所比率J( r来談数J/従

業員数"S)はそれぞれ 5.9、8、 1 . 7と報告している。

(佐藤, 1996:38)単純に合わせると 19.4、重複毛あ

ろうが 10人のうち2人弱が利用していることになる。

月曜カら金限まで、 91時かう111寺まで、世話で受付

けカ3なされる。(DC 3 7 ,1996:3)多くの場合アポイン

トメントがつくられ第l回Uの而抜がなされるのであ

るが、 1 5 %ほどのアポイントメントなしの飛び込みの

ケースも変る。 (Terruso,1999:2)

組台はの抱える問題が判J: x正され、ニーズが測定

される。必立与に応じて、精神的診断 (Psychiatric

Evaluations)毛なされる。 1999年 1-5月は 138人が

とれを受けた。社会資源についての情報提供がな

され、知期カウLセリング 出接Inl数は通常 1-31 nl

程度である がおこなわれる。あるいは外部機関

への“紹介"カすよされる。 “紹介"先は「問来うる限り(各

自の)支払い能力を考慮して」決められる。各メンバー

が受けられる給付はそれぞれの加人している保険

会社により異なるからである。ちなみに前市佐藤の

聞き取りの報告によるとr B祉では、初 Inl25ドル必

要なだけで、 2 0回の治療 (treatment)が保障され、

C在ではl回 10ドルで何回でも受けられる、アルコー

ルと麻薬中毒は 60l nlの治療が受けられる。」とされ

ている。 (佐藤, 1998:49)外部に“紹介"されたケー

スについては逐次モニタリングFが行われ、中には 10

年を超える長期のケースtある。 (Terruso,京)03a)

仕事を火う可能性のある問題に優先権が日えら

れる。解雇の恐れあるとき、たとえば、 U頭ムくは占

績による警告、処分がなされたとき、使 Jlh量による

聴聞 (hearing)が予定されたときには組合広役員は

とのオフィスに連絡することが期待されている。

(AFSCME:5)

D C 3 7のMAPのつ¢特徴は先に挙げた組合

緊念、媛助給付でよをる。組台以が一定の理由 (cf.e ij

HJ表3 表{則「賃金遅延」以下のr~Fl) 1こより金銭援

助を必要とする場合、組合費による基金均、 ':'250ド

ルを上限とした給付がなされる。上記受付件数1,081

のうち7 9 7f' Hニヤ均 135ド凡江給十Jがなされている。

また、 D C 3 7のMAPはこれら個別相談・援助に加
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え、グループカウニセリング(薬物出川の治療前ク

ループ、病気休暇・休職1' 'の組合員向け「ウェルネ

ス・サポート」グループ、職場・家!迂人間関係改者

グループ、 A I D S等|司じ問題を持つ人々のゲ)レー

ブ等)、ワークショップ、講出等(退職前教育、ストレ

ス管用、危機事件/テ守ィヲJーフィング、新規退職青、

病休等同期労働寸、能の者、労働小能になる危険の

ある者へのアウトリーチ毛fTわれる。(DC 3 7 ,1996

4-5サ Tcnuso,1999:2)

9.11事打直後、プログラムの方カ治名職場を訪

ずれξことがはじめられ、その後その慣行は恒久化

された。 (Tcrrusoサ 2003a)

(3)コーネル大学E A P

コーネル大?の医宇部公衆衛生部 10の卜にあ

るが、六学の従業員|付けのE A Pではない。外部の

般営利企業等との契約を通してそれら企業等の

従業以にE A Pサービスを提供するエイジェンシーで

ある。 2002年現在の契約企業等の数は約百、そこ

で働く対象労働者数は 21 ,299人である。 1年問のイ

ンテイク数は約1,00 0件、実際に取り扱う件数はと

れに継続中のケースが加わる。扱われるケースの

7 0 %は心理的内面白J問題でaる。 (Diaz,2002)顧
容リストには通信会社、金融保険会社、、弁護士事

務所、院療s ' J係、財凶、大学、国際l翼団、非岳利組

織が含まれる。具体的にはソニー、野村、セントラ

ルパーク保存財団、コロンビア大学、同連開発プロ

グラム、ニューヨーケ共和l募金会、その他の名がみ

巳れる。 (Cornell ,2002)エイジェンミーのオフィスは

マン八、ソタン中央部にある。

このエイジェンシーの誕干のきっかけはコーネル

大学医学部の 医師カえ患者としての医者を多く見

ており、かつあるひとつの E A Pにかかわっていたと

とにある。その経験からコーネルの pq'liのために

もE A Pをつくξことが提案されたが、財政的事情か

ら実現せず。かわりにニューヨーク市東部にある

ニューヨーク病院、コーネル大学院学部、メモリアル

病院、その他主要医療機閣のE A Pコンソーシアム

が誕生した。その後、乙のコンソーシアムに対してい

くつかの一般企業からそのサービス捉供の打診が

あり、コネル大学医学部が関心を持ち、独立して

このエイジヱンシーをすち|げた。コンソーシアム自

体は現在を存続している。 (Diaz ,2002)

非常利lであるが、他(医J宇部、政!付)からの経費

援助は受けていない。企業等との契約からの収入

のみで運営しされている。契約の料金は従業員1人

あたり月3ドル、年36ドル、 1,000人を超える場合は

2. 5ドルである。 25人以下は一律2 0 0 0ドルとされてい

る。問題発生危険率によって料金差を設けξことは

なされてはいない。

4人のカウンセラーと数人のインターンは全員が

ソーシャルワーカーである。 ι2U ソーシャルワーカー

の中に日本請を含め外岡請を話すメンバーを揃え

ている。|記契約先リストに外資系企業、国際組織

等が含まれているのはそのことは以映である。

E A P契約のクライアント(契約先)は企業等であ

るが、実際のE A Pサービスのクライアントはそれら 

企業等の従業員及びその家族である。 90%は自分

で訪れてくるが、昨督者が部トカち相談をうけ止は

部下の“異常"に気がついてここに来させるケース

も多くある。さらに、企業等の経営管理者、人事部

古、ら解雇の“危機に瀕した"ケースを回してくる場合

もある。

ここで毛秘密保持は厳格である。人事部からまわ

されてきたケースですら、人事部に知らせるのは、

当該従業員がE A Pとの団係を維持しているか、アド

バイス (recommendation)にしたがっているか、たと

えば、個別治療に行っているかについてのイエス、

ノーのみである。内容は伝えられない。

従業員からの直接的な相談のほかに、管理監管

者(人事(人的資源)部の人々を含む)か日コ問い台

わせ、他談 (e.g遅刻lの多い部下をどう扱ったら良

いか、アルコールの央う人がいるがどうしたらいい

か、むやみに絡んでくる従業Hがいるが試用期間

切れに際してどうしたらいいかりに対するアドバイ

スも円市的にわニわれている。管理監管者に対する

伽修、従業以に対する民食時講座、21 、セミナー、ワー

ケショッフ。もある。これらのテーマは、ストレス管理、

経営MIの変革、健威的な食慣習、 ;L亡休、ヨガ、

“燃え尽き羽もの予防、紛争広解決法、')ターシ、ソ

7" スキル、仕事と恒活のバランス、質の高い高齢

者介護の選択、禁煙等々に及ぶ。(Comell ,発行年

安全センタ情報2 0 0 4年3月号 15



|特集三次～のエッセンス E

イJ明)

セクシュハルハラスメン卜の指針案づくり等もプロ

グラムの一部として行われている。

3.富アメリカ EAP/MAPの概況

(1)プログラムの拡がりとデザイン

3つのE A P j M A P O : :概略を見たが、より一般的に

今HのアメリカのE A P!MAPの一般的制旬、定義・

;芭義をまとめよう。

今日どのくらい。 : :数のE A P j M A Pが存有しており、

どのくらいの企業及び労働者がEA町MAPのサー

ビスにカバーされているかは在確にはわからない。

(Kurzmanヲ 2002)しかし、 E A Pに従事する7ロフヱツ 
2 会ヨナルワの全圃組織従業員援助フ。ロフヱンヨナル

協会(臥_PA,Employee Assista附 Professional 

Associatio町会以数3 0か|玉|に5千4,5古人、うちア

メリカ以外は約 10%) は、 1991 年、全国のE A Pプロ 

グ、ラム数を2 ) jとした。 ( E A P A ,1992)今円大組織

にあってはほとんどがE A Pを持っているともいわれ

る。コーネル大学E A Pの責任者ジヱフリー・ディア

ズによるとフォ チュン 400の80-90%は何らかの 

EAPを持つ。 (Diaz,2002) "23連邦政附の諸組織、

軍隊のすべては法によりE A Pの設肯が求詑うれて

いるし、 ι24州政府のほとんど、日治休政府の多くは

それぞれの法規によりメは臼らの選択によりE A P

を置いている。(Bergh,1995:842)大学その他の

高等教育研究機関も数多くが:'EAPを用惹している。

N A S W Iソーシ守ルワーク百科事興J(Encyclopc

dia of Social Work、第19巻、 1995 年)はその数 

を 150以上としている。 (Bergh,1995:842)ニュー

ヨーク市立大学 ( C U N Y )ハンターカレ、ソジ(Huntcr 

College) E A Pはその一例である。主なる労働組合

もまたMAPを持つ。ニューヨーク地区でも、上の

AFSCME D C 3 7のほかサービス従業片岡際労働 

組合(SEIU) 、病院院療介護従業員組合(11 9 9 , 

Hospital & Health Care Employees Union) 、全国

船H組合その他がある。

反面、中小特lこ3 0 0人以下の組織はE A Pをほと 

んど持っていない。 5 0人以下では費用的に難しい。

(Di坦, 2002)

E A Pには、雇用主のf ' 1 F 1 lなる選択によって提供

されるモの(使用者増)、労働組合との協約を通して

提供さ才lるモの(協約型)、労働組合(又は専門職協

会等)によって提供されるもの(組合型)の3種があ

りうる。奇 25 両I j節までのマウントサイナイ/ニューヨーク

大学健康E A Pは使川者型、 AFSC取lEDC37MAP

は組合型である。コーネル大学E A Pと契約を持つ

各企業その他の中には使用斉卑Jのほか協約型が

混在しているかも知れない。 60 年代末から 70 年代 

初Jめにはじめられた占いものほど>お労働組合が閣

与したものが多く、析しいプログラムほど経常側の

イニシアティブではじめられている。

いずれの型であれそれらにはスポンサーの組織

内にオフ fス、ス夕、yフを用,ê~する‘白前"の内部型

(internal )フ。ログラムと外のE A P提供エイジエン

シーに“外注"する外部型 (external) 7 'ログラムがあ

る。前節のマウントサイナイ/ニューヨーク大学健康

EAP及びAFSCMEDC37M APは内部型プログラ

ムであり、コーネル大学EAPは外部型プログラム

のE A P提供工イジtンシーの一例として /J-';-された。 1T
いものほど内部型が多く、最近では外部型が噌え

ている(後述)。マウントサイナイ/ニューヨーク大学

健康EAP汝び、 E A P Aの各責任者ダニエル・ヒュー

ズ及びアントニー・サミュエルは、今Hのプログラム

の70%は外部プログラムであξという。 (Hughes,

2αJ3叫 Samucl,2∞3)ただし、内部7ログラムのい

くつかには副次的に外部に対しても門戸を閣いて

いるものがある。マウントサイナイ/ニューヨ ク大

学健康E A Pはその例で宅庄る。 Exon-MobilEAP

も外のメンバーに対してもサービスを契約を通して

提供する。逆に、内部型といっても少数の従業員し

かいない地域の支席、常業所等については一部外

部型プログラムでサービスを埋める場合も出てくる。

(Samuel,2003)

アルコール型とソーシャルワーク型、心 )1甲内同型

と環境型の灰分はE A Pのエッセンスを理解すξのに

イl効で去ろう。アルコール型をE A Pプロトタイプと考

えると問解しやすい。事実照史的にもアルコールブ

ロク、ラム中心ではじまったものが多かった。事"ある

従業員がアルコール依存の問題を持っているかど
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う州立労働の場でも勺とも民く見出されうる。たとえば、

欠勤、生産E性の低下等が代啓指椋 (ωpre吋di児ctablee

叩1ndωlCωatωor円s)として倒働κj 。込く ( H u唱叫g日hcs札ラ 2002)いわゆる 

III口nl山dus古仕i刈札a1札alcωO油hli伍ss m

さ才れ1 た労労(~f萌働閉者は解雇されるのではなく匂iリjμハ/ \ビリのフブ。ロ

グラムに参加するチヤンスが与えられる。そして、そ

のプログラムに入っている限り展 JIJは保障され、解

雇はされないものとする。

とれが後に、取り扱う問題の範凶を、より一般的

な労働乍活、家庭乍活、コミュニティ桁活における

問題にまで拡大された。ソーシャルワークモデルへ

の転換である。マウントサイナイ/ニューヨーク大宇

健康E A Pの例を以い出されたい。多くのE A Pはこ

の流れを踏んだが、アルコ ル型の前史を持たな

いフcログ、ラムもあれば、今なおアルコール型の色

彩を濃厚に銭しているプログラムもある。

心理内面型と環境型については、最近では環境
にUをやったプロゲラL,がj成りますます前者に傾斜

している。(後id')前節のようにDC37 MAPは後者

へのかかわりが強く、コーネルEAPは前者への傾

きが強い。

(2)定義と意義

E A P / M A Pの中核は倒別労働相談である。マウ 

ントサイナイ/ニューヨーケ六学健康E A Pの来訪者

向けにーフレットはE A Pを次のように定義する。 MAP 

にあってはこの「従業以」を「組合は」と置き換えられ

たい。

従業H及び、その' , jく族が個人生活メは11事に

影響を及ぼす問題を解決するのを援助する任意

利用の、秘密保持が約束された、専1"J的 ( 7 "07工、ソ

ショナルな)暖助(で主る)。 (円相cldcn Foundation,

1996)

あるいはEAPAは次のように定説する。

職場に基礎をおいたプログラムで(1) 労働組
織が生監性問題に関心を向け、 (2)従業以ケラ

イアントが何人の問題(たとえば、仕事に影響す

る可能性の変る健康、夫婦、家族、金銭、アルコ

ル、薬物、法律、情緒、ストレス、メンタル・ヘルス

等の個人生活上の問題)を理解し (identify) 、解

決する¢を援助するためにデザインされたもの。」

(EAPA ,2002)

第 の定義を参考にしつつ、第ーの定或をパラ

フレーズしよう。 EAPの何たるかを掴む。
ヨ) E A Pは通常「従業員及びその家族」が利用対

象者とされる。来訪昔、クライアントともに通常は

従業員本人であるが少数ながら家族である場合

も現廷にある。マウントサイナイ/ニューヨーク大

宇健康E A Pでは2001年の取扱件数323件中 15
fドが家族、配偶者等をクライアントとした。また、

時には従業員及びその家族以外、すなわち隣人、

剛容その他の問題が持ち込まれるととをある。さ

らに、コミュニテfにs'］,i:;、を拡ける労働組合(/)MAP

の '1'には組合員の“紹介"による非組合員のケー

スが含まれることもある。

公 E A P / M A Pで扱われる問題は、「何人十活又

は仕事に影響を及ぼす問題」である。第二の

E A P Aの定義では、第ーの定義が「個人生活に

影響を及ぼす問題」と「仕事に影響を及ぼす問

題」をorで結ぶのに対し、両者を andで結ぶ。個

人問題の解決を直接のゴール (immcdiatc立oal)

とし、サ,～王 'VI への関心を究極ゴールとする。ある

いは前者を子段、後者を目的とするとも読める。

いずれにしろ、 E A Pとは個人の生活上の問題解

決と企業・組織の「適正な十産'VIの確保」

(Kurzman,1 993)とIIう二要素のかねあい¢も

とにデザインされるプログラムであり、“ 11事への

影響"がその結節点となっている。たとえば、 r2歳
のアどもの保育が山l<ないから仕事に遅れる、

休むJ(臼mucl,2003)、「一労働者の問題が同僚

の勤労意欲に影響を及ぼし時には組織全体の

効率にも影響を旬えるJ(Hazelden,1 c ヲ凸)。

要素間への強調の程度は各プログラムごと

に異なる。あるプログラムでは後者すなわちアル

コール・薬物その他「仕事に影響を及ぼす」限り

での問題に関｛;、を示すし、正るプログラムでは r(l
事に影響を及ぼす」か斉かにかかわらず前者す

なわち「個人生活」にかかわる問題をそのものと
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して扱う。モデル的に言うならば、使川者及び企

業にとっては生産阻主要肉の緩和又は排除又は

従業以の能率の修保がそのUするととろであり、

労働者及び労働組合にとっては抱える問題江解

決そのこと又は解雇への危険からの保護をはじ

るととする組合はの雇用上の地位の確保がそのい

するところであると理解して良い。一般に企業主

導のE A Pにあっては第二要素に、 MAPは第

要素にウェイトがあるといっていいだろう。

③また、実際に扱われる問題は「健康、夫婦、家

族、金銭、アルコール、薬物、法律、情緒、ストレ

ス、メンタル・ヘルス等JI第 定義)であるが、前

述のようにフOログラムこ守とにiL.' 、理的・精神的問題

に偏りのあるプログラム、逆にこれらの外にある

「尉境問題JIこウエイトがあるフcログラムがある。

さらに職場の問題への団与についてはD C 3 7の

ように積極的に多くのケースを見せているをのと、

とれへの関与を遠慮、しているをのとがある。マウ

ントサイナイ/ニューヨーケ六学健康E A P配付の

リ フレッ卜では［ E A Pは個人生活上の問題を

扱い労働問題Iwork-rclatcd prob1c m s )は扱わ

ない。組織の既存の政策及び手続き［労働協約

その他労使の取り決め又は企業等が日ら定め

た諸制度(訳者注)Jが労働問題の処聞には用

いられる。」とする。ここで「労働問題」とは労使

閣係に近いものであろうが、労働組合の抵抗を

避けるための配慮かと思われる。 IHazcldcn,

1 9 9 6 )マウントサイナイ/ニューヨーケ大学健康

E A Pではセケシュアルハラスメントの調｛亭等の例

示が先になされていた。

⑨ 「従業員及びその家族が 問題を解決すξの

を援助するJ［任;首利用の、秘密保持が約束され

た、 7 '口フ工、ソショナルな媛助(である) 0 J前段はフ。

ログラムはクライアント自らが問題解決に努力す

るのを援助する毛のであるといういわゆるアドボ

カシ一、エンパワメントの原理を述べ、後段は利

川が強制された主のではないこと及び硲密保持

の原則lを述べる。いずれも、ノ シャルワークの

キーワードである。現実に、問題を抱えた労働者

は、自ら、あるいは時には|司、|司僚、家族等に

より勧められ又は紹介されてしかし日ら、コンタケ

卜を i旧ってくるケースが圧倒的に多い。ただし、第

2師Jで書カれたように、人事部等カミらの“紹介"ケー

スの中には、 “ E A Pを利用する限りで解雇が見台

わされる"、“解雇手続きのーフ1コセス"という意味

での強制が含まれているケースもある。

⑤ EAP/MAPは、 ［ 7 'ロフ工ツショナルな媛助(で

ある)Jという意味は一重である。まずE A P / M A P

はプロフ工、ソショナルによって提供されなければ

ならない。「倒人的問題の判定を専門とする 桐

談Icm旧 selling service) JI Hazelden,1 996)の

専門家である。 '1'心的フ。口フ工、ソショナルはソー

シ今ルワーカーである。マウントサイナイ/ニュー

ヨーケ六学健康E A Pでも、 DC37でも、コーネル

E A Pもカウンセラー全員が原則としてソーシャル

ワーカーであった。しかし、 ［EAPに従事するブロ

フ工、ソショナル」はソーンヤルワーカーに限らない。

E A P Aはソーシャルワカに加えて、メンタル・

ヘルスカウニセラ一、薬物等濫用専門家 Ipracti

tioners) 、行動健康専門家(Behavioral health
叩 ecialists) 、人的資源( H u m a n R田 ource)フ。ロ

フ工、ソショナル、危機管理専門家 (Risk managc-

ment experts) 、福利厚中スペシャリスト(Benefi臼
spe口 alis阻)その他但AP,A 201立)とLヒたフロフエ1ソ

ショナル1 ' ,ムくは職名を挙げる。 EAPA会Hのパ、ソ

ケグラウンドの分布をみると、ソーシャルワーケ

が3 4 %、カウンセリングが2 8 %、心理学・精神医

宇 (psycho/psychi)が2 0 %であり、その他経常

IAdministrative) 、薬物依存 (Aωlct旧市) 、従業

員援助プログラム、教育、労使閣係、人事(人的

資出)管理等がそれそ、れ5～1%で主る(却02年)。

学歴レベルは7 0 %が修寸て号又は博寸て号を持ち、

また複数の学位持つもfも多い。 ISamuel,京〕日 3)

EAPAは認証従業以相談士ICEAP,C c rtificd
Employ ee ASSIstllil日P rolessionals)引の資格試

験とその資格付日を行っているが、 EAPに従事

するために特に求められる資絡ではない。各雇

JIJ主の求める学歴そ江他の“展 JJI t!f'I"以外に

特別の資格を必要とはしない。 3U

⑥ 「ブロフ工、ソショナルな媛助(である) Jというもう

一τの意味は、そこで提供されるサービスは、そ

の7 ' (コフェナンョンの 定の価値及び倫理の下に、
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一定の技法によりなさオlるモのでなけれはきならな

いということである。 EAPAは1虫刊の r｛í命Fjl市岡~:riJ

(EAPAサ発行年不明心及び「中核的技法J(EAPA,

光行年不明 b)を示すが、 E A Pブロフェッションと

いう単 のフ。ロフエッションが確立していない以上

とれらを以ってE A Pの必要|分条件とするわけ

にはいかない。あるいはその「価値及び倫理」に

ついては、各EAP従事者が属するフcロフ工ツシヨ

ナル組織の疋ふとる「倫瑚綱領」等の方が重要で

あるかもしれない。たとえば、ソーシャAワーカー

であれば、 N A S W (全米ソーシャルワーカー協会)

のそれがある。乙こではそれらの内容には青皮

しないが、共通すべきはこ才lらのプロフ工、ソション

の価何及び倫理は、使用者や組織の要求に優

越するをのであるという点である。しかし、実際に

はいずオlのブロフェショナル組織にも属していな

い従事者も少なくない。

E A Pの個別労働相談で用いうれる“中核的技

法"(Core thechnologies)は、クライアントの持つ

問題の特定(identificatio日) 、判定(a回目sment) 、

情報の提供、短期カウンセリング、、他機関等への

診断・治療・援助のた止の“紹介"、“紹介"された

ケースの監視 (monitoring)及び、その後のフォロー

アッ7 'である。積概的対峠(∞n坑 ructivc confr加-

tation) 、動機づけ (motivation )、知期的介入

(short-term intervention)が用いる。 (Hughes. 

X日Q; Diaz,2氏 2ヲJcffcサ 2002ヲBcrgc,ゆ9S:EAPA,

光行年不明 b)由肢は通常数|門|科度、引いわゆ

る治療の過程には人らないのを原口JIとするとち

えて良い。ただし 7'ログラムによっては治療過程

にまで踏み込むものをずるし、カウンセラーによっ

ては、「特に心理山身のカウニセラーにあっては」

7' 0グラムの“期待"を超えて「メンタjレリレスのケー

スでは深入りを好む傾向もあるJ,(S田nuel,2003)

EAPのフoログラムの 7 '口フエッショナルな水準

を維持するための一種のアケレデ、イテーション(各

プログラムが一定の基準に注しているか百かの

認証をする)組織として、北米従業員援助協会

(Employcc AssistanαSocicty Nc巾 Amcricι

EASNA)がある。 (EASNA,2003 参照)しかし、

各プログラムがこれにパスしなければいけない

ものではない。純粋の任意団体である。

E A P j M A Pの中ι心は以上のような倒別労働相談 

であるが、実際にはほとんどどのフ。ログラムにあっ

ても、監督者、経営者からの円常的な個別的相談

ととれに対する助再 (consultation) 、これら問題に

関する管理監督者rnjけ研修 (e.g.問題を持った従業

員がいた場合どのように扱えばよいか)ならびに“予

防"の強調とともに一般従業以向け“ウェルネス

(well ness) "プログラム、各積のワーケショップ、セ

ミナ一、講雌等が開かれる。ストレス管理、危機的

事件経験の場台の対処、健康問題、 A1 D S j H I V 、 

防場暴)J 、キャリア形成その他｛岡入、家庭中活と労

働生活に闘したトヒ。ツクが典型的で～る。

EAPの本来の強さは、個別ケースrJ:解決を通し

ての労働組織へのフfードパッケの可能fJと現実刊

にある。しかもそれは個別ケースの解決における

レベルのそれrJ:みならず、労働組織の制度政策(人

事、中産等)の改革レベルのそれでモある。ただし、

これが現実のブログラムにおいてはすすんでいな

いことが前節に示された。

NASWIソーシャルワーケ育科事典』は、これら

rI直 接的及び問接的サービス」にr E A P専 1"1家
(practitioncr)として働く労働(配cupational) 、ノーシャ

ルワーカー」に求められる役割として、「カウニセラ一、

資源 (resource)フローカー、教師 (teacher) 、仲介者

(mcdiator)及びフ。ログラム擁護者 (advocatc) Jr 進

行係(facilitator) Jとして¢それを挙げる。 CBergh,

1Cヨo:R47)

4,1現在及び将来の問題点

EAPの 主なる論点を整理してお三う。

(1) EAP導入の論理 生産性とのベイオフ、

労働組台がE A P j M A Pに関dじを/j,す理由は比較

的明白でよtる。組合員の桁活・黒川保障であり、労

働条件の向上であり、それらを過しての労働組合員

の倖｛果である。対組台以サービスとして白らMAPを

提供するカ¥凶体交渉・協約を通してW J U給付 (1凹1再

benefi阻)の 環として使用者にE A Pを提供させるか
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の如何を問わない。

なぜ企業等(雇い主)はE A Pを導入するのだろう

か‘? J ; ! 、本的には福祉厚生(フリンジ・ベネフfッ卜)

一般と同様に考えればよい。人道主義、労働組合

組織化の防止、より良い労働力の確保(労働条件

の差別化と少なくとも大企業間にあっては標準的労

働条利化)、労働組合による強制、中産刊の 10J1等

であろう。危倶は経費の増大である。

生並性上のコスト-エンド・ベネフィットはプラスな

のかマイナスなのか?プラスであるというのが導入

派の説得の論理である。労災に閣するキャンベ

ン「安全はベイする」と同じ論聞である。 3 2との論理

を支持する調査研究、データは少な«見込たとえば、

ケネコッ卜・コパ一社(Kenneco虻白向日白市)ration)

はE A Pの利用によるコスト-エンド・ベネフィッ卜の比

は 1: 6でまる、エケウィタフル・ライフ・アシュアラン

ス( E q uitable Life A叩 larance)はE A P lドルの投資

に対し31';［,0)1)ター:が庇る等( B r o d y ,1988)。コ

スト・エンド・ベネフf、ソ卜の測定は、出動状態、防場

復帰、労働災岩浜柄、訴訟 ι-'3 、医療サービスの利

用等をファクターとして可能で主る。さらに企業イメー

ジ及び従業員モラールの 10J 1ーとしゅファクターもあ

る。

しかし、それではなぜ多くの企業がE A Pを取り入

れないのか?それどころか最近では企業経営の合

理化、ダウンサイジング、リストラの '1'でEAPを廃止

>くは外j主イじしている。

「ペイする」ことがそう明白には証明されなしにと

の故であろう。 (秋元, 1981 :85-86)コストエンド・ベ

ネフィット測定は技術的にそう容易ではない。上記

ファケターも実際には企業内名部署で勤怠記録が

iTしく取られていない、保険会社からの協力が得れ

ない等の問題宅ある。 (Hughcsサ 2003)フ。ログラム

評価一般におけξと|可様、評価期IUJの問題もある。

長期的に比れば費用節約になるかも知れないプロ

グラムも短期的にはマイナスになるかも知れない。

たとえば、アルコール依存のクライアントを見出しあ

るプログラムに“紹介"すれば当面は相当の費用が

かかる。各企業・組織がどれだけのスパンで経常の

コスト・エンド・ベネフィ、ソ卜をみているかである。

(2)労働組合の対応

上に組台のE A P j M A P支持の論聞は比較的明 

白であるとしたが、しかし、組合はしばしばE A P 、特

に使用者主導。コそ判三強く以対する。「雇い主はに

れら)個人生活に下渉する権利はどとにあるのか?J
使川者による組合員の私小活への干渉、従業員の

取り込みであり、“トラブルメーカー"のらブFラ、ソクリス

ト化"、解雇止ヨイじの手段であξと危J倶する。「すべ

ては使JIJ者に筒抜け、 E A Pに行くなJrなぜ復臓させ

ない、仕事に戻せ」ということになる。

E A P推進派の答えは次のようなものである。

確かにこれらは恒人の問題です しかし、それ

らは11事の遂行に影響をするのです。しばしばそ

れらは|司僚の勤労意欲にも影響を及ぼすし時に

は全体の効率にも影響を日えます。従業員援助

7 'ログラムはとれが生じるのを防ぐことをU的と

しています。それは救いの手をさしのべているの

ですーのそ守き見、懲らしめを意図したものではあ

りません。問題は完全に秘何であP任,ê~であると

いうことを14lい出して下さい。履い主はフ1コグラム

のスポンサーではありますが、判定及び治療過

程には一切関与しないのです。(円但cldcnサ 1996)

労働組合のもう つの以対は、「ブロフエyショナ

ルな媛助」に対する111抗で去る。労働組台は法本的

にインテリやフ。ロフ工、ソショナAは“嫌い"である。他

階級に対する不信と嫌悪である。労働組合にあっ

ては、今日でも、全|玉|本部のト、ソフ。指導者ですら、現

場労働者の出身であることを求める。労働組合は

肉助組織なのである。山～得ることなら円分たちの

手ですべてを処聞したい。労働組台の特にアルコー

ル問題についての対処の歴史はビア・カウンセリン

グであった。最近U A W (全米自動車労組)はE必注

力、ら 3 0 0 f ,のメンバーを引き上げた。 E A P Aのプロ

フ工、ソショナリズムの強調に対する反充といわれる。

(3)停滞、衰退外注化

s'J係者のコメントを総合する限りこのところE A P

はj戒少している。 (Kurzman,2002; Hughes,2 印12;
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Di但, 2002; 3IldJ effe ,2 002) [吠)年代少し下がって

そ江後は高原状態J(Samuel,2 003) 、停滞かう哀

退期に入っているようで宅ある。人材的にも[ E A P

専門家の会議に行っても、次の世代が育っていな

", ['1'年以上の]人ばカのである )oJ(Hugh町 2003)

特にいJ部プログラムが廃止 (cg セント・ルークス・

1レーズベルト病院, S 1. Luke's Roosevelt Hospital,
2 0 0 1年, 34)され、あるいは外部プログラムに切り存

えられている。 CJcffc,2002) E A Pはヨ初は内部プ

ログラムではじまったものが多く、 70年代、 80年代

は内音Eプログラムが1' '心であった。それが、「この

30年の不況になってからJCSamucl,2 003)あるい

は [80年代末からJCHugh民 2ω2)外部型プログラ

ムが増加してきでいる。企業の経営台理化、経費節

減とソーシャルワーカーの個人常業への関心の増

加が必囚であるとされる。 C H u日hes,2 0口3)

ノ>は外部型の )jが圧倒的となっている。前面lで

は7 0 %という数字があげられていた。外部型が劣

るオコけでは必ずしもない。内部型と外部型の長矩に

ついては多くが議論もされてきた。たとえば、外部型

の方がプライバシーの保護、秘併の保持に有利で

ある等。

外注化は二つの問題を提示する。第今は労働者

が抱える問題の原凶及び対 ～b を個人の側に求め

るようになる。特に労働者の心理的精神的側由へ

の傾: [ ; ' ↓を進める。いうまでもなく問題は環境の)jに

あるかも知れないにもかか才治ずである。しかも、ノー

シャルワーカーは職場内部の組織的、人山悶係的

知識と関係の欠如かうの効な対策を講ずることが

閃難となる。第ては個別ケースの処遇から企業の

人事、ぺて産等政策へのフィードパッケがますますk困

難になる。内部型であるマウントサイナイ/ニューヨー

ク大学健康E A Pですらすでにとの難しさが許られて

いた。いずれも、職場、仕事との結びつきが弱まり、

関係が薄まることによる。コミュニティベースの各種

相談フャログラムと比べたE A Pの強さ、工、ソセンスは

相談担当者(ソーシャ)レワーカ一等)が組織内部の

人間関係、組織閣係状況に精通しておコ、これらに
対して解決の働きかけがW,来ることにあった。 EAP

の住は職場ベースのプログラムなのである。 EAP

の1' '心が怪しくなってきた。(上記E A P A定義参照)

(4)営利化、商業化

より深刻な問題はこrJ:外れ化の動きが単なる外

注化ではなくE A Pを営不I jとするエイジヱンシー(組織・

機関)の“繁茂"引とそこへの外注化であξことであ

る。そのととによるE A Pサービス内容の稀釈化であ

る。「特にこの5"ドくらいJCHughes,2 002) 又は [90

年代後干か~J (c[ Ber思, 1995:848)の動きである。

倫理問題が問題となってくる。 E A Pの7'ログラム・

サービス自体のケライアンNま労働者でまるが、 E A P

エイジェンシの第 義的クライアントはE A P契約

締結の相手方すなわち外部型E A Pをそ江疋業以に

約束する企業・紺織とされる。そして、それら企業・組

織の外注化の目的は経営コストの自rJil . xである。ケー

スあたり而按回数に制限を設ける。たとえば忌向3

|門|、 51nlを超えないこととされる。 (Hu由民 2003)サー

ビス利用の金傾合計についての上限を設ける。先

任権による制限もかける。一対ーの対同相談から

官話相談に切り替える。コンビューターカウンセリン

グを導人するo顔を合わせての面接のチャンスは限

られムくはなくなる。電話を受ける楠T今はたとえば、~

該職場の実情を可一つ知らないソーシャルワーカ一、

心理上である。相談者とは全く異なる速く離れたコ

ミュニティにある彼女たちのクリニックメは口宅で

本業の傍ら(空き|持|日J)にEAP相談の世話を受け

る。'3(, (Samuel,2 003; Terruso,2 003a)すべてケラ

イアン卜としての企業・組織との契約次第である。「医

学的必必よりコスト効率 '1"1が重l止となる。 」エイジヱ

ンシー問の競争上による“誇大広告"の時t占もすで

に知得されている。たとえば、“危機介入"を青いな

がら、この約束が実際に守られる保障はない。

(Hughes,20 03)

より深刻な問題は特に保険会社によるEAPの

阿い込みである。 CDiaz,2002) 1司じことがかつてメ

ンタル・ヘルス分肝で行われたo [特にこの5年くら

いは、保険会社かう健康保険、 3 7にE A Pを含ませこ

れを“ Fi + , : "に保険を売ることカ3なされてきている。 」

(Hughes,2 003) 般には従業員が加入する通常

の健康保険メはそrJ:也の給付がとれらE A Pのサー

ビス利 JIJ料金を支払う。保険にカバーされないサー

ビスは従業員の負担となる。 CHazelden,1996)医療
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保険の一部とすξことで、ますます“環境問題, (cf
第l節)が排除され心身特に精神的問題への純化

が進む。 E A Pのr,祢すら｛史われなくなる。 (Samuclサ

2003)かτ医療費の抑制は企業の最大の悶心であ

る。

し州民近では保険会社が臼らE A Pエイジ工ンミー

をす今ち|げできている。“身内"(系列下)の特定江機

関に“紹介"する。「保険会社E A Pの )jが安いが質

が違う。 J(Diaz,2 002)利用可能のエイジェンシーの

制限と利 JIJ可能のサービスの制限とL追う一重の利

益のスクリーンを通ることになる。 "JS

E A Pを一種の福利厚生/付加給付 (fringc bcncti臥

employment package)のなカに｛"世つ1ナ、権利化

することにより、 一見前進のようにも見えるが、かえっ

て保障が弱まるという興味深い現象である。っ。

E A Pは問題を見出し、特定し、アドボカシ一役割

を県たすべき任務も持ち、事実担ってきた。たとえば、

保険会社の医原介護保険がアルコール依存をカバー

しなかったときこれをカバーさせ、院療保険が身体

的問題にくらベメンタルヘルスのカバーされる範囲

が狭かったとき後者をアドボケート(擁護)した。

(Hughes,20 03) f岡別直J妾処遇サービスが氏下する

ときこそ制度改革機能・役押lが重要になってくるが、

これをjDう主体=力白体がますますなくなってきて

いる。

自まとめ

アメリカ0)'労働者( “こ、く普通の働く人々 " )は、アル

コール、薬物濫用、 11事、金銭、消費者問題(クレ

ジットカード、債務を合む)、法律、高齢者介護、保

育、健段、滋・ストレスその他のメンタル・ヘルス、家

族、子ども、夫婦閉その他の人間関係等に悩む。

その時の伺談先の一つはE A P / M A Pである。六組 

織(政府及び大企業等)では多くが、 '1'小組織では

わずかがとれを持つ。プログラムのデザインは、臼

らの組織内にオフfスとス夕、ソフを備える内部型と外

のE A Pエイジェンシーに外注する外部型がある。経

常側によるもの、労働組台によるもの、その協力に

よるものがある。

E A P/MAPのエッセンスは労働者個人の福祉と組

織の経営のかねあいにある。何人の抱える問題の

存在が職場、労働の拐で北山されまた生産性に影

包港反ぼす。よってそれは労働者・労働組台及び使

Jlh量双方の悶JL'亡なる。問題の原因は職場外(何人、

家庭、地域・社会)にあるか職場・労働の場(制度・

慣行、物問的労働暗号境、人間関係)にあるか、問題

の解決もまた何人の側に求められるか職場の側に

求められるか。多くの場合はそれらそれぞれの二極

の出台、中間にある。

E A P! M A目立フ冶フヱツショナルな援助でまる。ソー 

シャルワーカーその他のフ。口フェッショナ凡によるそ

のフbフ工ツションの一定の価値と倫開 秘併保持、

スポLサーからの自主、組織的中古判、履い主の

要求に対するフ。口ブ工yションの価値の優雌性等

に法づいたフ。口フ工、ソLョナルなサービスである。問

題の充見、判定、情報の提供、“紹介"、短期カウン

セリングがなされる。時には、グループカウンセリン

グが用志される。一般には治療過程には踏み込ま

ない。

E A P !MAPは問題を担えた労働者本人又は家族

の個別労働相談が中心であるが、再t督青からの部

下のほ扱等についてのH常的相談にも応える。さ

らに、監督者及び 般労働者に対する研修、予防

的・教益的講座、セミナー、ワークショッフャその他の

サービ7 JJl提供されるのが通常である。 9.11のよう

な危機的事件のあとの対処などにも閑句する。

E A P / M A Pの重要な機能は倒別相談を通しての

労働者全体又は一部集団のニーズの抽出、測定

ならびにそれに基づいた制度慣行の改善及び政施

策への反映である。

使 JIJ者のE A P符入の意図は人道主義カも利潤

追求まで 般福利厚生の提供とあまり変わるところ

はない。労働組台¢それは組台はの問題解決その

こと、解雇か説〕保護、メンバーの維持獲得である。

rEAP はベイする」ことを示す調査研究は数多く報

f与されてはいるが、その断定にはデータ蒐集上の

制約と評価期 IUJ設定の多様- 1 "1からなお凶難はっき

まとう。反る労働組合はE A P及びフ。ロフエッショナル

一般に対する不信を今なお解いてはいない。

アメリカのE A Pはこのところ停滞、衰退気味であ

る。最近の最大の問題は外注化、営利化、さらに保
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険資本による阿い込みである。 EAPも経営の経費

削減、リストラ、ダウンサイジング、タ注イヒの例外で

はない。またE A Pを福利厚生、付加給付として0:健

康保険の給付の一部とすることにより一方では権利

性を強めているようにも見えるが、実際にはそのこ

とによってノk準の低ドをもたらしている。個別相談

の利川内谷に制限が設けられるだけでなく、その医

療{化ι内面 (μメyA心ン夕ルjいL.へ吋ルjLス刃)化がJ進t主主みみ、

(職場J易の政施 t策巨、制度慣行、端境条件等)を「取り扱

う問題の範岡」及び「解決のためσ動き例fの対象-

) j向」から排除する。個別lケース解決の問題でもあ

りとのレベルを超えた問題でも払"

目 1 木稿は宅lこ2 ω 2年平均 ¥G2003年春にかけて行わ

れたEAP関係昔の 連のインタビューによるtのであ
るが、一部筆者により70年代後干以降蓄積さオ1たデー

タにも負うている。

勺 この中には「同題なし」が 2H'1含まれる。したかつて、

「問題あり」ケースにおける問題の種類別件数の中に

占めるパーセ:テージは以下示される数字よりそれぞ

れ若一「布くなる。
ワ 総件数3 0 8ケースとの差 52 件についてはカウンセ

ラーがこのデータを集めなかったものと思われる。

(Hughes,2 003c)

令 4 前青に含めた方が適切であるかも知れないが、い

ずれにしろ1件のみであるので全体的似向を見るには

影響はない。
可 「職種別データがあったとしても、所得に関しては必

ずしも下の臓積の )jが上の職種より低いということで

はない。 J(Hushes町 2002)

吋 i庄は根拠として二点をあげる。 (i) 卜の人は外部の 

サービスを未Ij同する。医昌は他の医昌(精神医等)に、

ソーシ寸Jレワーカは他のソ シャルワカーその他
に行く:, (ii)ととへの“紹介"の相当部分は r.l司(転哲青)
によってなされているロ (p.~)

ψ7 彼はその桜仰として 2.¥1,を挙げる。( i)看護士の 90

%がぶ性であること、ぷ性の方がカウンセリングに向

かう傾向高い。 ( i i )看護上は医昌やソーシャJレワーナJー 

と違い他に行くところを特に持たない。 ( H u只hes,2003)

汚 E A Fサービスの利用率は弁護一上事務所にあっては

低く、 "1営利組織にあって最も高い。 (Di3Z,2(02)
ψ9 Comprehensive Alcohol Abuse and Alcoholisll1

Prevention ,Tr eatment and Rehabi litation Act,1 970 

(P. L. 91-616)により創設。
ψ10 2000 イ|は 311ケース、 2001イ|は 9))11円事i'Iに

関するもの 114を含め4 1 5ケース。 (Hu民h出, 2003: 2)

なオネ各年の年次報告 (ConsolidatcdSummary
Reporl)はそれぞれ 308ケース、 323 ケースと若十民

なる数字をl刑している。

'11 2003年3月3l J 、筆者のインタ ビュ一時にも勤続
25イ|江研究者が欝病正庄状で職場カら送られてきた。

*12 The Health [n日Hance Portability and 

Accountabilitv Act of 1996 (HIP AA)
ネ 13 従業民は悔数の労働組合 (e.g. S E I U 、ニューヨー

ケ州石護- t :協会(1 ,8α)人) 、そ叫世自に組織されている。

'14 治l節表3の合計1 , 41 4件とのi畠いについては不明。
勺5 2 0 0 2イ|度はHOOが2,4 941'1 、以下それぞれ23 5

件、 203 件、 851件である。 (Terruso,2α)30)

'16 件藤は年間1万件という数字を記している。(件藤,
1998:50)

*17 谷町 (departments)ごとにあったがよ最近経費節減の

ためー木にまとめられた。(Tcrruso ,2003a)

ネ 18 対象従業日数は前今昔にあっては 13 ,000人、市長

室E A Fにあっては8ヲ0 0 0 人。

*19 I医'7'部内側也の市宮がきわめて研究中心であった

のに対し、この部署がもっともリベラルであったという
事情による。」また、「労使関係叫究所の方が際学部よ
り件格上は近L功、も丸l才lないがこれとは関係はもって

いない。 J(Diaど 2印12)

"20 rかつて心開をパ、ソヴグラウンドとするカウンセラー

が1人いた。 J(Dias,2 (02)

ワ1 1日あたり 400ドル強。

勺2 rブロフてシゴナ)v J( profe出ional)を「守門職Jr寺門
的」とすることは多くの誤解を牛じる源となるのでかτこ

れに代わる適献が見出されないので、原語のままカタ
カナとする。 (秋ノe,2003: 176)

'23 1984年現打、フォーチュン5仁j企業で6 0 %とLゆ数
ナても挙げられている。 (Ber只h,1995: 842)

*24 Comp陀 hensive Alcohol Abuse and Alcoholi日m 

Prιvcntion,Tr catmcnt,a nd Rchabilitation Act,1 970

(P. L. 91-616) 1972イ|改在で薬物濫用についてもカ

バー。

'25 NASWrソーシャ凡ワ ケ丙科事典J( E n c v cJ.叩 Cdl:♂

01 SoCIaJ rわh式), 1995はE A Pのデザインを内部型、

外部型、コンソーシアム盟、ア、ノシエーション型の4つに

分類する。 (Bcrgh,1995: 845-45)
ネ26 E A Pの始まりをどこに求めるかについては諸説が

"1能であろうが、出〕年代末から70年代初比とするのが

一般的だろうロE A Pの小史については、たとえば、ア)"
コール依存型E A Pへの偏川まあるがN A S W l仰がI:'i t
行の『ソーシャ)"ワーク百科事典J(凸7cvcJopedia ο f 
Soci(J} μ士)]k)泊 19巻を参照されたい。 1910年代か3
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|特集三次～のエッセンス E

2年代にヒ。ーク街血える吋つゆる福祉資本主義 (vv'elfare

c3pitalis削、 193U年代、 4 U年代のアルコ-)vfL伯,、特

にその職場及び労働との闘係への闘心の始まり

CAlcoholics AnOllvmOUS,Y ale Center for Alcoho[ 

Studics,Na tional Council on Alcoholsim,ct c.)、治 

Z次大戦中の軍需産業を中,C_,'iとする土産性確保に主導

された従業員のストレス管科、 5 0年代のケネコ、ソトコ

パー・カンパニー (Kcnnccott Coppcr COmpemV)の「上

百lが部下の仕事ぷりσ変化均時間題を抱える従業員を

発見し人事部等に“紹介"する」モデル等を挙げる。

(Bcrgc,1 995: 842-845)

勺7後述EAPAの誕生の経緯も同様である。前身は

ALMACA( Association of Lahor and Mana只ement 

Consultants on A l coholism; Comprchcnsivc Alcohol 

Abuse alld Alcoholism Prevelltion,Tr ealmenL,a nd 

Rehabilitation Act,1 970 (P. L. 91-616)により創設さ

れたNationallnstitutc o n Alcoohlism emd Alcohol 

Abuse (NlAAA)の補財金により 1971イ|設立。さらに

その前身はNatIonal C ou nc il 011 Occupational 

Alcoolism (現 NCADD; National Council on 

Alcoh olis m and Dru只Dependency) である。いずれ

もアルコール依存に対するフcログラムであ之、 ALMACA

は7 0年代半ばから組織労働苫の加入者を増やした。

(Samuel,2003)

勺8当時の産業界、辿邦政府のアルコール問題につい

ての関心の高まりが背景にあったことを思い起こして

宇うこう。

勺9これを得るためには一定の時間の訓練と実習

(mcntor旧日C E A PをむつE A P Aメンノミーたるアドパイ

ザーのをとでなされる)と3時間ほどの試験に合格しな

ければならない。試験は8 7年E A C Cによってはじめら 

れた。

ワoE A P A会見5i 4 .5白人中3以1日人が仁E A Pを侍 

つ。 I E A Pに従事する人は会員にはなっていなくともこ

れをおっているのが昔通(でi!'J 0 LJ ( Samucl,2 ω)

ワ1 [典型的には 挺"'、された問題 'f 1あたり3日」

(Bergh ,1 995: 847)0 DC37でも [1-3回」としていた

(p.4)。
ワ2アメリカのアルコ ル依存問題のコストは 1986 イ|

1,420億ドル (MaSi ,1984; Rllyce,1 989) 、不法薬物

使崩によると主 yt性損失は8 U U億ドル (Roycc,1989) 、 

メンタル・ヘルス問題による生産性指失は 170億ドル

(l:3 rodv,1 988) 、ストレスが労災及び心臓発作に及ぼ

しているコストは3 2億ド)v (McClcllan,1 985) 、労災の

日5%はストレスと関係 (McClellan,1985) 、ストレス、メ

ンタル・ヘルス、薬物依存等は生産性、「ドI劫、病欠、労

災、労働不能給付等に関する¢みならずLi額の医療費

所をなくした。 JOelle,2 0(2)

ネ 35 E A P O )人々が企業、起業家精神に関心を向けてい

る。ヒューズが「会議等で質問しでも無視される。」

*36 電話、コンビュ ターによる相談のメリ、ソト、長所もも

ちろんある (0足利用"I能なサービスの形態が多様に

なった)が、、経費節減が動機であることを忘れることは

出来ない。

ワ7 "Managed Care"正確にはHMO(Hea[th Mainte

m m c c O I閉山zations)による毛のと個別的従来型の健

康保険によるtのがあるがここさは区別しない。アメリ

カには公的な全|川氏を一律に対象とした佐康保険制反

はない(低所得者、高齢者に対するものを除く)ので、

般的には健康保険は刊本の生命保険のように企業等

U福利厚生の一部として提供されるカ¥仙人で加入す

ることになる。

ワ日 「羊の顔した狼である。 J[保険会社のフログラムに 

もソーシャルワーカーは働いてはいるが、退職するか

妥協するかの選択が迫Eれる。 J[ちなみに、今や、山 yt
1:3時間以内に退院しなければならないところまで来て

いる。 J(Diaz,20 Cロ)

出 39 さらに、外市型にすξことによって、コスト的に見て

も健康保険I H M Oで受けることになり、アルコル、薬

物のケースではかえって摺加することになるかも知れな
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賛助会員定期購読のお願い
全国安全センターの活動に御賛同いただき、ぜひ賛助会員として入会して下さい。 
賛助会費は、個人•団体を問わず、年度会費で、1 1万円で1□以上です。「安全セン 磡
ター惰報」の購読のみしたいという方には購読会員制度を用意しました。こちらも年度会費で、1部の場合は賛助 
会費と同じ年1 1万円です(総会での決議権はありません)。賛助会員には、每月r安全センター情報」をお届け 
するほか(購読料は賛助会費に含まれます)、各種出版物•資料等の無料または割引提供や労働安全衛生学校
などの諸活動にも参加できます。
•中央労働金庫田町支店「(普)7535803」•郵便振替□座「00150-9-545940」名義は「全国安全センター」
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塩沢美代子「語りつぎたいこと一日本•アジアの片隅から」26

日本の状況に対する挫折感
塩沢美代子

“働きながら高卒資格”は幻想
名古屋YWCAの実情がわかり、日常の仕 

事にも慣れてくると、周辺の繊維工場で働く年 
少労働者に、どういうアプローチができるのか 
を模索しはじめた。
私が年少労働問題にとりつかれてしまい、 

人生の進路まで変えてしまった、紡績工場の社 
内学校の体育教師の経験から、17年が経っ 
ていた。その間に農村地帯でも高校進学率が 
高まり、中卒労働者は“金の卵”といわれるよ 
うになった。その結果、大手の繊維工場の社 
内学校は、卒業すれば定時制高校卒の資格 
がとれる内容に変ってきた。ところが私が住み 
ついた尾張一の宮は、大半が中小企業だか 
ら、自社で社内学校を設けられないので、地 
域の定時制高校に頼らざるをえない。ところが 
繊維エ場はいずれも二交替制労働をしている 
ので、それにあわせて、昼間定時制高校になっ 

ていた。“金の卵”を獲得するのに、“働きなが 
ら勉強できて、高卒の資格もとれます”という 
のが、セールスポイントだったのである。
公立の定時制が繊維工場の二交替勤務時 

間に対応して、午前午後に授業をするように 
なったのは、おそらく地元企業の要望によるの 
であろう。

名古屋YWCAの熱心な会員のひとりが、高 
校の教師で、夫君は一の宮の高校教師だとい 
うので、話を聞かせていただいた。彼は全日制 
高校の先生だが、その高校に昼間定時制が 
併設されているので、その生徒たちの様子をよ 
く知っていた。昼間だから全日制高校と同じ時 
間帯に定時制の生徒もいるので、体育館など 
の諸設備をうまく共用できるように、苦労して運 
営しているそうである。彼も定時制の生徒をみ 
ていて、年少労働に対して私と同じように、問 
題意識をもっていたようで、いろんな側面から 
具体的な話をして下さった。よく覚えているのは、
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次のような点である。 昼間定時制の生徒の卒業者の少いのは、

安全日制の生徒と定時制の生徒は、入学時

は同じような体格なのに、 2年、 3年とたつう

ちに、背の仲び方が明らかに違ってきて、

定時制の生徒のほうが低い傾向にある。口

信の動作をみていても、なんとなく差があっ

て、どっちの生徒かがわかる感じである。

女高校の教師たちは、行事などはなるべく両者

が一緒にやれるようにしている。そのひとつ

に運動会があるのだが、あらゆる種目です

べて全日制の女子が勝ってしまう。それで定

時制には泌援賞を出すなど、気をつかって

いる。

安定時制は4年で卒業だが、入学者数に対し

て、卒業者は大幅に減る。中本で就職した
時点で入学した牛徒が、 2~3 年のうちにだ

んだん減ってしまう。

彼の話は、私には“やっぱりそうか"と思わ

せることばかりだった。彼は見た感じで、定時

制の'E徒の背丈の仲びが全H制に劣るといっ

たのだが、体重についての比較が、研究者に

よって調べられていることを、後から知った。
それはi重大, ] '衛生7'教室の坂木弘氏ら

が、紡績 l場でー父替労働をしている、中卒

b:.-f労働者と、|司一地域の高校1年生のb:.-f
との、休重変化について比較した調査だった。

向者の体重を、週単位で比較したグラフが

つくられていた。

高校 1年生は、はじめから体重が増加して 

いるが、女子労働者のほうは就労から減少し

はじめ、 9週間で 1 k旦以上減り、そのまま停滞

し、 15週日からゆるいカーブで上昇しはじめる

が、 21週でもまだ、就労時より。 5 k gは少く、高

校生より 2 k gぐらいは少いという結果だった。

15 歳という成長期の少女が、 3か月くらいは

体重が減っていくということは、いかにJ 必替

労働の負担が大きいかを物語っているo

4年未満で会干|をやめてしまう者が多いのだろ

うと推測される。企業としては、“金の卵"であ

る中卒労働者を、せめて4年は定着させるため

にも、両卒の資栴がとれるという人参を、鼻の

先にぶらさげたつもりだろうが、それもあきら

めてしまう少女たちが多いのだろう。

“年少労働"にかかわれない

私は尾張 の日市役所とか、繊維工場地

帯にあるキリスト教会などを訪ねて、児童福祉

法の対象である 18歳未満の労働者に、企業

の立場と異なる第=者として、やるべきことが

あるのではないか、という問いかけをしてみた

が、全く以応がなかった。
その辺の繊維労働者は、未組織が多いらし

いが、労働組合がある場合はどと繊同開に加問

しているだろうから、私には接点がつくれない。

私は繊維工場地帯に住んでみれば、少しは

状況がつかめるかと、尾張 の宮に屈を構え

たのだが、あまり意味はなかった。 YWの会館

は、午前り時から午後 9時までオープンになっ

ているので、ス夕、ソフの勤務は栄位制になって

おり、先苔は午前 9時から午後 5時まで、後醤

は午後 1時から 9時までだった。

私は早起きの昔手な人間なので、同室の若

いスタッフに、「あなたたちは、夜はデートでしょ

うjといって、ほとんど後番の勤務をした。通勤

時間を含め 11時間くらいは米にいないし、日

曜日も女子労働者は、寄宿舎で過すことが多

いのか、一の宮駅近くの盛り場に行ってしまう

のか、あまり見かけることはなかった。
平円は私は午後 11時近くに帰宅し、寝るの

は午前 1時過ぎになるのだが、窓を開けてい

れば、織機の台がI上むことはなかった。私の

アパート近くには、中小繊維の l場が多かっ

たようだが、ここも泉州地灰と同じで、 12 時間
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労働をしているらしいことが、その音でわかっ

た。繊維労連は私がやめる前の時期に、愛知

県の製糸工場の大半を組織化していたが、織

物、紡績にまでは及んて、いなかった。どうやら

この地域では、昼間定時制高校に通えるのは、

比較的恵まれた会社で働く少女たちなのだなと

わかってきた。名古犀YWCAとして、この地域

で働く少立;たちに、どんなにささやかでも、何か

役守今つ活動ができないかという発想は、全く現

実性のないことは、すぐにわかってしまった。

私は17年前に、さんざん考えたあげく、労

働組合によってしか、彼女らの労働条件の改

蕎をはかることはできないという結論に述し、

全蚕糸労連にめぐりあった。しかし、そこでも

限界を感じ、日本労働協会の調査研究資料を
通じて年少労働者保護のために、深夜労働禁

止の時間帯の拡大や、労働時間の鰐縮など

を主とする、労働基準法の改止案も提言して

きた。これは当時の国会議員で社会労働委員

会のメンバーや、社会党・共産党の議員と、労

働1J政関係者や労働同体にも送った。しかし、

これに関心を示して下さったのは、経済学者で

たいへん誠実な社会党の同会議只だった、木
村幅八郎氏ひとりだ、けだった。彼は、「私は社

会労働委員会に属してはいませんが、重要な

問題なので、できる限りのことはします」といっ

て下さった。

しかし労基法の改正を訴えた調査資料は、

私自古|人の発表したものであり、繊維労連として

行動を起こしたわけではないから、労働界でも

なんの反応もなかった。繊維労連はすでに大

手労組の脱退の兆しがあって、それところでは

なかったのである。

第25阿に記した事情で、心ならずも繊維労

連を退職した搾折感が、いかに大きかったか

を、思い知らされたのは、名古屋YWCAで働

きはじめてl年足らずの頃だった。退職直後は、

心身ともに疲れきっていたので、頭は真空状

態だった。そこへY WからTHがかかったので、

それまでと違った形で、年少労働問題にかか

われるかもしれないと漠然とd思った。しかし現

地に来てみて、具体的に検討してみると、それ

は幻想に過ぎなかったのである。年少労働者

の労働条fI改需については、すでに私にでき

ることは、すべてやってきた。しかし、ごく部分
的に少しは結以が出たとしても、本質的には全

く成果があがらなかったし、そのために活動す

る場も失ってしまったことを悟った。

この搾折感は、私が2 3歳からこだわりつづ

けてきた、年少労働にかかわる活動の場を失っ

たからだけではなかった。それはきっかけに過

ぎず、その頃の円本の労働運動の状況や政

治情勢全般に対して感じた挫折感だったので

ある。

全企糸労連の運動は、立ち上がりが遅かっ

ただけに、つぶされるのも遅かったo第1 0凶

に記したように、 H本に市隊の存在を許さず、

労働組合の育成をはかった、初期の占領政策

は、 1 9 5 0年の朝鮮戦争を期に、 1 8 0皮転換し

た。これに力を得た資木米側は、すでに活発

に活動する労組のある企業は、第一組合をつ

くらせて、労働者を分裂させるなどの手をつか

い、労働組合法が本米の機能を果せないよう
に、あらゆる労務政策をわ今っていた。いくつか

の例を記そうかと思ったが、枚挙にいとまがな

いほどなので見合わせる。企業側があらゆる

卑劣な手段を使ったのは事実だが、第一組合

側にもイデオロギー過剰だったり、教条的だっ

たりして、労働者の心をつかめない問題があっ
た。大子企業の社宅の子供たちが、親が第一

組合か第 組合かで分断され、惜しみあい暗

嘩するということも聞いたことがある。さまざま

な要素を含めて、日本の労働運動は、 2 0代の

はじめに私が141い描いていた姿とは、あまりに
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も違っていた。 いま改めて思い出すのは、ついに自衛隊の

安保闘争と自衛隊イラク派兵

また雫襲で 2 0歳で死ぬ運命と諦めていた

1945(閉 20)年の夏、終戦によって“生きのび

た"と知ったとき、これからは反戦、 n日のため

に生きる立味があると思ったoだからH米軍事

同盟である安全保障条約の継続を阻止しよう

とした、 1960 年の安保闘争のときは、日本の

民主化はまだ望みがあると実感した。このとき

は私もデモ隊の 員としてひと月ぐらいは同会

周辺で過した。日頃は対立していた労働団体

が、このときは一緒にデモ行進をし、短時間で

はあったが、ゼネストもともに決行した。何よ

りもうれしかったのは、円頃は政治問題には無

縁な、諮問体や市民層に、幅広くjJ動が広がっ

ていったことだった。なんの所属団体ももたな

い市民が、“声なき声の会"を結成してデモ行

進に加わり、沿道の人々に参加を呼びかけて

いた。

安保継続阻止の運動は、 59 年から幅広い

層で起っており、統 行動も回を重ねていた。

しかし日米安保条約を続けようとする、自由民

主党が議席の過半数を山めていたので、衆議

院では強行採決されてしまった。参議院では国

会の会期延長を強行採決し、衆院を通ったl
月後に、この法案が円然承認されてしまったの

で庇る。そのとき徹夜で国会をとり巻くデモ隊の

群衆は、どこまで拡がっているのか、見渡せな

いほどだった。(年表によると 3 3万人)マスコ

ミのライトに照らされ、昼間のように明るい人

波のなかに私もいた。拡声器で 6月 18 Hの終

りを告げる時計の音をきいたときの、どうしよう

もない挫折感を、今もありありと覚えている。

いくら同氏が声をあげても、同会の議席を、憲

法 9条を死守する勢力が市めない限り、どうに

もならないのだと痛切に感じた。このくやしさを

イラク派兵にまで至ってしまった、現在の政治

情勢によるのである。与党が勝てば、イラク派

兵がtiわれるのが、わかっている時点での選

挙で、与党に安定多数の議席を与えたのが、

外ならぬ口木の有権者なのだから救いがない。

憲法9条の 2項は、自衛隊という名の強力な軍

隊をもっているのだから、とっくに違反している

が、外国の戦争に派兵したのだから、憲法 9条

は根底から抹消されてしまった。それに対する

日本人の)刈心も、戦後 15年だった 1960 年と、

戦後5 9年で人Uの7割が戦後生れとなった今

日とは、比較しょうもないほど違ってしまった。

どうしてここまできてしまったのかと、改めて

昭和史の年表をみると、占領政策が 180 皮転

換してから、戦争犯罪人としての投獄または追

放されていた者の解放は急ピッチだった。

1950(昭25)年から、 18軍人の追放解除は

はじまり、翌日年には、旧陸海軍正規将校 1

万 1,185 名、旧特高警察関係者 336 名、政財

界など各界で 1)j3 ,904 名が、追肢解除になっ

ている。

その上で、 5 2年には対日講平日条約と日米安

全保障条約が発効したのである。翌日年に来

Hした、アメリカの副大統領だ、ったニクソンは、

「長法9条は、アメリカの誤りであった」と演説し

ている。

こういう状況で、口木の有権者は、追放解

除された“戦争犯罪人"を、次々と同会議員に

選んでしまったのである。凶みに、 60 年安保闘

争のときの首相は、戦争犯罪人として投獄され

ていた岸信介であり、その孫が小泉首相に抜

擢された、円民党の安倍幹事長である。

話は現在に飛んでしまったが、 20 代のはじ

めに、日木の民主化を夢みて、つっ走ってき

た私が、 3 0代の終りに、心底から搾折を感じ

たのが、名古屋 Y Wの時代だったのである o
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アスベスト禁止をめぐる世界の動き

ドキュメント

アスベスト禁比をめぐる 
世界の動き

世界的なアスベストをめぐる動向等
石綿対策全国連絡会議第17回総会議案から,2004.2.7

欧州連合(EU)加盟諸国のアスベスト禁止のデッ 
ドラインである2005年1月1日まで1年足らずとなるな 
か、アスベスト禁止に向かう世界的潮流はますます 
確実なものになってきていると言えます。日本の原 
則禁止導入はまさにその流れに乗ったものですし、 
2004年は、オーストラリアのアスベスト全面禁止発 
効によって開けました。

ヨーロッパ•レベルでは、全面禁止導入を踏まえ 
た総合的アスベスト対策の確立がまさに焦点になっ 
ており、その一環として、労働者の曝露限界値の0.1 
繊維/cm3弓Iへの弓Iき下げ(日本の現行の作業環境 
管理濃度は2繊維/cm3で、近く0.15繊維/cm3に弓I 
き下げられることが見込まれています)や規制対象 
範囲を拡張する新指令(「職場におけるアスベスト 
曝露に関連したリスクからの労働者の防護に関す 
る理事会指令83/477/EECを改正する欧州議会及 
び理事会指令2003/18/ECJ)が採択され、2003年 
4月15日に発効しています［2003年5月号34頁参 
照］。
同指令は、「解体又は保守整備作業を開始する 

前に、使用者は、適当な場合には設備の所有者か 
ら情報を得ることにより、アスベストを含有している 

ことが疑われる物を確認するために必要なすべて 
の手順がとられなければならなIゝ」としていますが、 
労働組合や市民団体等は、「アスベストを含有する 
建築物の公的登録システムの創出」を求めています。
同指令は、「アスベスト解体または除去作業を実 

施する前に、企業は、この分野における能力［を有 
していること］の証拠を提供しなければならない。証 
拠は、国内の法律及び/または慣行に従って策定し 
なければならなI としてI诖すが、解体•除去業者 
のライセンス(免許)制度は各国においてホットな話 
題であり、同指令はまた、「アスベスト除去作業者向 
けの実際的ガイドラインが、共同体レベルで開発さ 
れなければならない」とも規定しています。

2003年9月3-6日、ドイツ•ドレスデン•において、 
EUの上級労働監督官会議(SLIC)のイニシアティ 
ブによって、EUの全加盟国•加盟予定国の政労使 
代表等が参加した「2003年欧州アスベスト会議」が 
開催されました。同会讓S、欧州委員会とSLIC、各 
国の政労使及び国際労働機関(ILO)に対する要 
請事項を列挙した、「労働者の防護に関するドレス 
デン宣言」が採択されています［2003年11月号34頁 
参照］。
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同宣言は、「アスベストに関連した健康リスクを根

絶することは、欧州の経験を普及し、それを他の諸

国のニーズに適合させるということを意味している。

2003年欧州|アスベスト会議は、究極の目標は、アス

ベストの生産・使用の地球規模での禁止であるとい

う確信を表明」しています。

2003年9月12-13日は、草の根の国際会議として、

「カナダのアスベスト:国際的関心Jというタイトルを

掲げて、オタワの国会議事堂内においてカナダ・ア

スベスト会議が開催され、石綿対策全国連から2名

の代表(古谷事務局長と名取事務局次長)が参加

しました[2003年12月号参照。決議は2003年11月

号39頁に掲載]。

日本も含めて世界中で、禁止導入に反対して、「ク

リソタイル・アスベストの大使」としてふるまってきたカ

ナダ連邦政府のまさにおひざ元でこのような会議が

開催されるのは初めてのことであり、また、カナダ・

アスベスト産業の本拠地であるケベック州からを含

めた、各地のアスベスト被害者・家族がカナダにお

ける被害の実態を公に語ったのも初めてのこととい

うことでした。

連邦及び各地方政府に対してアスベスト擁護を

中止することを求める「決議」が採択されただけでな

く、この会議を契機にして、労働組合、市民団体等

による「アスベスト禁止カナダ(BAC)Jや「ケベ、ソク・

アスベスト被災者協会(AVAQ)Jが設立され、同時

に、カナダからアスベストが輸出されているインドや

ペル一等を含めた世界の草の根の動きとの連帯が

築かれたことは特筆すべきことでした。

2003年12月9-12日には、スイス・ジュネーブの

ILO本部において、労働衛生に関するILO/WHO

合同委員会(JCOH)の第13回会合が聞かれました

が、特別の注意を払うことを勧告する世界的な労働

安全衛生課題の筆頭として、アスベスト関連疾患を

珪肺の根絶に付け加えました[次号で紹介の予定]。

ILOで石綿条約の見直しが議論の姐上に乗る日も

近いと感じています。

しかしながらすべてが順風満帆というわけではな

く、逆流もみられています。

特定の有害な化学物質及び駆除剤についての

事前のかつ情報に基づく同意(PIC)の手続の適用

に関するロッテルダム条約の、政府間交渉委員会

の第10回会合が、2003年11月17-21日、ジュネー

ブで開催されました。ここですべてのアスベストがPIC

手続の適用対象化学物質とする最終決定がなされ

るかと見込まれていたのですが、カナダ、ロシア、ウ

クライナ、中国、ジンパブエ、インド、インドネシア、

南アフリカ、エジプト、モ口、ソコの反対によって、クリ

ソタイルに閲しての決定のみ先送りされてしまったの

です[2004年1・2月号58頁参照]。

インドでは、インドのアスベスト業界がカナダ等の

支援を受けるようなかたちで、アスベスト・セメント製

品の使用を維持・拡大することを目的とした国際会

議が、2003年11月10-11日にニューデ、リーで開催さ

れています。中央・地方政府要人への働きかけや

クリソタイル・アスベストは安全だと宣伝する一面広

告が全国紙に掲載されるなど、アスベスト産業によ

る巻き返しは強まっているということです [2004年1・

2月号珂参照]。 回

アスベスト対策情報No.33
近日発行予定11 石綿対策全国連絡会議

東京都江東区亀戸7-1Q-1Zビル5階全国安全センター気付
http://park3.wakwak.com戸banian/

石綿対策全国連絡会議第17回総会議案/労働安全衛生法施行令改正案に対する意見/
衆議院選挙にあたっての各政党に対する質問状と回答/

国土交通省、文部科学省、環境省、経済産業省、厚生労働省交渉の記録
「アスベスト除去に関する緊急アンケート」調査及び聞き取り調査結果、等々
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放射線被曝による多発性骨髄腫の労災申請 E 

長尾光明氏のアルファ核種
内部被ばくに関する意見書

2003.8.5 

小山英之
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(略称 美浜の会)代表

概説:著者の立場と意見書の趣旨

金土 圭全
市回 日間

長尾光明氏は、γ線外部被ばくによる集積線量70mSv

を受けた外に、福島第一原発2号機の原子炉建屋内での

作業において、 α線を出すフ。ルトニウムを吸入したことに

より、内部被ぱくを蒙ったと推察されます。その内部被ば

く線量は、原子炉建屋1階での1979年の作業だけで、約

77mSvに達し、全作業を通しては100mSvを十分超えて

いると推定されます。労災認定にあたっては、この内部被

ぱくを考慮することが不可欠であると考えます。

著者の立場

まず、大阪における一反原発団体の代表である私が、

なぜこのような意見書を提出するのか、提出できるのかと

いう私の立場について説明する必要があるでしょう。

昨年9月に当会はある「原発で働いて

いた人jから「福島第一原発で1980年頃 人レム

14000 
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ました。ただし、この後の資料は当人の事情を考慮してそ

のままでは公開せず、当人の了解を得た内容を当会の責

任で公表しています[資料2J。

奇しくも時をほぼ同じくして、大阪在住の長尾氏から当

会に直接連絡が入り、彼が福島第一原発でちょうど1980

年頃に働いており、多発性骨髄腫になったことを知りまし

た。そのため、昨年秋に当会メンバーが彼と会い、当時

の労働環境などについてくわしく聞きとりをしました。さら

にその後、彼が労災認定を申請したことを知りました。

下記のグラフが示すように、ちょうどこの 1980年頃は、

福島第一原発で労働者被ぱくが急増した時期です。上記

内部告発を受けて以来、当会は福島第一原発のα核種

放出問題について、東京電力(東電)に資料請求をし、原

子力安全・保安院とは昨年12月に13団体に呼びかけて

交渉し、その後資料を入手するなと、の活動を行ってきまし

た。これら福島第一原発の実態を示す具体的な資料は、

そのまま長尾氏の労働環境を明らかにすることにつなが

るものとなりました。

に、毒性の強いa核種が放出されていたj

という告発メールを受け取りました。その

後当方の要請に応じて、東電の1981年

12月作成資料「スタックからの放出放射

能の低減に閲する検討結果について(松

葉作戦)J [資料1J(以下、「松葉作戦」とし

て引用)がその人から郵送されてきました。

さらに当方の要請に応じて、 1978年第6

固定期検査(定検)時の1号機の内部汚

染状況を詳細に示す資料が郵送されてき 19701971 1972 1973 1974 197519761977 1978 197919801981 1982 198319841985 19861987 
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とのように、内部告発と長尾氏の労災認定は、当会の

活動において偶然に責なり合ったものですが、両者が
致してノl、すのは 1980イ|頃の楕片第 原 )6の劣見事Iょ放

射能汚染の実態です。との実態が長尾氏に多発性骨髄

腕をもたらした労働環境を形成していたわけです。斗会

はその具体的な内d併を畑り得た立場にあり、かつ長尾氏
との一つの接点にもいるととになっています。その当会の

代表というのが、この丘見書を提山する私の什場です。

福島第原発1号機のひどし αl核種汚染

前戸内部告発で明ら力になった東電の資料「松葉作車如

［資料lJには、 1981年斗時の恒島第一原発1号機・l且 f
炉建屋内が、 0・7十点種によってばかりでなく、 α核種(二t
にプルトニウム)によってまでも亡どく汚染されていたとと

がぶ細に数値デ タで示されています。さらに、もう一つ

の内部資料［資料2Jは、 1978イ|第6回定検時のさらに

段とひどい"校種を含む政射能汚染状況を数値データで
詳細に示しています。このα核種で汚染されていたとい

うこと向体が実に驚くべきことです。
通常、冷却水中には、ァ総を「ドIす欣射能 γ(核種)が

fTまれています。その代表は Co60や Mn54ですが、これ

らはウラユの核分裂でfとまれたtのではなく、ステンレス配
管などω村 Hに炉内から飛ぴ, ' t ' ,す巾性子が当たって生ず

るものです。これらはサビとなって配管などから冷却本中

に溶け出します。これとは引に、燃料内にはウランの怯
分裂によって生まれたさまさ、まな政射能(枝分裂生成物)

があり、これらは主に β線を山すβ核種です。例えば典

型例はSr 9日で7線は出しません。さらに燃料内のウラン
が巾世子を吸収・変化して生じとのがプルトニウL.などの

α核稀です。これらは元々ウランとしてウランの粘品構造

にしつカ句と組み込まれていたものなので、子手易に燃料外
に, ' t ' ,ることはありません。何か相当な事故で燃料温j立が

急激に高まり、同時に燃料被覆管(燃料棒の梢)が大きく

需［Iオたような場合にょう号ベ冷却水中に放出されるをので
す。それゆえに、冷却水中にα核種が含まれているなど

とは、一般には予恕もされていな均、ったのです。恒島第一

原 )'61片機が川主種で?"J染されてl,たなどとは、今回の
内部告発があるまで、 20年以卜にもわたって隠し通され

てきたことですロ 1号機の場合、 α核種は宅に 1978 年 12 

JJの第6回定検で允見さオた 6i4iの燃料破J:Ilで冷却ス中
に欣cド1されたキJのと思われますが［資料 9J 、その詳納は

いまだに公表されず、東電は頑なに公表を拒んでいますロ

冷却水中の放射能は定検時に原子炉建屋を汚染する

前記「松葉作戦」のグラフを見ると、"校種は明らかに
ど検時に訓気筒かう多く放出され ξとl'う傾向が見られ

ます。定検時には燃料交換のため、炉内切燃料がすべて

原子炉建屋5階の燃料プールに移されるのですが、その
とき、炉内かう5階までノjくが張られ、燃料はそ叩中を移送

されます。当然5階の壁画などには放射能を含む冷却水

が付者し、やがて作業が終わると乾燥し、人や物の骨Jき

に応じて壁由などカも空気中に舞い上がります。さらに、

格納平手掛内切他の階でも、配管や弁なと江補修作業時に

中に貯まっていた冷却 J7］<が吹き附してきます。作業対象

はビニールで厳重に覆コて作業することにはなコています
が、やはり事実として耐れ、廃材を詰めたドラム冊や人の

衣服や靴などについて格納容尽力ら外に運ばれてきます。

1階の放射能は地階へ通じる通路などから地階にまで降
りてLぜます。こうして、「松葉作戦」で見ると、放射能表面

密度(床などの両積 l c m 2当たりの政射能 8q) は、 5階で
高いのは当然としても、驚くべきことに、実はそれより地

階で最も高い怖を小しているのです。
また、これとは別配頃向として、タービン建昼では定検

作 l卜ρ3終 fして!且f炉が動き出すと有|気筒か主の放射能
放出が高まる傾I(IJが見られます［資料 6J 。これは逆転中

に配管内圧 Jが両まり、タービンのどとかから冷却水が
漏れるためでしょう。タービン建聞でなくても、冷却水を|ロ|

す各種のポンプ軸などカ沿も冷却水が漏れξと考えられ
ます。

長尾氏が作業した福島第一原発2号機でも

プルトニウム汚染

長尾氏は、福島第一原発、浜岡原発政び“ふげん"で

の労働によって、集積線量 70.00mSvを受けています D こ 

I' lはすべてフィルムパ yジによって測定された、 γ線によ

る外部被ばく冷却量です［資料3J 。とれ以外に長尾氏は、福
島抗 原発Z号機での労働の際に、 α核種(主にプルトニ

ウム)を吸入して内部被ばくを受けたと惟察されます。な
ぜなら、その 2号機の冷却水にα核種が含まれていたと

いう証拠が存有するかうです［資料510 1松葉作戦」の2頁

にも、 12月機は1号機に比べ炉水中のα濃度が約1附低
1'J と書かれ、 α核種の存在が確認さオ 1ています。この炉

本中濃度についてデータ公開を東電に要求しましたが、
保特されていないとして公開をJ巨否されてします。いずオ

にせよ、冷却水中にα核種がある以上、前記のような定

検中のプロセスで原 f炉建開jAJが必然的にα核積で汚染
されることになります。

l号機の燃料破損は当時O)j器科欠陥のせいだとされ

ていますが、 2号機の燃料も|πl様の欠陥をもってしました。

1月機で起こることが 2月般に起こらないはずがありませ
ん。公表資料で見る限り、恐らく 1977年 3月に明らかにさ

れた6休の燃料破損の際にα核種が放出されたと思わ
れますが［資料 10J 、束電はベベ土りその資料を公開するの

を頑なに羽 fんでいます。
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内部被ばくの評価のためには空気中

α核種濃度データが必要

長尾氏がと、れだ、けのα核種内部被ぱくを蒙ったかを評

価するためには、長尾氏が吸入した空気のα核種濃度

デ、ータが必要ですし、その濃度データさえあれば簡単に

評価できます。呼吸量は成人でどれだけという標準があ

るため、長尾氏が吸入したα核種量が計算できるからで

す。ところが東電は、2号機原子炉建屋内のα核種空気

中濃度について「当時測定はしていたが、そのデータは

保存期間を過ぎたので存在していない」と言い張っていま

す。

他方、 1号機については、ほぽ同じ時期の汚染データ

が内部告発によって明るみに出ました。そのとき東電は

記者の問い合わせに対してすぐに、「松葉作戦」は東電作

成の資料であると認めたのです。そして今度は、存在す

る資料は「松葉作戦」だけで、その他のデータは放棄して

しまったと言い訳していますが、こんなことが通用するで

しようか。情報公開について、厚生労働省の厳しい指導

が求められる点です。より正確な評価のためには、東電

や関連企業によるデータ公開が不可欠です。

また、α核種の放出を20年以上にもわたって隠し通し

てきた東電の責任はどうなるのでしょう。当時、同原発で働

いていた人たちは、この恐ろしい実態をまったく知らされ

ていませんでした。長尾氏もα核種などというものは、昨

年の新聞報道で初めて知ったと証言しています。この隠

蔽のために、と

内部被ばくを蒙つたか、非常に懸念されるところです。

それでも長尾氏の外部被ばく線量から、

α核種内部被ばく線量が推定できる

日干J心の空気中α核種濃度データが公開されない下で

は、内部被ぱくの評価はきオつめて困難ですが、しかし既存

の公表データをフル動員すれば、かろうじてα核種内部

被ばく線量の評価を行うことが可能になります。

まず、長尾氏の受けた外部被ばく線量そのものが、そ

この汚染状況を如実に反映している貴重なデータなのだ

という性格に注目します。もし、2号機の冷却水などが放

射能汚染していなければ、長尾氏の外部被ばくもなかっ

たはずだからです。悲しいかな、長尾氏の外部被ばく線

量を原発内汚染のバロメータとして最大限に活用せざる

を得ません。

そして、了被ばくする了線源には、容器や配管内冷却

水中および酉己管材中のCo60などもありますが(下図参照)、

長尾氏のγ線被ばく線量が主に床面に積もったγ核種

からのγ線で決まるような作業場所を選ひやます。そこでは、

了被ばく線量から逆に床面の了核種密度が推定できます。
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その床面汚染は冷却水の漏れによるものですから、そこ

にはα核種もほぼ一定の比率で存在するはずです。その

比率を1号機のデータを参考にし、 2号機では前記のよう

に1号機よりα核種がほぼ1桁低くなるように想定すれば

よいわけで、す。こうしてα核種密度が求まると、再び1号

機のデータを参考にして、空気中のα核種濃度を推定す

ることができます。これは床面に付着したα核種がどの程

度空気中に舞い上がるかとし乃程度によって決まるもの

で、 1号機と2号機では違いはないと考えられます。こうし

て、データ公開がないために、かなりの回り道をたどって

空気中α核種濃度にまでたと、り着くことができたわけです。

そうすると、この項の最初に述べたように、長尾氏のα核

種内部被ばく線量を計算することができます。

プルトニウム内部被ぱくの危険性

ここまでの説明では、プルトニウムの危険性を前提とし

てきました。プルトニウムは肺から骨に移行して沈着し、

外部被ぱくの場合の一時的照射と異なって、長年にわたっ

てα線を放出します[資料12J。α線とはヘリウムの原子

核でエネルギーが高いため、たとえ1個でもその飛跡に

沿った多くの電子を突き飛ばしながら走ります。それによっ

て多くの電子線(s線と同じ電子だが6線という)やX線

を2次的に産み出し、それらが骨髄細胞やその遺伝子を

傷つけます。それゆえ、内部被ばくは長尾氏の多発性骨

髄腫の有力な原因の一つになったと考えられます。

α核種内部被ぱくの蓋然性が労災認定で

ぜひとも考慮されるべき

この意見書の解析で用いる諸パラメータには不確かさ

があるものの、それはデータ公聞がなされないことに起

因しています。それゆえ、その不確さを理由にして、内部

被ぼくはなかったと結論づけることは許されないのではな

いでしょうか。むしろ逆に、その不確かさゆえに、諸パラメー

タに保守的な(安全側の)値を与えることが認められるべ

きです。この意味で、ここでの解析結果が蓋然性として重

視され、長尾氏の労災認定の際に、プルトニウムによる



内部被ぱくが、多発性骨髄腫の原因として必ず考慮され

るべきであると考えます。

本論

1.序論:内部被ばく評価の目的、方法、結果

長尾氏が受けた全被ばく線量は70.00mSvであり、こ

れはフィjレムバッジによって測定されたγ線による外部被

ばく線量である。そのうちの75%程度を福島第一原発2号

機で受けたと評価できる[資料3J。この被ばく線量の高さ

は、 2号機原子炉建屋がγ核種によって相当にひと、く汚

染されていたことを示している。

その2号機では当時、タービン建屋換気系でα核種が

検出されている[資料4J。この事実は、冷却水中にα核

種が含まれていたことを意味している。そうすると、定期検

査(定検)の過程で必然的に、原子炉建屋はα核種によっ

ても汚染されていたことになる。長尾氏はその原子炉建

屋で作業したのだから、α核種を吸入して内部被ぱくを受

けた可能性がある。その内部被ばく線量を試算・評価す

ることがこの意見書の目的である。

ところが2号機では、原子炉建屋の汚染を直接示すデー

タが公開されていない。そのため、内部被ぱくの評価は

推論に頼らざるを得ない面が多々あるので、その方法を

明示しておく必要がある。ここで根拠とするデータは、第

一に長尾氏の(γ線による)外部被ばく線量である[資料

3J。第二に、2号機タービン建屋換気系で、 1981年3月末

と6月初めに検出されたα核種濃度で、ある[資料 4，5J。

第三に、2号機タービン建屋換気系で検出されている0核
種濃度である[資料6J。この資料は、炉の停止が終了し

て動き出すと、2号機タービン建屋内に冷却水が漏れ出

すことを示している。第四に、同原発1号機の原子炉建屋

とタービ、ン建屋におけるα、β・γ核種による汚染を具体

的に示すさまざまなデータ(表面密度及び空気中濃度)で

ある[資料1，2，7，8J(注:表面密度は、床などの表面の

面積1cm2当たり何Bqかを示し、空気中濃度は、空気の

体積1cm3中に何Bqかを示す)。

これらデータの示す事実、原子炉建屋やタービン建屋

内にα核種が存在し、外部にまで放出されていたという

事実は、 20年間以上にもわたって隠されてきたが、最近

の内部告発によって初めて明らかにされた。 1号機のα汚

染は、恐らく第6固定検時の1978年12月に明らかになっ

た6体の燃料破損によるものと思われる[資料9J。一般に

α核種は燃料内から冷却水中に容易に放出されるような

もので出なく、相当な燃料事故の場合にしか放出されない。

そのため、破損燃料の写真などを公開するよう要求してい

るが、東電はこれを頑なに拒んでいる。この時期は、前記

グラフが示すように、福島第一原発で労働者被ぱくが急

激に増えた時期とまさに一致している。

もし、2号機の長尾氏の作業場所における空気中α核

種濃度データが公開されれば、それから内部被ばく線量

は直ちに計算できる。しかし、それが公開されていないた

め、ここでは長尾氏の外部被ばく線量に基礎を置くような、

複雑な回り道をたどる方法を採らざるを得ない。

この推論では、検出されているCo60のj農度[資料1Jを

参考に、 2号機と1号機の冷却水は0及び、了核種につい

ては同程度のj農度であったと想定する。しかし、α核種に

ついては、 1号機に比べて2号機はより低い冷却水濃度

であったと考え、その程度を公表データから推定する。次

に、表面密度と空気中濃度の関係は、 1号機での比率が

基本的に適用できるものとする。

最初に、 γ被ばく線量がγ表面密度にほぼ比例する

と判断できる作業場所を選定する。そうすると、長尾氏の

γ被ばく線量から出発し、以下のチャートに従って、 α内

部被ばく線量を推定することができる。これは直接的には、

その特定の作業場所、そこでの作業期間における内部被

ばく線量(実効線量)を意味している。

→E亘望号一明 α内部被ばく線量 |

このような推論の結果、福島第一原発2号機でのα内

部被ばく線量は、 1979年1 月 ~5月の原子炉建屋1階で

の作業に限定しても、約77mSvであると結論で、きる。作業

全体を通じては、 100mSvを十分超えてし渇と評価で、きる。

2.墓礎的な考察:2号機冷却水中のα濃度

ここでの評価に必要なのは、長尾氏が働いていた2号

機原子炉建屋のα汚染状態を示すデータである。ところ

が、2号機の汚染状態を直接示すデータは、 2号機タービ

ン建屋換気系排気筒 (2TS)のα及び、0核種濃度しかな

い。これらは2号機タービン建屋の汚染状態を反映してい

ると考えられる。肝心の2号機原子炉建屋からの排気中

濃度は独自には測定されていない。設置変更許可申請書

に基づく下図のように、 1号機の原子炉建屋及びタービン

建屋からの排気と一緒になって、 1・2号共用主排気筒(1・

2MS)から放出され、それらの混合した濃度が測定され

ている。

排気の流オl ， • 21ιs 
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R Sは放射能検出装置を表す

また、いままで応ところ、 2ry機原子炉日昼とタービン班

吊の表附併度やZR以上ド濃度を示すデータはL、っさい公
表されていない。

そのため、 l号機と 2ry機での冷却水中のα濃度の比

率を何らかのノ臼法で推定する必要がある。
ひとつの子内初旬は、前記「松葉作戦」の記述である。

その2頁に i2ry機はlry機に比べ炉中のα濃度が約l

桁低L、 」と書かれている。ただし、 「約1桁低い」と百っても

幅があるが、 2 T Sで測定されているα濃度を参考にして
考察すると、 0.2よりはんさいと推察できる(付録参照)。

したがって以下では、冷却水中 OJa濃度について2号
機!l弓機の比率二 0.2と、心¥とまず仮定する。

3 前提となる考察

(1) 長尼氏が受けたァ線による外部被ばく線量は相斗
に高い。この線量の高さは、ユ号機原子炉建屋内の当

該作業場所が、 J核種によって相当にひどく汚染され
ていたことを示している。

般に、作業場所でのァ線の線源としては、次の
3つのはJ能性が考えられる。

くD 川, llil (及び壁画)などに付右しているγ核積、
吾: 作掃や配給などの金属材料中の7椛種、及び原

子炉容器や配管内冷却水中のγ核種、
③雫気中のγ核積。

これらのうち、③空気中のr快種からの被ばく線呈

は、①床荷などからのものに比較すξ と、 般にせい

ぜい1/10l程度たと評f,lliできる。 他点、(忌パイプや容器
内均、ょうの程度は作業場所によコて大きく異なる。例えば
格納容器内の圧)J容屈のすくー側では、圧 )J容 22内冷
却ノ｝くからのγ線の寄与が同めて大きいロここでは、 l之
のような7線の寄与が問題にならないような作業場所を
とりHずる三とにしたい。

つまりここでは、上言c ［ f ;の版画に付着している7核

種からのγ線だけでほほ列卜部被ばく線量が決まるよう

な作業場所をとり上げる。そのγ核種はノL々冷却水に
～まれていたものだから|叶じ 1'+、由にはα核積も冷却

水内とほぼ阿比率で存在しているはずであり、 7情報

からα情報が推定できる三とになる。当然三の場台、 γ
被ばく線量は版画のγ核種表日出内今度にほほe比例する

ことになり、逆に、 γ被ばく線呈からy椛種の表面密度

を推定することができる。 2号機内の了校種友商密j止な
どのデタが公表されていない現状では、この｝jj去が

も二ともリアリティをもっと考えられる。

(2) 2号機の冷却水巾にα核種が存在していた。三のと

とは、前記のようl、こ2号機タピン建開換気系羽気筒

のデータ (2TS)によって裏付けられる［資料 5J。

他lン、斗時1号機がα核種によってこどく汚染されて
いたことは、 Ktij寄せられた内部情報のくわしいデー

タによってはじめて明らかになった。 l号機のα汚染は
当時の燃料の欠陥によるものとされているが、斗時の

2号機知燃料も1片機と同様の欠陥をもコていた。公表

資料に依存する限りでは、 2号機のα核種はおそらく
1977年3月に明ら力、になった6休の燃料破損によって

冷却水中に放出されたものと推察される［資料 10J。

般に、原子炉停止力も聞なしの冷却ス中に存在す
るα核稲の場合、 Bc 甲町で測られる放射能の強さとし

ては、キュリヮム 242(半減則 163円)が主な核種であ

り、とれがが:J90%程度を内めている。残りの約 10%を
フ。ルトニウム 23~ W7.7年)、 239 (24 ,110年)、 240

(6 ,564イnが山める。しかし、キユリウム 242は半減期|
が短く、 3年程度も経ると著しく減φするため、それ以
後では宅なα核積はフ。ルトニウムだと与えてよL、 。フル

トニヮム 238と239+240 の比率は約 7:3である。燃料

事故カ必あまり時間がたたないときは、キュリウム 242
も問題になるが、後で見るようにその人体への影響は

7'川、ニウよ、よりZ桁低l'ので、この評価では基本的に

無視する。
(3) 円II羽2または付録の結論 (7)より、 β・γ核種に対す

るα椛種の存在比率は、ユ号機では1片t患の約 1/5であ

ると仮定する。ただし、表而密度と空気中濃度の関係

は、 1号機と2号機で基本的に|叶じであると仮λとする。
この仮定に立っと、 1号機のデータを用いて7校種表

雨密j児かEα 校種表商密度が推定できる。次に、その
α核種表曲作i度y ) ¥Ga核積雫気中濃度が推λAにできる。

そのα怯種J士気中濃度から、通産省告小第 131片第

11条第4頃により、 α校種による内部被ばく総量が計
簡できる。

(4)これらの言|算には、正る場所における長尾氏の作業

時閣がー此、は関係する(内部被ばく総量を計算するだ
けなら、実は作業時間には閣係しないことが後で分か

る) .1円当たりの作業(人域)時間や、休円など江ことは

長尾氏に聞いて停かめている。長尾氏は日曜日と休日

は休みで、半Hと-u再Hは働いていた。 )京f炉建町内
の作業場所に人ξのは、 1円に約1時間であコた。日r JJ
休みは12月30日からl月5日までで、盆休みは不定期

だった。

4 計算の手順

h記 の考察に従って、ほとんど床前のァ校種だけが問
題になるような作業場所の場合を想どし、 J十簡の下町民と係

数などについて考察する。長尾氏が受けた外部被はく線
量Dは、 7線源に凡、じてほ己の3種頻に分類できるが、空
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気中ァからの市守は無視できるため、被ばくi出量D二0 1 +
D2となるロただし、D1はば由7核種による被ばく線量、
D2は作掃やパイ7'内7快種による被ばく線量であるが、

とのうち以トの定式に当てはまるのは。 1に限られる。

第1ステッブ被ばく線量D 1とγ核種表面密度の関係

被ばくをもたらすγ怯種床面的染範囲の有効半径をR
(m) 、線量百十の尿両からの高さをH(m)とする(H~lm

以上)。いま、ァ核種s(MI3 q)があるとき、そこから距離r

( m )の地点での実効線量不(1時間当たりの実効線量)

はf ' s/r2(μSv)で匂えられる。と三にf ' C . u S v ' m 2 / MBw 
h)は実効線量率を与える定数で、核積によって数値が異
なる。

との性質を用いξ亡、床同の右効半径 R(m)の範閣に

表面干何度σ(I3q/m') でァ核稲がJj ;がっているとき、その

中心の市さH ( m )における、 T時間での実効線量は次式
で決まる。

実効線邑 D1 (mSv) 二T・7τ［"ln(l+(R/H)')・

10'σ(Bq/m')

とれより逆に表商密j児σを求めれば次式となる (π は
円周率)。

ァ表前密度 σ (Bq/m')~(C1/T) ・01 (mSv)

Cl= 10 9/ {π f '.11 1(l +( R/H) ')・} SI

とれより逆に表商密j児σを求めれば次式となる (π は

円周率)。
ただし、 In(l+(R庄日')は同然対数を表し、 R/Hのさ

まざまな値に対して以下の値をとる。

R庁f

In(1+(R/H)2)

第2ステップァ核種表面密度とα核種

表面密度との関係

lせ機に関する前日「松業日戦」に記載されてし渇原子
炉建問各階。コ代表点での測定ヂータを~ð(ると、以向>

ようになる。 ［下表］

これより、 1,手機でのα密度と7密J主の比は(O.304~
1.4 6)・10-20)範叫にまるが、長尾氏が働いていた1階や

地階の場合l 'は、 (0.81 ~0.93) ・ 10'の範阿に;l';る。 2弓

機では前;23(3) の考察より、こ江宣の 1/5程度なので、
以ドでは1 . 7・10"を採用する。すなわち2号機では、

α長面密度(Bq/m')~C1・σ (Bq/m')ヲ

C1 ~ 1.7・ 10-3 ・S2

第3ステップ α核種表面密度とα核種

空気中濃度との関係

叶主種表面密度とα岐種空気中濃度との関係はデー
タ的にまだ十分明らかになって 1¥るとは芹えない。定期検

査時には、まず5階の床や監が放射能で汚染され、それ

が乾燥して空気中に遊離すξことによって空気中濃度が
生じる。この関係を定式化すると、

空気中濃度いCi /c m3)二遊離係数 (1/cm)X表面密

度ωCi/cm')

となり、遊離の程度は遊離係紋によってりえられる。;l';る

内部資料では、 1号機の第6同五検時の原子炉建吊5階
データに基づいて、遊離係数は10r.~ 1O-' (1Icm) と評価
されている［資料 2J。

1階や地階。>場台、濃度と精度の関係は同じように遊

離によって 1'じたかどうかは明らかでない。例えば、一五荒

気配管の枝管など7うめ冷却水が水蒸気となって吹き出し、

雫気中を襟いながら地階に到達して!木同に降りれぐこと

もあり得る。このような馬台は、遊離ではなく沈着になり、

「遊離係紋」はかなり高めの値をとるのではなし功辻考
えられる. 1階の場台は、格納容器内て漏付lてL史冷却水

I . l密度の単位は!!Ci/ c m2; R/B 原子炉建屋、 BF 地階、 T/B タービシ建屋

測定点 全α密度 全日密度 全γ密度 α密度1IJ密度 α密度 /γ 密度

R/13 5F (~) 131・IO-() 1. 03・10-'1 2.69・10 ↑ー 1. 27・10三 0.4 87・w- 2
4F (! (j; 4.04・10刀 4.4 5'10' 1.3 3・10' 11. 9(づ 10-' 0.3 04・10'

3F頃 5.9 1・10プ 9.74' 10も 4.04・10弓 6.07 '10' 1.%・ 10'

2F③ 1. 62.1σ7 1ア9・10' 4.2 1・1什5 20.90.5・w- 20385 ・w-

1"④ 立但・l什7 1.4・月10' 2.17・m5 1.3 9・m2 0.931・m2

日F(l) 1り7・W() 1.3 8・10-- 1 2.4 2・1[ ↑一 1. 43・10三 OB14・10-2

T/B 、4 検出限舛以下 6B8'1Oも 9.10・lU-{- く1.3 7'10' く1.04・10'
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が靴や防護服やドラム缶などに付着して運ばれてきたこ

とによる汚染が考えられる。長尾氏も含めて当時原発内

で働いていた人に話を聞くと、 1階が放射能で汚染されて

いるなどとは夢にも思っていなかったことが分かる。 1階は

きれいなはずだと強く主張する。しかし事実は、「松葉作

戦jなどが示すように、 1階は相当にひどく汚染されていた

のである。 1階や2階のデータを見る限り、そこでも上記5

階の遊離係数とほぼ同程度の値をとっているようである。

そこで以下では、前記5階値の幅の中間値を採用して、

遊離係数=5・w-7(1Jcm) =5・10-5(1/m)とする。これは

w-' (l/cm)を採用するよりもα内部被ぱくを低くするよう

な控え目の評価になる。

α空気中濃度(Bq/m3)=C3・α表面密度(Bq/m2
); 

C3=5・10-5(l/m)・・.S3 

第4ステップ:α空気中濃度からα内部

被ばく線量を導くこと

ある濃度の空気を呼吸したとき、どれだけの内部被ぱ

くが生じるかという問題への答えは、通産省告示第131号

「実用発電用原子炉の設置、運転等に閲する規則の規定

に基づ、く線量当量限度を定める告示j第11条第4項に規

定されている。そこでは、ある量(Bq)の核種を吸入する

と内部被ばく線量が(年)限度50mSvに達するという、そ

のような(年)摂取限度(Bq)を表で与えている。実際にあ

る量を吸入した場合の線量は、比例関係で求めるので、

次の式が成り立つ。

Dα(mSv) = (50 (mSv) /摂取限度(Bq))X吸入量

(Bq)=換算係数×吸入量(Bq); (換算係数二

50 (mSv)/摂取限度(Bq)) 

実際に問題になるプルトニウムの摂取限度と最大の場

合(酸化物以外で骨表面の場合)の換算係数を表で示す

[下表J(キュリウム242は、年摂取限度が1X 104Bqで

換算係数がプルトニウムより2桁低いため、ここでは無視

する)。

α核種をフ。ルトニウムとし、プルトニウム内での割合を

Pu238=71%、Pu239+240=29%として、換算係数の

平均値を求めると、

プルトニウムの換算係数=0.202

次にどれだけ吸入するかには、呼吸率=呼吸量/時間

と作業時間T(h)が関係する。

-呼吸率:I発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目

標値に対する評価指針jでは、大人の1日の呼吸量

を23m3としているので'.1時間当たりでは、 0.958m3/

。
1
 

1
 従って、 α内部被ばく線量 :Dα(mSv)=0.202X

(0.958・T)Xαi農度 (Bq/m勺となる。つまり、

α内部被ばく線量・Dα(mSv)=T'C4・αi農度

(Bq/m3); C4=0.1935'" S4 

女結局、以上の諸関係Sl~S4を集約すると、 α内部被

ばく線量とγ被ばく線量D1との関係

α内部被ばく線量:Dα=C4・C3・C2・C1・D1

が得られ、係数に数値を代入すると次式となる。作業時

間Tは打ち消しあって最後の関係には効いてこない。

α内部被ばく線量:Dα(mSv)=C'D1(mSv); 

C=5.25/{['・ln(1十 (R/H)2)・..SF 

5.評価対象とする長尾氏の作業場所及び

そこでのα内部被ばく線量

上で述べた条件を満たしている長尾氏の作業場所の

候補として、3つの場合が考えられる。第1は、2号機原子

炉建屋 1 階における新規の配管敷設工事 (1979年 1~

5月)である。これは格納容器外で新規の配管工事である

ため、原子炉や配管内のγ核種による被ばくは非常に考

えにくい。

福島1-2原子炉建屋1階

半減期 酸化物(Bq) 酸化物以外(Bq) 最大の換算係数

Pu238 87.7y 650 470 
260(骨表面) 0.192 

Pu239 24，0ωv 610 420 
590(骨表面) 220 (骨表面) 0.227 

Pu240 6，564y 610 420 
590(骨表面) 220 (骨表面) 0.227 

38 安全センタ情報2004年3月号



第2は、司地階のサフCレ、ノション・チヱンパート付近に

おけるMSSR弁解体作業 (1981年11月 ～1982年 1月)

である。ただしこのときは、長尾氏の放射線符理手帳に

は書かれていないものの、格納容器内でのモノレール新

設L事にも一端たずさわったようなので、その分を割りづ|

いて考えなければならない。第3は、同1階に字う;ItるRHR
配管追加一仁事 (1977年 10月 ～1978年l 月)である。とれ

も泊1と同様に格納容器外で、新規の配管上事である。と

ころが、 2階カ吟J白階まで配符を通す途中にl階の循環ポ

ンプ機器室があり、この巾を通している。ととは格納容器

外ではあるものの、配管内からの7線がかなり多かった

のではなL功、と考えられるため、その分を割り引かねば

ならない。

結局以下ではヰモに治1の場合について告祭する。

。作業場所と作業内容福島第一原発2号機、原子炉建

開l階の格納容器外。西の壁面にi丘い場所力、ら格納

符骨量南側ゆ天井哀を通して東側の循環ポンプ械器室ま

で新しく配管を2本通す作業。

長尾氏は天井畏にも上がったが現場監督なので1階

の床面をしばLA,f歩いている。問題の循環ポン7機禅

室にはほとんど入らなかったというととだo

く>作業期間 1979年1～3月に rScc対策L事」として

140の配符をi亜し、同イ 14~5)J に rIHSI工事」としても

うl本配管を通してL渇［資料 3J。

く>被ばく線量この間のγ被ばく線量は 15.8l加 Svで、こ

れは前記のD1にほぼ佃当すると考えられる［資料3J 。

。 c校種2号機は、 1977年1月5日かろ1978年4月5 

Hまで1年3か月にわたって泊 21ロ|定検が行われてい

る。この途中の 1977イ1 3 )Jに、 6体正燃料集合体に燃

料破損のあるととが発見されている。 α核種はとの定

検出!の運転中 (1976年)に放出されたと者えられる［資

料 10J 。それから長尾氏のこの作業開始までに2イ|以

hが経過している。そオだけみ命の短いキュリウム  242

は相斗に減少していたと者え己れる。

女第lステソフ。の式にまJけるr値

前記「松葉作戦JIこよれは号、 1号機原子炉建尾台陪で、

トタル<庁l密度が最も高い lO-4!LCi!cm2のオーダー

である場台及びl階を拾いだすと以下の点［下表］のよ

うになる。

これを見ると、 γ核種の宅要なものはC o 6りである。
また Co60のl 怖～0.305 に対して M1l54のl 前二 

0.111と低い(例えば、飯田博美編「欣射線用時拝典」
i車両院業研究社、 pp.749~750) 。これE を者慮して、

γ校種のl、情~0.30 ととる。

*第1ステ、ソプの式における R/Hの詳(rlli

原子炉建屋1階の格納容探南側の壁との聞の領域

は約 1 0 mでまる。壁際には iljlJ御長置機訟なども置カ寸れ

ているためさらに狭いD これらを考慮して R/H二6ととれ

ば|分だと考えらIIる( Hは床面からフィルムパ、ノジま

での距離で、ほぽ1m程度) 。

*作業時間長尼氏によれば、入城作業時間はH Iに約

1時間でiY;る。そのうちどれだけの時間を床面に近いと

とろで過ごしたかが一応は問題になるが、実際には前

記最後にまとめたS F式かう分かるように、内部被ばく

評価は時間に依存しない。

α核種内部被ばく線量
r~O.3 、 R/H=正の場合、前記 SF 式の係数 Cは C=4.85

となる。従コて、 SF式より

α内部被はく線量 Dα(mSv) =4.85・D 1 (mSv)

なる関係が得られる。

いまの刊業の場台、 D1=15.80mSvなので、

α内部被はく線量 Dα=76.63mSv

となる。こσ〕作業だけで、長尾氏の外部集積線量 70rnSv

を上凶る。

［補論地階での作業］

。作業内存・形態 r M S S R弁補修工事」ー取り外された

rMSSR弁」内 11物σ消平体、ドラム ;Ii詰め。

長尾氏。 )放射線管坤子市即二は rMSSR弁補修l事」

と古かれている内入ここでいう rMSSR弁」がやげを, Q味し

ているのか判然としない。長尾氏もただその名前で聞

L、ただけだとL行。どこからかパイフ。が来ていてサフレソ

ション・チェンノXーの上部でr M S S R弁」に結合し、その

1者碍 半減期 5階⑤ 4階却 l階。必 地階をl

1¥111-54 31 2.5 d 2則・ 10'(0股" ) 6.33・1Il寸 (0川 5%) BAC以下 1. 75・1Il、 (7.2%)

Co-60 5Z1v 2.40・1O'(R9.2%) 1.1 2・10ベ (84 .2%) 2.17・10.' (1 00%) 2.2 4'10' (92.6%)

ド'e-59 4450d 1.03田 10-5 (7.7%)

kηa1 2.69・10 -4 1. 33・!u' 2.1 7・10弓 2.4 2'1が
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弁はサブレノション・チヱンパー内へと繋がっているよう

だったという。その町出は格納容器の外になる。

通常は r M S S R弁」とは、東京電力広報に問い合わ 

せた結果、 mam 沿team印刷、 relief valveすなわち、

「宅蒸気安全逃し弁」のニとで、格納容器内で宅蒸気管
に取り付けら才応用力(荒気)逃しす「で去る。京電作成

コ。 2号機のド1(前では、その主蒸気逃し弁かろサ 7'レ、ノ

ション・子工ンパ に導く配管がil"るが、それは最後ま

で格納作出内を通コてL誌ので、ここの rMSSR弁」と閣
係しているとは思えない。他の "1能性としては、事故時
にサフUレッション・チ工ンJ¥ート人Iのイくを炉心やJ上力容器

にスプレーするた詑の配下iなどがあるが、それでは名
前が台わない。もう つは、主蒸気管から事故時に使

うタ ビンに導いた蒸気を最後にサプレソション・チェン

パー内に導くための告があるが、それも安全逃し弁と
はほど遠い。結局いまのととろ、この rMSSR弁」が何

ものなの均\東品電力に問い合わせてもn~らかでな t0'
その弁の外砕を外し、介障などの内作物を取り外す 

作業及びそれを両東闘のニ角コーナーに運ぶ作業は

他の作業グルプが行ったn 長尾氏のゲル 71立、そ

れをガス切断・解体してドラム需に前足る作業を行った
という。ただし、長尾氏は現場転管として、作業の様子
を見るためにサフU レッション・チヱンパ のよに正るグ

レーチンゲ上を取り外し上場所まで行ったり来たりしたが、
解体作業白体は行わなかったという。

ここは、配管内や容器内れ3のγ線が直接飛んでく

るとは到底考えら才げよい上場所である。もしここの作業
(19 81 年 11~12 月)に前記 l 階と同保の計算を適用 

し、 Dl=13.9mSvとすξと、この作業だけで受けるα内

部被ぱく線呈は、約 67mSvとなる。
ただしとω評価には阿保条件がある。第一に、との

期間中に長尼氏は他の場所での作業に従事しなかコ
たと仮定している。ところが実際には、放射線科理手帳

には書かれていないが、三のときにはまだ格納容:5g内
江モノレール新設」一事が終わっていなかったため、幾
分かはそちらの作業にも顔を出していた。第 に、得

たいω知れない M S S R弁から了線が州ていなかった 
と｛反主としているがこオ［の真偽は不明の主主である。いま

のところこれらの点についてどの程度割り引いて考え

るべきかははっきりしない。
いずれにせよ、ここで取り上げた 2つの作業だけで

ほぼ 100mSv 程度はα内部被はやくした可能性がある

と推定できる。

6,結論と議論及び補足的考察

ここでは解析的収仰を明確にするために、主に 1979
年 l 月 ～5 月の原子炉建屋 l 階に才J灯る作業を取り,'1",し

て、 α核種内部被ばく総量を評価した。その結果、そσ〕作

業時だけで約 7 7 m S v江α核稲内部被ぱくを受けたと評

価される。これだけで全 y被ばく線呈である 70mSvを越
えているが、他の場所での作業を含めると、 100mSvを十

分超えていると粘両面される。以下、この粘副首について若干

の補足的考察を行う。

( 1 )長尾氏が、とU時期工の l階の場所で 15.8001Svと 
いう高LすげE被ばく線量を受けたこと、これは動かしが

たい事実である。それだけ、 2月般原子炉建屋の 1階

が晶肢にγ核種で汚染されていたととを意味している。
1号機の実態に照らすと、この場所はことく汚染され

ていたに違いない。事実、ある内部資料［資料 2Jによ

ると、 l号機の l階ん物搬入口(機器搬入口)前では、

1978年の出61ロ|返検当時、 α核種空気中濃度は高い

ところで許作濃度の 350 倍にも達していた。
ん物搬入口には機材を積んだトラ、ノケが到着し、機

材が下ろされξとともに、格納容器内でドラム缶に詰め

られた廃材がここに運はやれてくる。いカ叫三厳重にビニー

ルで包装するよう心がけられていたとしても、やはり事

実として、格納容器内から運ばれてきたドラム缶や労働

者の靴や防護服などによって、放射能が運ばれていた
のである。長尾氏の γ被ばく総量の閣さは、たとえα枚

組の存有比率が1号機より 1桁低かったとしても、十分
なα内部被ぱくを載るほどに、 2月機が|分な川染状態

にあった三とを示している。

他 lン、長尾氏はこの場所でマスクをしていなかったと

証言している。原子炉建屋の 1階は、放射能川染され
ているとは市も思っていなかったようである。長尾氏自
身、この場所を「銀I ' I '通り」と例えていたが、それは人が

多いという:吉l床ではなく、空気がきれいな場所という蛍

昧だそうだ。事実、原子炉建屋 l階では、格納容宮内に

入る作業の場合には、 L+ 、由に赤いビニルシ 卜が張
らオ Lr赤バリア」とIlfばれていた。格納作器内に人る労

働者はそとでマスケをし、仕事が終わればそとでマスク
や靴や防護服を脱いで下着 1枚になっていた。そのと

きは完主に無防備になるのだが、そのj無防備さについ

て聞くと、長尾氏は l階には政射能があるはずはない
と頭から思っていたそうである。このことは、日Ijの労働

者に聞いても阿じ惇えであり、そんなところに放射能は

ないと強く主張した。まして、そとにα核種がいるなどと
いうことは、これまで聞いたこともな 7］'ったそうで主る。

したがって、どの作業であっても、少なくとも、「赤パリア」
の上で|、着 l 枚になった 5~10 分間では必ずα汚染さ

れた雫気を吸い込んで内市被ぱくを受けている。 HI の
作業時聞が約1時間程度であることを考慮すξと、この

時閣はけっして無視できるものではない。そしてとの l階
の格納容器外広下業の場合には、赤バリア上と|叶じ感
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覚が支配してマスクなどは者けていなかったのである。

これに対して東電は、労働者はマスクを着けていた
はずだとIIう。なぜなら、「放射線作業持可書」の「マス

ク者用」という項Hにチ工、ソクが入っているからだとい

う。ところが長尾氏は、モの「放射線作業許可書」という
ものがaるのは畑コており、本来なら作業場所に掲げ

ておくべきものだと思うが、実際にはそのような場商を
見たことがないというD 建前だけで実際の姿を確認す

ることなど到版できξことではなく、事実が重視されるべ

きである。
次に、地階での作業でもl階と同様である。「松葉

作戦」によれば、 l月機では地階の三角コナーが意

外なことに、 5階と比べてさえ長宅>α校種表商密度が高
かったnここの汚染は、恐らく1階の大物搬入 11の汚染

が地階にまで到達するためと推察される。プルトニウム
は具いため、次第に地階にまで沈み込むのであろう。
長尾氏は地階江作業でもマスクを着けていた覚えカマょ

いといそことで、佃当な内部被ばくを受けたものと推察
される。

(2)もう つ別に、長尼氏がα内部被ぱくを受けた可能

性のある場所がある。それは、「松の廊下」とl呼ばれて
いる、 l号機原子炉建屋の外だがそこへの入り口のあ
る脚下で去る。この奥に長尾氏の属する｛J川島プラン

ト建設関係の監督詰め所があったため用具などが必
要なときはそとに立ち奇っていたo

ところがちょうどその辺りi、二1号機のタービン建聞か
らi..tlた放射能がただよっていた可能性が高い。この

ととは、森江i日著U ) r原子炉被曝日戸」の7 6貝に書か
れている［資料11101号機冷却水中にはα核種が高レ

ベルで存在していたのだ均、らそれを吹い込んだ可能
性がある。

(3)プルトニウムは肺から骨に移行し、 1 0年程度経過し
でも骨表面から減らない。このことは

例えば、松岡叫著「プルトニウムの安全性評価J76貞

図8.3に如実に示されている［資料12J 。つまり、ァ線に
よる外部被ぱくでは、放射線照射はそ正瞬間だけであ

るが、プルトニウムによる内部被ばくの場台は、肺やfT
に沈着したプ)"卜ニウムから長年にわたってα線の照
射を受ける。 α線以射ではその飛跡に沿って多くの電

子がはじさJI!ばされてβi忠のように働き (6線という) 、 
X線も大量にと円比されてこれら2次の放射線が細胞と

その遺伝子を傷つける。

また、ついでに, i えば、 α核種の I背す T~出はエネル 

ギーが低いた1;)1、二α核種を吸入しでも、ホ-)"ボディ

カウンタなどで身体の外から検出することはできない。
原子力安全保安院ちとの性格は認めており、 β核種
による内部被ぱくがあり、かつα核積を吸い込む環境

に肘たと認めEれる場台だけ、尿検査などのバイオア、ノ
セイを用いてα核積の内部被ばくについて調べること

になコているという。ところが、実際にはそのような調査

は行われていない［資料13質問9④、③に対する原子

力安全・保安院の|ロ|答］ 。それと:ころ7 J ¥これまでずっと、

α椛種は燃料内からけっして出ていないことにされて

きたのであるか工バイオア、ノセイを適用するような環出

そのものが存布するはずがなかったので£る。政肘の

被ばく統言|の線呈はすべてγ線による外部被ばく線呈
だけになっている。
結局、長尼氏の場合、これまであ仁川号ないことにされて

きた川主種による内部被ぱくが、多発性骨髄腫の大きな
原凶の一つになっていると推認されるのである。

付録福島第一原発1号機と2号機の冷却水中

α濃度の差違に関する考察

ここでは、 l月械と2片憾における冷却水中のα濃度

の比率について推定する。Jr(本的な仮定として、排気筒

での核種濃度は建時内の汚染の度合L刈表 llil' !fi度)にII 
伊lし、そのi')染度合いは、冷却水中椛種濃度×漏れた冷

却水量に比例すると考える。また、 l号機の汚染状態及び
1・2Mと2 T Sでの濃度については、「松葉作戦」や、原f
力安全・保安院から入手した京電の「排気筒全αおよび

全日政射能政fH管叫報告J［その一部が資料4Jなどで匂
えられている。

(1)冷却水中のβ・7快種濃度は、 1片と2月で同程度だ

と仮定する。
これは「松葉作戦」に付記されてL治仁0 6 0 U瑚気筒

での濃度が1～3 月で同程度の怖をボしていると読み

とれるから。また「松葉作戦」の本文巾でもそのことを示
唆する内容が7頁に書かれている。

(2) 1号機の原子炉建屋とタービン建屋でのβ . (怯種の

汚染比率(表商密度比)。
「松葉作戦」より原正炉建聞で表面断度江高い5階と

J由階の密度を採用しそれ巳とタ ビン建屋での密度
との比をとると、 (34~6 7) .10-2となる。

(3) 1号機原f炉建時とZ号機タービン建聞での日核種

の比率
1 ・ 2MS でのβ濃l 立を見ξ と 1980~1981 年にかけ 

て最高値は約2. 1O-12!LCi/cぱ程度であるが、これは
主に1月機の原子炉建屋カめ来ていると考えられる［資

料8J 。他方、 2 T Sでのβ浪Jいコ段高値は1981年で約

3・l O -13!LCi/口n'であり、これはZ号機のタービン建時

から来ているはず［資料6J 。この比をとると0.15となコ
て、卜記の1 号機内北半のおよそ 2.2~4 .4市である。

1号機タービン建時よ閃れだけ倍多くの冷却制"く2

安全センタ情報2004年3月号 41



長尾光明氏の業務上疾病(多発性骨髄腫)に関する意見書
号機タービン建屋では漏れていたと推定できる。

(4)1号機の原子炉建屋とタービン建屋でのひ核種の比
率

「松葉作戦」2頁の記述によれば、1号機から外への 
a核種の放出度合いは、原子炉建屋92%に対してター 
ビン建屋6%と評価されている。つまり比率にすれば、 
6/92=0.065である。この比率は、別の情報から得られ 
るより直接的なa表面密度の測定値の示す比率と同程 
度であることが確認できる。

⑸1号機原子炉建屋と2号機タービン建屋でのa比率 
2号機固有の〇:核種データを示すものとしては、い 

まのところ、2号機タービン換気系排気筒(2TS)のデー 
夕だけしかない。1981年3月末と6月初めに排気筒で、 
a濃度約2-10-15/tCi/cm3が測定されている。その他 
の時期にも〇!核種が存在していたに違いないが、東電 
がCE濃度の測定下限をわざと引き上げて隠してしまつ 
たので見えていない［資料4, 5］。
他方、この少し前、1号機の第7回定検中において、

1号と2号の共用主排気筒(1-2MS)では、〇:の最高濃 
度で3 •10-14/zCi/cm3が測定されている［資料7］。この 
放出a核種は、1号機の定検中であることから、1号機 
の原子炉建屋で放出されたものだと推察できる。
そこで、この2つの値の比をとってみると、2.10-15/3. 
10'1+=0.067 となる。

⑹1号機タービン建屋と2号機タービン建屋でのa汚染
度比較
上記(4)と(5)の2つの比率がほぼ等しいことより、 

1号と2号でタービン建屋でのa汚染は同程度だと結論
できる。

(7)1号と2号の冷却水中a濃度の比
上記(6)よりタービン建屋でのCE汚染は1号と2号で 

同程度であり、他方(3)より、冷却水の漏れの程度は
2号機の方が2.2 ～ 4.4倍高い。ということは、2号機の
冷却水中のa濃度が1/2.2〜1/4.4倍だけ低いという
ことになる。この比を控え目にとれば1/5=0.2と 
なる。 圖

すでに新聞報道等もされているように、長尾光明さんの労災申請は、冨岡労働基準監督署より
1月13日付けで業務上災害と認定されました。詳しい御報告は、次号でさせていただく予定です。

労災保険民営化に対する各界の意見
資料參+総合規制改革会議議事概要の関係部分

労災保険の民営化について
平成15年12月4日

社労連第302号(厚生労働大臣宛て)
全国社会保険労務士会連合会会長大槻哲也

謹啓時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 
平素は、当会の事業運営について格別のご高配を賜 

り厚く御礼申し上げます。
さて、労働者災害補償保険の民営化につきましては、 

現在、総合規制改革会議(議長•宮内義彦オリックス会長) 
において検討が行われておりますが、当会としては、去る 
12月3日に開催いたしました第125回理事会において全 
員一致で、反対することが決議されました。

つきましては、別紙のとおり意見書を提出いたします 
ので、ご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

［別紙］
現在、総合規制改革会議で検討されている労働者災害 

補償保険(以下「労災保険」という。)の民営化について、 
以下の理由により、絶対に容認できない。全国社会保険 
労務士会連合会は、会員27,000人の総意をもって反対 
する。
労災保険は、労働者の業務上等の災害に対する保険 

給付のみに止まらず、被災労働者の社会復帰及びその 
遺族の援護等をも救済するという制度となっていて、雇用 
保険、健康保険、厚生年金保険などと^もに、憲法の要請 
である社会保障制度のひとつであり、国民のセーフティネッ 
卜として国が責任を持って行うべきものである。
我々は社会保険労務士業務の一環として被災労働者 

に代わって労災保険給付の申請等を行づているが、労災 
保険が民営化されれば、現在、行政機関により全国一律 
に行われている過労死や職業病の認定等複雑な保険給 
付の基準がいままでと同様に実行されるという保証がな
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く公平な取り扱いがなされない恐れがあり、|川氏が安心
できる制度になるとは到底思われない。

また、労災保険の給付に関連して、安主衛止行政、監

官行政が一体となった労働者保設が|刈らオ lるべきであり、
労災保険の民営化により、行政の連携も不可能になる。

労災保険の民営化は、経済原則のみに重点を置いて

いて、労災保険本米の判的であと被災労働者等の保護と
いう観点が抜け落ちている。しカも、労災 i~、険の民営化に

は、事務的経費の増加も考えられ、経済原則の点からも

玩同である。
民間でできるものは民間へ、また官業が民業を!上迫し

ているをのは民業へという規制改輩、構造改草の理念は、

あくまでも|川氏の福祉の向卜をい1(るため U苅のであり、労
災保険の民営化は、本末転倒の市であると言わさき町内
るを得ない。 以よ量

労災保険の民営化に反対する忘ふ見書

2003年 12月 10日(総合別制改正会議宛て)

日本労働弁護団 会長百担邦雄

当弁護団は、労働者・労働組台の柁利|擁護のために

活動すべく、 1957年に結成された弁護上の職能集凶で
ある。

買会議では本年 12月に子定される長終端告において
労災保険の民営化を検討実施課題としてf. j!起する｝J向
でξaと報じられているが、この問題は労働災害にかか

わる労働者¢権利保障を揺るがす極めて卓大な問題であ
る。

当弁護同は、労災保険の民吉化には附園、反対する

宅>のであり、以卜、叫由を述べるので、長終報告の論議に
あたり、十分に検討されるよう、強くFj1入れる。

1 労災保検制度の趣旨

労災保険制度は、被災労働者に対し「辿速かつ公正な 

保護をするため」に、主事業全の共|寸責f主として;立証され
た制度であり、確d支な保護を受けうるよう強制保険として、

事業主による加入手続や保険料納付の右無に拘らず、保

険給付が行われる制度で庇る(制度設J十時には、民営保

険と園営保険の択 制度と正意見tあて>たが否定さオた) 。 
そのJr(本県念は生存柁(憲法 25条)の公正な補償にあり、 

憲法27 条及び労働基準法、労災保険法によって具休化 

されている。こ江補償を「迅速か士公子」にf刊行るのは国
家であって、平rJ拡を追求する民間常利企業ではなL、民間

企業にこれを委ねた場合、以下指摘するような責大な抑

宮が1二じることは明らかである。

2 民間保険による弊害

(1)保険契約の締結
民間企業が利誌を前提とする以|、保険料は匝菜、職

種、さらには事業場f正に灰々になる。現行労災保険より

負担が低くなる産業企業は民閣保険会社と契約するで
正ろうが、これが品くなる佐業・企業は契約しないことがち

えられ、さらには保険会什沖も契約をle否される企業まで

出てこよう。即ち、 i間々入社した企業によって労災保険iljlJ
度が庇るかないかが分かれ、保険給付を受けうる労働青
と受け得ない労働者が存在すξ こととなる。 1'存権に基

っき全労働者を対象とすべき補償制民は崩壊する。

(2)保障室料の徴収

現行労災保険制度では、事業主が保険料納付を怠っ

ていてを被災労働者の林平11に消長を米たさないし、国家
は保険14を強制徴収できる。しかし、民間企業には保険

料を強制徴収する dはない。保険 ffO)支払を求めて民事

訴訟を提起する方法はあるが、常利企業が時間とコスト 

をかけてかかる｝ j j去を採ξとは考えられない。契約解除を

するの 1J .i最毛合理的である。保険料末納企業は保険契約

を解除される。その結果、保険給付を受けえない労働者

が I目大する D
(3)保険給付の内容

まず、保険会社毎に1併l認定が区々になることは避け

難 L、 |叶家がとAなに基準を精紋化しようが、その民体的
運用を各民間会社に行わせる以上、国家による一律かっ

平ウ干の認定と同レベルになることはありえない。また、保
険令の支払をできるた許け抑制するた刷こ給付  l認定は厳し

く:td:'J ,結果として被災労働者が給付を受け得ない事態が

増比するおそれもある。
公止な補償を行うたる机こは、止確かつ拝観的な事実の

11':屋が前出となる。そのためには、保険機関に強制調有

権限がなければならないが、民閣企業にその術はない。
保険会社は契約芹(お存)たる事業主の、都合のよい説

明に基づエミて事実認定することは必雫であり、その結果、

労働者の権利が侵害される。
給付内容も給付l認定と同総に保険会社毎に区々とな

り、これを低下させる方向での競争となることは、営利企

業である以上、十分予測される。しかも、民間企業には倒
匝のリスクが常にあり、偶々契約した保険会社が倒値す

れば、全く補償を受けえない危険がある。

3 労災保険の民営化には断固反対する。

以上、基本的事項に閣して指摘しただけでも多々、民
営化により重大な弊宮が止じることは明白である。

労災保険制l旦は、強制保険として全労働青に公正な保

護を与えるべく、最低労働基準を止めた労基法治討中の
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|労災保積民鎗化問題資料 E

間用育の災害補償責任と不 μJ分一体のがとして州立設

計され、かつ、運用されなければならない。これを旭止に
行いうるのは園家であって、労災保険の民吉｛ヒは、この制

度の根幹を危うくする駒で伽断岡反対する。回

要望書

平成15イ112J Jl8 R (内閣総理大臣宛て)

日本医師会会長坪井栄孝

現在総合規制改革会議に主主いて審議してL渇「労災

保険の氏常化」は労働者の柁干I1を侵当し、事業主の刈誌
を損なう改悪であり容認できない。

そもそも労働者が安Jじして就労できる環境の確保は、

際原・年金・雇用等とともに社会保障制限の一環として憲
法が担i~、している圃の責務で主るロ

計Ijを目的とする民間措険会社が労災保険を取扱うこ

とになれば、被災労働背に対する俣療から年金に1:'る現
行の各積補償体系江給付水準が著しく低下する恐れが

ある。

日本医師会は|川氏の健康を守る立場カも、経常効半
を最基先する今|ロ|の「労災保険の民営イ匂に強く反町市
対する。liJj比』

平成1 5年度第9回
総合規制改革会議議事概要

1円時平成15イH2JJ16R(火)1O :00~ jj: 15

2場所オ回目j台同庁舎総台川制改正会議大会"義室
3山席占

(委員)

宮内義彦議長、鈴本良男議長代聞、奥谷間子、清家篤、
高原慶 朗、八同達夫、安居祥策、八代尚宏、米浬明

患の各委員

(事務局)
小半紙出官、河野帝議官、福井平時議官、浅野間帯議官、

宵川事務室長、中山事務室次長

議事概要

(1) 答申案文審議く.質問・芯見)

(宵内議長)本円は、前回に引き続き、今 JJにとりまとめ
を子定している第3次答申の案文審議をイ丁う。議事に入

る目jiに、私から、木H、本会議を開催した趣旨につきま

して、 言申し上げる。
前回の会議において案文審議を終えるに際し、残さ

れた未制整の箇所については、｝,l本的には私と議長
代理と宅百の｝j々に御- f TをいただいたカLこの間の

案えの調整状況を踏まえると、とりわけ、アクションフ。ラ
ン分野の剰整V~~'7［について、改めて本会議において御

報告し、, g:見父換をいただいたよで会議として案文を

確定していくとの手続を今 度踏むことが望まし IIと
判断し、本口、会議の開催をお願いした。

それでは、木Hの議事に入る。

本円の停申の案ぇ審議については、前回の案λ審

議と間際、三れを非公開とし、会議資料も非公表とすふ

本Hの進行としては、申し上げたように、木H開催の趣

腎がアクンヨンフ。ラン分野の案λ審議を特に念頭に置
いたものであるので、主に、私の方から、アクショシフコラ
ンの調整状況について説明し、これに対する質疑応答・

蛍見交換を行うこととしたい。
それでは、私カもアケシ江ン 7'ラシについて説明する。

まず、既ぷの12事項については、目 iflロ|の会議で報告

した内作、特に高層住宅1=関する内積率の抜本的緩
和と右料職業紹介事業に閣する改革の2つが 歩前

進したことを報告申し上げたロ

そ¢麦、幼保 元｛ヒのうち、 貰した総合施設の設
置について台意カ3なされたo試行事業を平成17年以
中に先行実施することで、総理の r17年中には幼保一

元化でできるものはやる」と江却允言を踏まえた内作で
il0るとして台意した。なお、子算や法改正の準備は平

行して進止、 18年度には完全実施することも合J百したロ

そ江他の点については、残念ながら歩み寄りが見られ
ないため、「今後の課題」に我々の考えを書き残す形に
なると思う。な才i医薬品の一般小売底における販売に

ついては、本円、厚生労働省が設置した倹討会(ワー
キンゲグループ7の吊け選定作業の結果が発表される
予!t~である。したがって、厚牛労働省の発表を確~!t!,した

上で、答申としてどのように取りまと虻るか、担当主査と

相談しながら決めたい。いずれにしても、当会議として
納得のL、くものでない限り、今後の課題として引き続き

規制改草に取り組むことを書くことになると思う。
新土~JO)5よ頁Hについて中し卜げる。「公共施設・サー

ビスの民間開放」については、現有も圃T父］亘省等と
の協議を継続中である。

「労災保険汝び雇用保険事業の民閣開M( O:足進」に

ついては、現有fも厚中労働省との協誌を継続中で去る。

労災保険の民間開放の検討i了丸l Tは、厚生労働省

は rr吋能性U功由討』でも台意できない」との回答であり、

我々としては「今後の課題」に整理する心向しか残され
ていないかと思う。

lr "1際的な晶｝-～人材の移入促進」、いが11る日本版

クリ ンカードの創設等であるが、法務省等と次のいJ
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容で台意した。第一は、永件の許 "I不許"I事例の公
開を平成 15年度中に行う。治二は、永住計可要件につ

いて基準を明確化し、ガイドライン化する。第三は、ある

分野で貢献のある外|川人に対するオ伶許 μJ要件であ
る有留資格年数を5年以よカち 3年以上にすることに

ついて、特区評価委員会の評価を踏まえて速やカ叫三主

川展開すξととの結論を得る。第川は、現在局長 3年と

されている有留期間を5年に引き上げる。

「向動車検査制度の版本的見直し」については、自

家用乗用車の車検有効期間の具体的な延長年数の台
志は得られていない。国道交通省との聞で台志したの

は、自家用乗用併のみでなく向動中全般にv 二山て、+

検有効期間の延長を判断するた'(/)0コ調査を平成 16年

度中に取りまとめ、その結果に基づき速やかに所要の

措置を講ずるということで、半g;動いたかなと思う。
「借家制 j児の抜本的見直し」については、前回担当

主在沖、ら報告があったとおり、閣議決去を円 II iii:とした

部分は、法務省との聞で合意済み。「今後の課題」の記
載内容については剰整巾とのことである。

これらについて、今後は 両 H中に新規5項目と既 

存 1 2項目について各省との協議を終了 Lへ停申を確定

したい。未確定の部分もあるが、会議としては十分満
足できる形にはならなかった。とは言え、「ー去の成果は

あった」と評価できる部分も出てきた。したがって、停申
のトーンとしては、成*を見なかった部分についても、

引が我々の活動につながる形で「今防〕課題」にしっ

かりと書き込んで l'ごうと思う。各担当委民カら補足す

る点やご質問があればお願いしたい。
.借家制度の抜本的見直しの「具体的肱策」江ところは

局長との折衝を行って合意した。「今後の課題」につい
ては、私は相手方省庁と台意する必要はまったくなく、

事実誤認がないかを確認するのみと f解している。し

かしながら、法務省は「それは話になかった」と、「今後

の課題」を記載することに六変強硬に異議を申し立て
ている。私江ところで妥協すると原則が崩れて他¢分野

にも影響が及ぶ。そこで、「今後の課題」の取扱いにつ

いて格認したい。
.その点、は去年も議前になった。「問題豆満」や「今後の

課題」はあくまでも総合規制改革会議の考え方であ臥

相手方省庁との台意を必要とするものではない。ただ

し事実誤認があればそれは止してくれということであ
る。私は、閣議決定の対象となる「具体的施液」以外は

去年も台意しなかったし、今年も台意のための折衝は

行っていないロ

.拝申の組み立てとして、第に、あるテマについて「当

会議はとういう問題意識にぷづき別制改革を進めてい

きた l'Jということが書かれ、第二に、動かすことができ

r.

た具体的施策が書かれ、そして第二に、残りの部分が

「今後の課題」となる。合丘を取っていわだくのは第二の

具体的施策のところである。第三の「今後の課題」はま

さに台意に主らなかった残りの部分であり、ととは事実

誤必があってはならないが、斗会議の最後叩 Hまで、あ

るいは次の組織に問題意識として引き継がれる主のと

認識している。
労災保険及び隈同保険事業の民間開放江足進」につ

いて少数意見が提出されて L泊。労災保険の民蛍化に
ついては、労災保険は長後σ凡士一フティーネ、ソ卜でま7、

般国民も|πl椋の印象を持っていると思うD 私はf~ 山

された少数意見に強く賛成する。労災保険の民営化を

意見として取り hげるととは、当会議のイメージを考え
れば得策ではなL己思う。本件については様々な,E:見
があり、荘、は専門家さはないのでそのすべてを承畑し
ているねナではないれ一般自~tぷイメージとして何でも民

営化すれはいいというものではない。労災はシビ nょ問

題でまる。挺出されたノレ数意見が然るべく取り扱われ
るととを、私カら2つ Hの/レ数意見として中 Gcげたい。

.サポートをいただき感謝する。労ÿ~i果険の問題につい

て、私の意見をもう 度申し上げる 3 労災保険の民間開

肢について検討することは、当会議の見識を示すこと
にな巳ないと思うので、この項目については削除してい

ただきたい。民間開放以外について、労災保険の検討
が必要な三とはととで示されている通りと思う。例えば、

〕曲用をもっと撤廃して行わなければな巴な Lこと、リスク

の高いところと低いところの聞の保険料率が必ずしも
適切に設定さオ lてお3ず内部移転カ吋Tオつれていξ乞と、
等は見直しが必要だと忠、う。ただし、民間の閣放によっ

て加入の担保、給付の担保まるいはイ|金守の補償機
能がf［卜するのは避けられないと思う。

これが斗会議の多数,g見沖、どうかは分からないが、

私は、規制緩和は特に雇用に限コて言えば、事前の規

制緩和と事後チ工、ソク、あるいはセーフティーネットの
強化は、一休的に行われなけ才 H;f整合性を欠くと思っ

ている。そうしの意味で、ここは つの答坤の中で整合

性を持たせる必要がある。事後チヱツヴあるいはセー

フテイ ネットの強化が予院の関係等で必ずしも事前
の規制緩和に追いっかない点は、去る程度はやむを得

ないが、今あるセーフティーネソトを弱体化させかねな
い部分が答申の中にあると L行のは、私としては看過

できない。

特に、労災保険と白賠責保険のアナロジーが百 11ft:ミカ
ら山てきている泊人労災事故というのは公道上で起きる

交通事故と異なり、 般には事業所の中で起きる。事

業所に立ち入り剥査をしながら認定をする宅>ので、誹も

が白ち入ることのできる公道で警察カミ日正拠検分を行うの
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とは異なる。また、労災保険は保険に加入している雇い

主と労働省との聞のぷである。この点でも両占が保険

に加入して IIる自動市事故とは違う。さ二じ向動中事

故は通常は向背の責任を按分して保険金が支払われ
るが、労災は~!t!,、Fとされれば100%労災保険で補償が行

われ、そうでなければ全く補償されない。したがって、労

災保険を白HiJ責保険とのアナロジーで冒頭から諮って
いるのは、労働の ro'題を勉強してきた者としてはi昌和

感がある。

そもそも労災保険は、 19位紀にドイツで社会保険と

して始まり、その後、フランスやイギリスでは黒い宅に補

償責任を課しながら民聞の保険に加人すると llったや
りかたで、 1 9 U上紀終わりから笈)位紀始めにかけて次々
と発足した。その後、それでは労働苗に対する補償が

|全に行われないことが分かり、その結果、いずれの

川に才iいても2 0 位紀半ばくらいまでに社会保険制叫に
転換した。こうした試行錯誤を経て、多くの先進国が労

災保険を社会保険制度でやコてIIる。アメリカでは確か
に氏聞の労災保険があるが、 20 位紀始め力、らエンブ。ロ

イヤーズ・ライアピリテドインシュアランスといった制度

が始去コ亡、当初は民聞の保険だけに依拠していた古に
それではリスクの高い崖業に従事する人達に対する補

償が十全に行われないということで、ここでもやはり、ス

テ ト・ブアンドという各州単位江公的な苛災保険システ
ムか守でき、そillこよって補ァロされてL渇州が多くなって

いる。 I見計はステートファンドだけによるエクスケルー

シブというシステムと、両者が併用されてllるコンペティ
テイフとしηシステムと、テキサス州等の少欽U)1刊で民間

保険だけになっているところがある。

このように先進国が労災保険を最終的には社会保険
化してきたととを考えれば、在、は、との問題を改めて検

訂することが当会議の見践を示すことになるとは思え

ない。この項目はできれば削除していただきたい。まず

はそれについてご検討いただき、もし皆様方の多数意

見が私とi昌うということであれば、 Yレ-)"に従い答申の
本立;はそれで結構だが、その際は今円お配りしたよう

な少数意見を付していただきたい。以上、よろしくご検
討いただきたい。

・頂いたメモには「労災保険の民営化」とあるが口頭で

r.
は「労災保禽の民間関l/zo:検討」と答中。 :タfト) "に沿っ
た形で言っていたたずいた。 11頭で言っていたた1、たこ

とが委員のご:首見と解釈していいか。

労災保険の民間関肢の検討」ということでご検討いた

だきたい0

.清家委民がおっしゃコたことは、この案よを取りまとめ

た責任者としても全く同意見である。そうしたセーフティー

ネットを後退させるような形の民間開放は排さなくては

な巴ない。そうしたととは案文にも書いた。労災保険が
できたのは昭和 2 2年で、それ以来、労災保険の問題に
ついてはほと1,ど議論すらされていない。椋々な問題

があるととを述べた卜で、「今後の課題」において民間
開放の検討を打ち山し、そ切際には米国の 日夜別で
やコているよそな民間への完主な丸W:げではなく厚止

労働省と民間が適正な役割分担を呆たす形での民間

開放についての検討を提唱した。例えば、必ど基準や
労災の概念は厚止労働省In 'I決め、民間はそれに従っ

て純粋な損百保険業務をやJていく、というようなイメー
シでiJ6る。そのメリソトは、貴重な公務員を保険業務では

なく、本来の労災防止に専念させると IIうことでむしろ

多くの労災事故が防げるのではないかというととで、あ
くまでも労働占保護の白場からこうしたことができるの
ではないカ亡申し上け'-nミる。これらが本当にできるか

どうかは、今後検討して宅>らわなければわからない。長
初に民営化ありきではなく、民間開放の可能性につい

ての問題提起をした。
とうした問題提起は労災のみならず、あらゆる'F(製

市場について、官製市場ワーキングクループでやって

きた。同W Gでは今おっしゃコたように、「検討するまで

もなく、歴史的にみても海外事例をみても当然である」と
いう必品を持っていないロそこだけが志見の中で唯

違う点である。以上、当方の趣同を申し上げたが、その

hで会"韮の中で他の委員にご判断いただきたい。
.この問題については、委員間で元々それほど丘見の隔

たりはないことは私も感じる。私は労災保険について
検討の必要がないと中L, cげている訳ではない。保々
な検討を行う必要が去ると与えている。ただし、この制

度を園が責任をJ守ってやるということは、事前規制を緩

和する一方司川が事後的なセーフテfーネ1ソトを担保す
るとLη観点か玉大切で、この制度を民間に開放すξと

いう話を聞いた時に、多くの人々が強いイ、信感あるい

は不安感を持つととは間違いない。そうした不 c;や不
安は、 H者史を見ても実態を見ても、不「なもので aJると

は思わなl"もちろん、あらゆるをのは常に検討の余地

はあるが、別制改革会議の見識として見直しを提, ,す

るものは、その見直しに相「の,E:昧があること、あるい
は緊急性があることだと思う。 r!討すの余地がないこと

はなLりと11うのはその通りだが、労災保険の検討の
中に民間開放という項目を入れることは、 般には保

険そのものを民吉化することと受け取られる。荘、は、そ

れは適切ではないと思うし、当会議の見識を示すことに

はならないと思う。

.関連して社会保険庁にしても労働基準監督署にして

私雇用保険、社会保険、労災保険の未加入事業育の
摘発は、人数が)己りないのでなかなかできないという品
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弁を使う。そういうととを踏まえて、民と'1(が協調して労

働苫保護を進めれば、セーフテfーネソトが組めξので
はなし功、と思う。要するに、故意に加入手続きをなって

いる事業育にしても「故意ではむうりた」と, ,えば無罪
放免になる。 10年や2 年加入してしリなくても、 「故J百で

はなかった」と言えばペナル子ィも何をない。こうした不

公平な三とが起きている。社会保険庁も労働長準転倍
署も、これをf貴闘的に撲滅すξのではなく、仕lンがない

で済ませて IIる。例えば、派遣会社が求人募集の際に

「社会保険元備」と広告に入れる際には必ず斡録番号
を載せる等江仕組みを作らないと、払わない事業苫が

得をする。行政担itが取り締まりの姿勢を強くれち出さな

いと、まともに払っている事業者は損をするとLゆ不公
半な状態がこれからも続もその茸昧で、民と問が協調

してセーフティーネyトを作ってllくことを検討するとい
うのは、一つの方策であると思う。

.民間開放という項目を入れることは旭切ではないとい
うお話も理解できるが、咋イ|、官製市場 w cを立ち上げ

る際に 2つの原則を掲げた。第ーは、「民間でできると
とに官は点ち入らない」ということロそれまでは「民間で
できることは民間むとい～～が第三次行草審の方主|で

あった。第二は、 lr 1"家権)jに白米するものはすべて公
務員が行わなけれは丸刈7ないのか」とLη原則で£る。

この2つの原則を掲げて、 6日数業種についてヒアリング

を行い、このうち19業種について提, iを行ったo 当会議
の基本~gu識は、今申し上げたスタンスに ú-って官民協

調し、民問委託さらには民宮化を進めるというものであ
る。

「民間にif:すと様々なことが起こる」と言っておられる

が、これは言葉が恋いが 種の民間性恵説でこれま

での支配的な"韮論である。しかし、我々は「そうでしょう
か」ということを去年以来言コてきているので i1S:Qかう、

停申案えの中身の熟度の問題は庇るものの、もし、「事

後子工、ソクの強化は民にJくつらせるのは駄けで、宵であ

るならば安全だ」と才う与えで£れば、そこは当会誌の基
本的認識とは違う。この点を理解して欲しい。

.も十九ん、「氏にやらせ之、と何でも危険だ」とは思ってll
ない。民間がやった )jがいい宅の宅あれば、そうでない

ものもあるというのはおっしゃる通りである。繰り返しに

なるれ労災保険につL江はすでに様々な歴史的な試
行錯誤がa初、現有の旭用状況も占えれば、先ほど言っ

たような理由で、民間開放することはセフ子ィ ネ、ソ

ト性が弱まると考える。
他のことは分からないが、労災保険については、先

進諸国で江これまで¢経緯を踏まえξと、民間に委ねる

ととは適切ではないと私は考える。他σJととについては
何も申し上けγ品、が、知っていξことについてこういう話

r.
が同てきた時に何も, ,わないというのは守門家として

無責れだと思った次第である。
他正こと」であっても、私どもは昨イ|例えばハロワ

クの民間委託等をやった。いずれも「民間危うし」という
ぷが山たが、そのような民と官の閣係であっては今後

は困る。そこから直していきたいということである。労災

保険も「他U三と」と並べてみれば、宵製市場の氏閣開

放という一つのトレンドの中にある問題であり、これは

円本が今後取るべき道である。こうしたものの っとし

て開解いただく訳にはいかないか。
.何度も市しょげる由主私は別に「民間危うし」と言ってい

るオコけではない。「民にでさることは民に」とは、「すべて
の三とを民に」と, iっているのではなく、「民にできない三
とは官がやる」ということ毛 F泊。全百五を民がやるという

のでは、政策になぞない。その中で、たまたま私が専門
家として勉強した範凶の中には、「民がやるよりは'1(が
やる )jがいい分野もある」というだけのぷで去るロその

辺は誤解のないようにお願いしたい。
.との分野では清家委員も八代委員も守門家であり、お

二人のどちらかが反対されることを答申に入れるべき

でないと思う。しかし、話を聞いてし氾と 人江考えは極
めて近い。結局、八代委員は、全両氏常化は考えてい

ない。全部民営化することは検討の つの候補として

はあり得るかもしれないがそれを倹討してくれといって
いるわけでない。清家委員は、それならわからなくはな

いが、実際問題として「民間開放」といえば、世間は全

国民営化と受け止めると言っている。このぷ章には、「民
間開i J j(Jの定義がない。少なくとも、それが即、全両民
営化を必ずしも志昧しないとも書いていないロ「労災保

険の民間開放」という代才>りに「労災保険の 部民間
委託の検討」とすれば、長初カミら士市民常化を意味し

r.
ていないということが明確になると思う。それで全部書
き直せは、/少なくとも「民間開放」という言葉が引き起こ

すかもしれない誤解は避け之亡とができ之、と思う。
民間開放」を「民間への 市民間委Jt- Jということか。

.第 少として「 部民問委託」とする。誤解しているか

もしオほしが、清家委員は全部民営化には反対だとおっ
しゃっている。

. 点ある。

確カヰヱ「民閣開i J j(J r氏閣への業務委託の μJ能性」の

定義が暖昧ということはある。ただ、「労災i仔7
開放ι検討」ιρ最和初Jのところに向動卓判」伺日害賠償責任 f保呆
険と多くのT央モ通点を有していると書カ寸1ているので、労
災保険を白賠責保険と同じように、履い宅に加入を義

務つけて、民間保険に加入すればL兆ゅではないカ也

考えられると思う。もず>ろん、世界中の三とを日lべている
オ)Itではないが、私が勉強した限りでは、これを民間に
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委託しているのはアメリカの一部の川などに限られる。

先進国の暦史を見ると、労災保険は民間保険加入型Jか
ら社会保険型に変オーコてきてし泊。民間保険との引用、

民間保険だけというのは、アメ JJ力の一部の州に限られ
ている。八卜H光牛かEありがたいお言葉をいただいた

が、専門家でも意見が分かれることはIIくらでもあり、

八代先生にご白身の主張を耐げて修文していただくの
は木芯ではない。規制改革会議は皆が|πlじ芯見をもっ

ているわけさはなくそれそ可1違う意見を持っている有

識者が議論している。これまで少数意見カわいてニf劫追っ
たのが不思議なく弘、だ。私は八代先牛の忍見に賓成

はできないが、皆様の多数が賛成するのであればそれ
を尊呈するので、私の少数意見をそとに付戸してくオ 1れ

ばそれでかまわない。

・干干上ドは個人論x .ではなく、調整するのはイ、本;蛍ではな
い。できオリ工共通頃で答中を書く必要がある。八日委員

の言うように民間開放を一部民間開放にする、清家委

員の言うように向賠責が屑頭にまるのがいかがなもの
カミというのであれば、それも修正できる。口本でも労災

の民問i仔7
千付|として行われているoアメリカと違うかもし才れ［ないし、
定義次第だが、日本でもアメ!万Jと同様にコンペティティ

ブ刊こなっている。それほど清家委員と志見が具なるわけ
ではない。|分妥協さきる範囲だと思う。できれば清家

委員の修文の提案をいただいて、変える余地があれば

変えたいと者えているロ

.清家委員にこ守理解いただきたいが、この審議会は惚
数の意見を書いて終わる普通の審議会と異なる。歴史
的にこれで 9年目となるが、 L司会議は、戦うキH が省庁、

業界であり、それに士、 Iしてメンバーが 致同結してこれ

に当たっていくとい引云統がある。いぷ )0な意見があっ

てもそれをすり合わせて、 つの怠見として相 TIこ向

かつて llくというのがこれまでさあった 3 ご民論はあるか

もしオ1ないが、程、は少数意見をつけるかどうかという問
題ではなく、我々が他の省庁にどのようlこ当たっていく

のかについて心を統 するという問題であると考える。
先程来の議論でも一つにするのが不日J能とは思われ

なl¥0当会議の戦う相 Tは再也庁であって、内市ではな

い。この点についてご理解いただけないか。

.その点は全く開解できない。私は 3年前に就任したの
で斗然9年間の丹署史を踏まえていないが、この会議は運

動体 Eをなけれ l: t 、敵と戦三組織でをなIIと思っている。

私は守門家としてその知見を述べるたYJ iこ参加してい
る。この会議は官庁と戦うためではなく、国のために必

要と考えられる規制緩和が財れは、そオ ll=ついて専門

家として意見を述べるととろであると認識している。

なお、申し上げたいのは、特に規制緩和については

官庁との闇係もあるかもしれないが、むしろ民閣の業
界 10J上の利害対止の問題もiJ60。このような民間の利

害対立の問題は、本来この会議で決i J / :るべきではなく、

政治家が選挙で|川氏に選択を求YJるべき問題でaる。
つまり、政治家が、木来、政治決どすべきモのを、選挙

で選ばれたわけではない政々がこっちとこっちという

ように、千七分けするのはやりすぎと思う。我々は守門家

として知見を申し述べ、必要があれば答申にまとめる、
と理解して私はこの会議に参加している。そうではな

い、一致団結しなければ阿るとLゅのであれば、わたし
の与えているこの会議¢特併と単うと思うロ

.私は学昔ではないので、言葉使いは荒いが用語法な

1.

ら修正する。各省庁が反対するのに対して、主査白ら

が各也庁を品得してこの }J向で行こきという形で改革を

進めてきた。この点は清家主査も同じはずでまる。各省
庁の意見を聞いて学問的意見を, ,っていただけではな
いはずである。

可をする会議かよく畑らないでこの会議に参加したと

いうのは事実だが、責任を任された以hは各省庁との
折衝もしっかりやっている。しかしこれは役所との戦い

ではない。

.戦いという 11葉は取り消した。各宵庁との真学な討"韮
である。

.もちろんノてllる。客槻的な議論を戦わしていξのであっ

て、運動ではない。役所に対して一致団結して対峠され
ているとおっしゃったが、我々はことりひとり進う怠見

を持って IIる。少数意拾があっても全くかまわないはず

で庇る。会"韮が一丸となってど三カヰ=当たっていかなけ
れは:'vリナないというのは、 φなくとも私が与えているこ

の会議の姿と違う。
.考え方の違いとしか, iいようがない。そういうものでは

ない、珍しい存布であったというのは陪史的な事実だ

し清家安民以外の主査は皆そのつもりで当たってき

たというととは内定できない。

.私が担当しているW Gの名誉のためにしりと、再同W G
では3イ|前均九比べればカザより規制緩和を進めたと思っ

ている。とれは台開的な県由にJょっく士山l緩和である。
心的な緩和を押しつけた結果ではない。私は、この

会議において専門家として、雇用について労働市場
の集出変化に凡、じて、現在の制制カ,e!i_ 、ずしも労働者の

ためになっていない部分があるとすれば、それを変え

たほうう丸山のさはないカ之厚生労働省に提案を行以

当初は新しいと"われていた部分についても、納得し

てもらった部分については規制改革が相「進んだと忠
つ。

.訴を聞いてい之、と我々と司じととをやっていただいてい
ると思う。要するに、理論的に固として進めたほうがい
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いと思う事柄についてよく話し台って、納得を待た上で
進めていくというのが我々の作楽である。また、それを

纏めて 本の答申にもってIIくのは、各主査の責任で

ある。それに対してんさく意見が違うならまだしも、ァ同市

のi韮いで対 ¥'r:今するのはいかがなものか。
.そういう中で、皆が同じ;蛍見で iY;る必要はない。皆が同

じ意見にならなければならなL止すれば、とんでもない

Joで主ると思う。

.総合規制改革会議は規制を外すために集まっている。

各省庁と別刷lをとう外していくか交捗して ll<。あんな意
見もある、こんな茸見もある、といったら宅査として何も

できなくなるのではないか。

・私はとの委員への就任依頼をうけたときに、何でも川
制緩和というは反対ですと申し上げた。そのときは、そ

ヲで［土なぐて、規制緩和会議で lまなく規制改革会議部コ

て、士山!のあるべき安について検討する会"韮なので是

1"参加してほしいと言われたので参加したs そして、私
もそのつもりで今まで議論してきた。ですか弘何でも規

制を取り外すため正運動をするた虻心会議でiY;れば昆
初から参加していない。

.確認だが、清家委員の言うことはもっともだが、合数意

見は根本的な意見の対立があるときに記載する宅ので
あるロこの珂題については、全面白由化の～剥ではな

く、事業の民間開放について検討する価値があるかな

いかということに過ぎずそれほど意見に遣いはないよ
うに思える。例えば、八卜H委員の言うように、全世日開放で

はないという J院の修立や、向賠責とのアナロジ は望 

ましくないカらそれを外すという修文は十分乏け入れ

Eれる余地は去る。このd山、についてもう少し議掬する( " "
怖はないのか。最後の質問です。

.要するに、メリットとデメリッ卜の勘案。何事も検討する
余地はiI';るが、労災保険について、民間への開放や委

託を倹討するということを長則的な検討課題として符坤
に載せるととのメリソト、デメ J),ソトの問題である。私は

デメリットの｝Jが大きいと占えている。私はこれまで3年
間、何度もこの会議で規制の事前緩和はさきる|制り進

めるべきだが、事後的なチヱツヴやセーフティーネット

の整備はもョと強く行ってL、くべきとJiえてきたロしかし、
残念ながらこの場さはこの点につ llて|分な議論は行

われなかった。そういう巾で、事くの人々が、雇用の問

題について 心的に事前規制が司差和されるだけで、事
後的なセーブテイ ネット性が弱まるのではなL功、とい

う不i日ないし不満を抱いている。そういう中で、わざわざ
不信感を増幅させるような文言を入れることが会議の見

識になるとは残念ながら私は思えない。この点につい

ては考え方の違いがんさいと思う。もし、そこまで同じ考
え｝jであると、 部の民間委託でもいい、とllわれるの

で i M lば、どうして噴け全体を削除されないのか。

・民間委託によって事後チrソケ機能が強化されると占
えているカらこそ拝申に人れている。仮に清家委員が
とういうφ数意見を書くと、むしろ我々の答申が誤解さ

れて仏、わることを主それている。私もj育家委員と IriJ様に

事前規制緩和と事後チエソク機能強化は 体で去とと
考えているが、事後子工ソク機能を強化する手段につ
いて、すべて官がやることが強化につなカもないのでは

ないかと考えている。公務員の数は限られているので、

公務員と民間の適切な役割分担ができオリ工、むしろ事
後チ工、ソク機能を強化できるということを検討すξ)'(1111値

は庇ると思う。事後チエ yク械能の強化という点につい

ても私は清家委員と同じ意見で、そゴ〕手段の評価が遣
う。もしどうしてもφ数百、見を書くのであれば、こうしゅ書

き方｝目立なく、民蛍｛ヒについて検討することがむしろ効

果的でないという形にならないか。決して三才lは事後
チrソク機能の弱体化を狽った答申ではないということ

はご理解いただきたい。

.わかりました。少数意見の文案については後ほど提庁

させていただくι。
.答申に書かなくても、 j青家委員がこのペーパーを会議

に附されたというととは議事録にきっちり載る。そこで、
清家委員が十二分にこ白分の与えを表明したというこ

とは世間に周知されるb tだが、それではいけないの

か。
.報告書主体として整合性を欠くと与えている。もし、この

まま¢報告書を在品市宮めて、最後に規制改革会議の委

員として1',に辿ねると、自分がユシステントでないと考
えている宅のに名を連ねることになるので、できればノ台

数意見を載せていただきたい。

.各宵斤と交渉している中で、それを促進するのはとの
会議江主命でiY;る。そういうことf Jも言うと、 φ数 J百見を

つ つ載せてL寸tば、民間のビジネスの官界でいえ

ば勝負になEなll。今後への影響が!L'刊日で庇る。今1 円

たようなお占えは議事録にきっちり載せるということで、

ご理解いただいた方が、 r(I/｛をに憂いを残さないと私は

考えている。

.規制改革会議の答申がでれば、最終的に議事録まで
みる人はそλなにいないので、規制改革会議のメンバー

が心を一つにして司じように賛成したものととられる。
そうLη 答申案がいいのカ¥それとも会議の中の異なコ

た意見が、最終的に調整のつかなかった部分がj f直

に載せ巴才 lた答申案がいいのか、程、は後者。コ方がブヱ
アな宅のだと出、う。ここは鈴木議長代理と1,iII値観がj昌う

部分かもしれない。

.見ないというなら、答中も見ない0

.議事録と答申は性格がj昌う。答申は責れのi I ' ;る文苧と
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して、委員が全員ずlを辿ねて同す。議事録と答申とでは
ウ工イトがj昌うし、見る人の数がj昌う。そうでなければ困

ると思う。議事録を見ない人は答申を見ないとL巧のは、

遣うと忠う0

. Z )ずれもオーブンになってL渇という志昧で2泊。もうこ

れ以上は言わない。

(宮内議長)ただいまの点については、議論がf十I尽くした
と思う。未調整とL、うことで引き続き、先般ご一任いわだ

いたが、議長代理と二t査と荘、に調整を任せていただく

というととで、長終案を米週までにつくらせていただくと
Lのことで、引き取らせていただく。乞だいまの件も介め

て、医薬品の問題も今円以降に書き込まなければなら
ない。労災保険については台意がとれていないという
段階での, g見の調整という二となので、何らかの妥協的

なえ卒ができれば大変あ 7がたいと臣、う。医薬品の同
題についてはどとまでとれるか、答申の内容の問題で
ある。これ巴をfTめて、来週までに調整させていただき、

調整の終了したをのから速やかに事務局を通じて各委
員に辿絡させていただく。なお、今後のスケジュー)vに
ついては来週2 2 l J月曜Hの3時か3木会議を開催し、

会議としての答申を決定したい。その後、総理 町内
の時間をいただいて答申をお渡しする。 ～l~

以上(文責総合規制改革会議事務Jギ)

平成15年度第10同
総合規制改革会議議事概要

1 日時平成15年 12月22 日(月) 15:00~15:30

2場所永同町合同庁舎総合規制改革会議大会議主

3出席者

(委員)
出l勾義彦議長、鈴木良男議長代理、奥谷樟f、神トH秀
樹、佐々木カ吃り、清家篤高原慶朗八回達犬、森

稔、八代尚宏、米i半明憲の各委員
(政H祉)

金子規制改草担当大臣

(事務局)
小半政策統f.!)官、 i C J野持議官、福井手岸議官、浅野間持

議官、常 )11事務室長、中山事務室次長

議事概要

(1) 答申案文決定(・,E:見等)

(宵内議長)本円は、停申の案えを最終確認いただき、拝
中として決定し、 . . : c - O)t麦、意見交換をさせていただきた

まず、前回、調整を仰 任いただいていた答坤の案
文を配布したoこれを答申として確定してよいか。

(各委員より「異"韮なし」の戸)

(笛内議長)それでは、案どおり決定したロ
本イ|度当会議て1立、設置則|民江最終イ|度に当たり、

全委員によるアクた3ンフcランの推進をはじめ、とれまで

以上に集中的で情制的なえ岡杏帯読を積み重ねてきたー
その結果、本円、「第 3次予年坤活力ある円本の青IJJZ
に向けて」を取りまとめるととができた。三の聞の、委

員の格段の御以力、御努力に対し、議長として厚く御
礼申し上げる。当会議としては、政府によJし、本答申の

内容が迅速かっ的確確実に実現されるよう、切に要

請するロ

(金子大臣)ただいま停申をいただいた。議長、委員にお
かれては、精 J的に取りまとめをいただいたととに感
謝する。今年度は、アケションフLランの他、あじさい、も

みじ )J問という取組を実施された。総理もその努力を

高く評価してお3れた。答申は、 3年rFl1U)yi百雷同U , A成 
であり、実IJ Ol多いものとなっていると承知しているロ政

府としてはこれを最大限に尊重し、次期通常国会へ
の閣辿法案の提同を行うほ仇今年度末までに新たに
規制改革推進3か年計画を策yとする予どである。引き

続き総理とともに主力さ規制改草に取り組む所存であ
る。

(出 l抗議長)委員正皆様心から、この一年の帯議等を踏ま

え、規制改草について考えるところや感想などを開陳し

ていただきたい。
.今|ロ|の答申はハードコア、積み残しの百五分を多く扱っ

たことから各省庁の低抗も大きく、事務局としても特に
交渉に苦労された商がAきかったと思う。との会議の

F法として、(1)取れるところを着実に取っていく、 (2)

取れるカゼう州とかかわらず、大切な論点を主張する、

という2つのやり方があり、今回は後者に Jをれいだ
結果、十分な成果が得られなかった市分モ Fるかもし

れないが、後継組織にしっかり引き継ぎたい。後継組

織において、特にとれら 2つのど十五にウエイトを置くか
という点については十分な議前が必要である。また、委

民間での議論の重夏性も再認識したので、も一二とフリー

ディス力ッションや意見のすり台わせなどσJ機会が必要

であったと感じた。
.都市再生の闘係ではいろZlろと進展があり、仕事がや

りやすくなった部分は多い。しかし、グローバルな時代
にあって、農業、医療、教育など、各論より根本的なイデ

オロギ の変草を泊られているものがあり、各論で戦

うととにむなしさ宅感じた。一方、ごうした根本的な対立

をはっきりさせておくことが大切であり、大臣や総理レ

ベルで対応を検討していただく必要がaる。今後の方
向として指摘しておきたい。

.今|ロ|のやり｝;でよかったのは、議事録公聞が徹底され
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たととである。多くの人が論点、当方の主張、役所の議
JBを 整理できたことは長い目で見て大きな点だと思う。

今後とも続けてほしい。

とれまでそれなりに料開のあった別府lであっても、イ

ンターネソトやそ江也の技術によってが!の規制の目的

を達成する新しII手f'l'n"出てきたことによ弘他の手法
が生まれる。士見出l担当部局もまt才Jる場台も子怨される

しまた、これまでの規制で守られてきた人たちをどうす

るカ亡L行議論も出てくる。こうした逝波的な問題lご二礼道

ては、政治的な判断む必要になる三とカルLこれを日二
吸い上げてllくような仕組みも必要で正るロ

.今イ|度は規制改草集中受付 JJ聞とllう新たな仕組み

が、特区と辿到し、関係者の|品｝］を待てスタートできた。

6月の「あじさい円問」では別表3に掲げる6 7項目を決
定できた。それ>:タに 1~2 イ|の聞に検討する項目と

して別表4のおJl'! Hを掲載できた。 11月か引土「もみじ
月間」をやっており、 2月に結論をj拍子どで品。この

Zつの仕組みを定着させたく、大田ゴコかれても仰尽

)Jをお願いしたい。また、分野横断的な取り組みでもあ
り、御協力いただいた委員各位に感謝する。

.規制を労働者の利益にかなうように改草することを日

的として情動を進めてきた。雇用に対する事前別府lを
見直し選択肢を拡大する )jで、セーフテイネット、照

用に対する安d心を確保するための事後的規制の充J支

を車の両輪として改革の議論をしてきた。委員、守門委
員、事務"誌の協力のもと成果があがったことを感謝申

し上げる。

・幼保ーノし化などを中心に別府l改叫に参加させていた

だいた。公営が民営になる中で、すでに運営レベルが
低下してケレームが出ている所をあり、規制改草の目

的と現実。 >干十ソ7'が,'t',てくる "I能性もある。単に川市l
を外すのではなく、事後チ工、ソクルーール、フォローアソブ

さらに規制改革の広報活動をしっかりしながら次なるス

テッフcに進めていただきたい。また今回は、ヒアリング

をする対象が、大きい凶休や大企業などが多かったよ
うな気がする。新しい若い起業家や女性の槻点等、今

まで聞こえてとなかった声に」ヰを傾けFれるよう貢献で

きればと思う。
.競争政指、法務、金融分野では、官公需や金融サービ

スを巾! L ' 、として担当宵庁と台意するとと力γcきた。ただ、

金融は再拘でまだまたず問題があると感じている。

基本Jレ ルについては、当会議についてのレビュ、

今後のあり方について幅広く書かせていただいた。取

りまとめができたことに感謝したい。

.市場原理、消費者保護とIIう基本的な観去を教育に生
かすととは非常に同舗であることを認識した。氏ができ

ることは民がやるべき、という基本スタンスに什って、そ

とから, ' t ' ,てくるマイナスの部分をいかにカバーしていく

かが大きなテーマだと思う。また、コミュニティ・スクール
については汽: . J - -と法制化というJ院になったo

後緋組織については、制制改正につLだの県本スタンス

の百部分はもう 度全委員が ～gu告する必要がiJ60。

.コミュニティ・スケ Yレについては、法律を次則通常国

会に提「十Iするととろまでになったoとれは、 1''1がやって
いる教育を多様化させるための大きな成果と言えるだ

ろう。また、園立大学法人については、中間評価の結果

によっては、一部の 1'1立大学法人が改廃、統台される

ということを帰り込んだことは、 011' ,山に影響力の大きい

ことだと考えている。
また、との会議がどのような立場で発, ,、各省に要求

するか、ということについては、もうφし統 的な与え心

が必夏でaると感じた。具体的には、あまりに高い目

標を掲げすぎたため、達成でさずに会議が敗北した、
政府が改革を進めていないという印象を与えるのはよ

くない。ターゲットを上手く絞ってやるべきではないか。
.アクションプランl二ついては、薬で一定の進歩があった。

ただ、医と民 生局接剤師を併接不可分のものとして

とらえている薬事法そのtσ を見直すべき時期に来て

いるのではないか。また、新しい院煽技術を作り fHし、

経済活性化に資するモのとして、混合診療について糸

口をつけたいと思ったが、時)!IIが時則でなかったとい
うととで残念な結果であった。車検については、上光臨
調以来だが、 2度目の火が聞いたという嘘じで虎る。期

間を明ノl、することも考えたが、何の議論をなくJ士施はで
きないので、これは仕方ない。

医療分野については、カルテからレセフトへ、レセブ

トカらオンライン請求へとIIう基本線に立ち、カルテの
データが蓄積され、I'A績の標準化がなされ、昆終的に
は、山来高払いではなく包括払いlン式にしていくという

基本構想江主とでやってきたが、表現ぷりはともかく基

本点は通した。

運輸分野については、内航海運の言1'可制を登録制
にすることに閣して、国土交通省に向允的に取り組ん

でいただいた。また、 I Tについては、阿波紋の所用を

中心的に取り組んできた。
(宵内議長)本円決定した第3次予年申については、これか

らすぐ、鈴本議長代叫と構造改革特区の許価委員会委

員長で毛主る八代委員に IriJ行いただき、小民 同π胃 
総理に答申を波しにまいりたい。 い比語

以 H文責総台土;!~制改革会議事務室)

※ 12月22 lJにまとめうれ、公表された「規制改革の推進
に闘する第3次予平申 活力あるR4 > oの創造に1(11けて」

の関辿部分については、 1'2月号83-85頁を参照され

たい。
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総合規制改革会議「第3次答申」
(重要検討事項部分)に対する

厚生労働省の考え方

平成 15イ112JJ 24円
厚生労働省

1 墓本的考え方

0このたび、総合規制改革会議において医療・楕祉、

雇用・労働などの制制改革に関する「第3次答中」が決

忘された。

0厚生労働省としては経済社会シス子ム江構造改草が

進む巾で、 m制改革の主主要性は充分認識してが1、サー

ビスの質の向に利用者の選択の拡λとべγ労働者が安

心して持てる能力を十分に発揮できξことにつながξよ

うな規制改革については、こ才までも積極的に対応して

きているところである。

O-)j、厚牛労働行政の分野は、サービスや規制の内容

が国民の止命・生活や労働者切労働条1'1などと密岐に

闇わる宅>のであり、また、そのサービスのん干が保険財

源や公費で賄われているなど、他の分野とは具なる件

怖を有していることかふ規制改草を進めるに当たって

は、経済的な効果たけでなく、

(1)サービスの質や安全性の低下を十円いたり、安定的

な供給が慣なわれることが7よいか、

(2) 逆に、過剰なサービス供給が生じる結束、保険料

や公費の過大な負担とならないか、

総合規制改革会誌の主張(要約) 1':" 1労働省¢考え方

(8)労災保険及び再用保険事業の民間|甘l放の促進など

( 1 )労災保険

［現状認識］

0労災保険U疏台付f;t労働基準法 |σ:規正

を上凶るが事に拡大してきた結果、他E公

的保険の水準を上回っており、これらとの

役t i I J分担が大きな課題となっている。

0労災保険σ保険料率l立、保険である以上、

業極別の労災発生リスケに応じ給付と負

担は均衡すへき。そうでなければ、使用青

¢労災防止へのインセンティブを損ねる。

0労災保険はm刊の積立金を有して才刻、

労災病院等の事業を拡大してきたU

0現有0)'完
本構として設定されているところであり、またそもそも制度趣旨の異な

る他の社会保険との比較で論じる;意義は乏しい。

0社会保険たる労災保険におtlては、業種別に厳密に収支均衡する必

夏はIぷ、総合問n刊改市会議の主張は社会保険の理論を無制いごL渇。

また、災害防 11は、一義的には、 11'10)災害防11施策が担うべきモので 

ある。

0労災保険の積立金は、全傾将木伯作金給小lに光てζれるための責任

準備金でi l SIJ ,余剰令ではなく、労働福州事業とは無関係。

［今修;の問題］

0労災保険1)(士組みは向動単J員宵胎償責H
保険と多くのJI~j目点V/;ある。使用昔￠強制

加入比アUI{~険宵ím引受義務を維持しつつ、

{ I r Jが労災に相当する沖、という認定基準は

国が定め、そオUご某づく労災保険の管理・

運営は民間事業育が行うこととすべきであ

り、労災保険の民間開放・民間への業務委

託,。 )可能性につL通て、幅広く検討すべきで

あξと考えるu

0労災保険の民営化(民間|間放)については当也カらの民自化きさない

との考え方に対し適切な反論がなされず、また、豆^な事実誤認の桁

摘にモかカ牝3ず、総合規制改革会議独白の見解を公表されたことは、

極めて遺憾Fある。

0労災保険の民常化(民間間政)は、以下江とお〕、如何なる制点か巳み

ても労働芹保護の観点かう根本的に問題があり、できないと考える。

(1)自賠責保険においては、肉賠責保険に加入し刀、ないと阜市貴を通

円ないこと均ら)JU人が担保されているが、労災保険ではこのような加

入を担保する十仕組みがなL、民間保険会社では加入を強制できず、

また、国が特定の民同引呆険会社との契約を強制することは毛とより、

滞納処分もできないため、使用者の強制加人及び保険者の引受義

務を維持したとしても、未加入・未納事業場が続附することは主畦け1ら
れず、そのよさな事業場で被災した労働者は補償を受けられない。

(2) 交通事故と買なり、過労死守外形仰こ業務上の災害かどうカ中11断
が難しい新たな労災事案がl白加すξ状況で、事業場への立入権限
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(3) 別府lを緩和した結果、労働者の保護に欠ける三と

となったり、牛 iliの不安感を惹起させないか、

などの槻点から、それぞれの分野ごとに慎重な検討を行

うととが必要であると考えている。

0今|ロ|の「出3次答申」のうち、「上主休的施策」に時り込ま

れた事項については、これまで、厚生労働省としても総

台川制改革会"韮南北真学な議論を主主ねてきた絹思得ら

れた成果であり、その着実な実施にJ畠進してまいりた

Oしかしながら、今回の「第3次答申」のう弘「問題意識」

や「現状認品及び今後の課題」等に掲げ色れてし治事

項については、その基本的な考え方ゃ今後の改革の方

向生・手法実効性に才ミいて、当宵の県本的な考え方と

見解を異にする市分が/かなくないロ

。以hを踏まえ、今般、総台t!~制改革会議により「第3次

答申」が公表されるに当たり、特に責要とされている「責

夏検討事項」の「現状認識及び今後の課題」守に掲げ

られている事頃について、とれに対する当宵の考え方

を以下の通り整理し、公表することとしたものであるロ

なお、 7)Jの「規制改草推進のためのアクションフ。ラン

12の主主点検討事頃に閣する答申」で取り hげらオlた以

下の (1) ~ (7)の全長については、基本的には総合規

制改草会議担lの考え方にも変化がないことカら、当官

の考え方も従来からのものと同様である。

2 個別事項についての総合規制改革会議の主張と厚

生労働省の考え方(抄)

［卜表参照］

総合規制改革会誌の主張(要約) 厚 1'労働省江:肯え方

0労働者保護等『観点カも労災保航、扉用

保険守の未手続事業所のうち故意にその

加入手続を怠っているものについて、1',祢
を公表すξなどじと制裁措置を講ずべきであ

る。

のない民間保険会社では、実態を踏まえた労災認定が困難である。

(3) 似に労災保険の民常化を行»た場合には、上記 (1 )江とヰ却未加

入事業場が続附するが、こうした未加入事業場の被災労働背に対

して毛補償を確実に行うためには新たに国の補償事業が必要となる。

また、自賠責と異なり長期にわたる年金給付があることからも民間

保険会社の破綻に備えたf十組みなどが新たに必要となる。このよう

なこと沖、ら、民営化により、かえって非効率化し、ひいては保険料率

の大幅な引上げのおそれがんさい。なお、日本の労災保険の保険

料収入に占此る管内運営費の割合は5.2%とが、民間開放を行って

L渇昨一切国でil'るアメリカの民間労災保険正管理運営費江割合は

40%近い。

0以|のような問題点にかんがみ、学識経験育、使用者町本政ぴ労働組

台、の代表均も成る審議会、けノド医師会等の諸凶休から、それぞれの

立場を超えて、「労災保険の民常化(民閣開政)Jについて強い反対意

見がl唱されているところであり、また、過労死や雇用不 'jj:が問題となヮ

ている現下の厳しい経済社会情勢に沖、んがみれば、このような検討を

行うこと自体、労働者を始めとした国民の無用の不安感を煽ることが避

けられないことかみ労災保険の民間開放について検討することは不

適切で庇ると考える。(注)ノド年 11月2 6 H付けで、労働政策審議会労

災保険部会か与、公労使全民 致により、「労災保険の民間開i1 'く0コ促 
進」について反対である旨の意見が表明されている。

0労災保険及び震用保険については、加入制突に従オ)10ょいときは職権

成立手続を行うほか、雇用保険については、職権による被保険者資格

。>取得此び労働梓白身による被保険育資格の確l認がは［能で正之江と

カら労働者保護は|分に図られてl¥るため、末手続事業所名江公表

などの日似止措置を諦ずる必要はない。

0なお、雇用保険及び社会保険のァ転手続事業, ～i宇!の公表については、

アクションフランワーキンググノy~ブにおける|分な議論を行わずに記

述されており、総合規制改市会議における議論、停申の在り方として、

柑めて遺憾である。
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各地の便り

リクルート過労死裁判和解 
東京•提訴から4年半1年近い交渉の末

1996年8月29日、リクノレートに 
働く故石井偉(いさむ)さんは29歳 
の若さでくも膜下出血で亡くなっ 
た。インターネット•ホームページ 
媒体を利用した求人情報「デジタ 
ルB-ingJをその年の4月に事実 
上ひとりで立ちあげ、試行錯誤し 
ながら週1回の画面更新のために 
深夜、時には明け方までの長時 
間不規則勤務を強いられていた 
中のことだった。
御両親は、偉さんの死は過労 
死で確信し、「なぜ死尬くで 
はならなかったのか」を解明し、リ 
クルートの責任追及と二度と同じ 
ようなことが起こらないようにとい 
う願いを込めて、1999年7月29 
日、損害賠償請求裁判を起こした。
提訴から約4年半が経過した 

2004年1月22日、東京地裁にお 
し)て和解が成立した(労災保険遺 
族補償給付の申請に関しては、行 
政による業務上認定をめざして、 
引き続き労働保険審査会に再審 
査請求中)。
詳しくは「リクルート過労死裁判 

を考える会(仮称)」のホームペー 
ン(http://www.jca.apc.org/ 
recruit-karoshi/)を参照していた 
だきたいが、原告•石井淳子さん 
(偉さんの母)と玉木一成主任弁護 
士の手記と、和解条項の内容を紹 
介する。

和解という名の現実的妥協
石井淳子

裁判官が和解条項を読み上げ
ていく。
場所は東京地裁の14階。ラウ 

ンドテーブルをはさんでのいつも 
の会議室。

まず前文を読み、次に和解条 
項「1.石井偉の死亡に衷心より

と入り、2.3.4と淡々と続く。少 
し早口に感じられる口調で強弱も 
なく続いていき、そして、「8.費用は 
各自の負担とする。」で終わると、 
「双方異議はありませんね。それ 
ではこれで和解が成立しました。」 
で終わり。

……？全て終了？
「印は？署名はしなぐ€良い 

の？」
足かけ5年続いた東京地裁で 

の裁判がひとつの決着を迎えると 
いうのに、和解で決めるということ 
はこういうことだったのか、と。
多少ぼんやりとした感じで突っ 

立っていた私の前に、リクルート 
側弁護士から、「会社の役員が一 
言御挨拶したいと言っています。」 
という言葉が投げかけられました。

そして前に進み出た男性が、小 
さな声で早ロに自分の名前を告げ 
たらしいのですが、まるっきり聞き 

取れないのです。
「すみません。お名刺を戴けま 

せんか」と問い返す私に差し出さ 
れたそれには、「執行役員村井 
満」と記されています。他にはリク 
ノ 卜という社名とその住所と電話 
番号が刷られているだけ。

この役職は一般の会社ではど 
んな部署になるのだろう。人事部？ 
総務部？それとも…。
続いて、さらに低く早口になった 

ような声で、和解条項の1.と3.をそ 
のまま丸暗記して発表しているみ 
たい、と私の耳に響く言葉が流れ 
ました。そして、差し支えなければ、 
お墓参りをさせてもらいたい」と付 
け加わったのです。
私は、「御存知だとは思います 

が、北海道は4月半ばまでお墓は 
雪の中に埋っております。ですか 
ら、それ以降でなければお墓参り 
は無理ですので、今は結構です。 
また、労働安全に配慮してくださる 
ということですので、息子の死もま 
るっきり犬死ではなかったと、少し 
は思うことができました。」と答える 
のが精一杯でした。それ以上はも 
う何も話したくありませんでした。
私のすく''後にいらした玉木、小 

池先生には、全然何も聞こえず、 
「今何と言ったのですか。」と、お二 
人同時にせきこんだように質問さ 
れるような状況でした。
兎にも角にも一区切りついたの 

ですが、今回の裁判では、何の力 
もない、知識の持ち合わせもない 
一人の老いた母親が民事訴訟を 
起こし、それを続けていくことの難 
しさをことあるごとに思い知らされ 
たというのが実感です。

まず第一に、私の手許には紙
54安全センター情報2004年3月号
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会織の便!りE

切れ 枚の資料もないのに、原

告である私どもの側が労働実態

を証明しなくてはならない岡難さ。

全ての証拠点;書を握ってし治会社

倒的人 言「それは無い」と弓えば、

それ以上は手も足も州ない無力

!感。
それに加えて、東京と北海道の

片出舎という距離の壁と、二年近

く会社の誠意を信じて待ち続け、

徒に時が流れて山遅れたおパカ

なお人好し加i戚さ。

基本的な就業規則すら見せて

くれなかった会社の態度にあきれ

果てて、裁判!という形を取らなけれ

ば簡単な書顕すう見ることができ

ないからと、提訴という形を取ると

決めた途端、まるで私の足許を見

すかすかのように、「お金の解決

でどうだ。」と切り出された時の口惜

しさ。

裁判の注中、労働実態が随分

と判明してきた頃げよって杭医学

論争に持ち込まれ、反証していか

ねばならなかったシンドサ。

ストレスが人の身体に及ぼす影

響をもっと具体的数値として、医学

的に碓守してほしいと切実に願っ

た円々。

原汗側証人として私jJ~IT止青台に

守:った|時には、これは足、千の過労

死裁判ではなく、別れてカめ既に

2臼年以上も経っている夫と¢離婚

裁判な¢かし巴と、勘違 lliしそうな

比対尋問がリクルートから発せら

れて、そんな体質の会社に勤めて

いたのかと、あらためで息子を不

1聞に感じたあの円の法延。

息子の葬儀の折り、心かう死を

悼んでくれ、一周忌には)(恭して

北海道まで米て下さった同僚の人

たちも、仕事の話となると、「白井

と¢し、い人間関係を壊したd主い。」

という開由で、ほとんどが断られ

た現実。私の方もできれば、人の

心の '1'に石を投げ入れ、波立た

せるようなととはしたくないと遠慮

して、最後まで言い出さずにいた

県てに、「裁判になって有井は悲

しんでいると思う。 J r僕が庄の世

へ行って心井と会っても、裁判に

なったことは員わないつもり oJとL、
う反比、が返ってきて、ひょ七として

私は息子に酷いことをしている鬼

パパアなのカと鋭を覗き込人だ夜。

しかし、そんな日々を過ごしてき

た私を、本当に多くの方々が支え

てくれました。息子に、「母さん、僕

は逝ってしまうけれど、少しでも寂

しくないようにえ述を沢山残してい

く均￥ヌユ。 」と言土れたとしか思えな

い感じで、白分の先輩、友人の輸

を伐していってくれました。

人々の輸が思いがけない形で

Jムがっていく不思議さ。一度も会っ

たこともない人 IUJの裁判!など、まし

てその通信文なども、普通なら何

の興味も持てないでしょうlこ、励ま

して下さり、傍肱席に来て下さり、

カンパまでして下さる)jまでいて、

有形 J!l~形の無数の支えがありま

した。

起多忙の '1'を、医学的意見書

を｛悶J通も占いて -rさ以証人として

わざわざ|京の|一、熱意il';ふれ

ゑしかし冷静な～勢で証言して下

さった新 4呂'医捕。

「こんなにしつこく、小さなことま

でいろいろ言ってくる会社は初め

てです。」と、足後にはうんさ 1した

円調でポツリともらしながらも、私

どもの;草向を考慮に人れて長い

審を闘い続けて下さった弁護寸て

の先生)j。
これら全てに支えられなけれ

ば、私は注中でへたり込んでいた

かもしれません。

昨年の3月に和解の話し台いが

始まってから、 体｛可|門|のやりと

りがあったことでしょう。 11月 '1'旬
には、これで決まらないのな弘後

は干I j洲こして下さいと中し出ましたο

私としてはどれほどの不本 d首な判

決が一審で,'1",ょうとも、闘い方を

新しく変えて高裁に 101かう方が良

いとちえ貴台めていました。
年末も相～に押してからリケ

凡一卜則 f承の返事がやっと来ま

したが、この手11解案をめくっての

やりとりの途中では、弔慰余を 50
万円支払っているのに、と言う会

社側の話も山たそうです。

現職の社以死亡の折りに附さ

れると同慰金が、 5 0万円とLのその

額が多いのか少ないのか、私に

は分かりません。しかし、死んでし

まうと、そんなことまで恩着せがま

しく昌われなくてはならないのかと

附然としました。

私にとっては、息、千がやき返っ

てこない限り、満足できる解決は

ありません。とれから先も、私は

心の中でも、もちろん円に出して

も、 人でも多くの人に、「休を壊

さないで卜さい。死なないで -rさ
い。」と言い続けるでしょう。

あり得たはずの未米への息下

の夢、ロJ能性、明るく響くあのあた

たかな笑い声、優しさ、それらの値

段なぞ付けられない、去の干の存

存の価値そのものは、どこにも反

映されずに虚しく消えていったまま

です。
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私を台めて周v)江何人もの人中

も、削り取られたり、くるったままで、

この先生きて行カ寸主ばならないの

です。そして何よりも、息千の無念

さはどこにどう表わされていξ ので

しよう。ただ慌雫に吸い込まれたま

まで、永遠にさまよい続けるので

しようか。

だとしたらとの先私が生き続け

ていく中で、この裁判lを通して知り

得たものを、少しでも意義ある形

で繋がってL、くようにしなければ、

千供たちに充分なことをしてやれ

なかった不甲斐ない斜の私として

は、息子に詫びるとともできなくな

ります。

いささか身に余る、不遜とも受

け取られカ叶ユない怨いを抱えてい

ますので、まだまだ御支援いただ

いた皆様には御迷惑をおかけし

続けそうです。

が、これまでに懲りませずにづ|

き続き、お付き合い下さればと念、

じつつ、お礼と一区切りついたと

とじと御報告にかえさせて戴きます。

本当にヂコがとう御座いました。

玉木一成弁護士の話

原山弁護同は、リクルート過労

死損害賠償訴訟について、 2004

年間22 t J 、和解成主をしたことの

意義を高く評価しております。

石川偉さんの過労死に関する

リクルート過労死JH需賠償訴立創立

極めて厳しい訴訟になりました。そ

の理由の第 lは、偉さんが入社時

から編集業務に従事してお 1、デ

ジタルビーイング企|向|編集に配属

になった死亡直前 5か月間より以

前は、タイムカードで労働時 IUJが
語録されておらず、また、形式的

に労働時|日jの制限を遵守してい

るような外観が作山されており、

サービス残業や休日出勤が恒常

化していたにもかかわらず、これ

を立証することが極めて難しかっ

たととです。

第 2に、偉さ/しのような丹年での

過労死の場合、発症前の健hk状
態に異常が現れていなかったり、

異常があっても軒微であるにもか

かわらず、化亡の原岡となる疾病

か欠然に発症し致命的な結果とプょ

ることが多いことです。リケyレート

は、この事情を奇貨として、健践を

害するような過重な業務に従事さ

せなカ汚、過労死の発l'を予見で

きなかったなどと執劫に以諭したこ

とです。

このような厳しい訴訟であった

にもかかわらず、裁判所がリク

ル -Hこ対し、 1.200万円の和解

金を支払うことを勧告し、リケ凡一

トにこれを受諾させたうえ、従業員

の安全管期・健康管聞に|分間

慮して安全配慮義務を尽くすよう

努力すそニとを約束させたことは極

めて大きな成果でよをると考えます。

このような成果が得られたのは、

原告である石井淳下さ/しの偉さん

の労働実態や過労死の真相を明

らかにしたいとしめ脅L念による毛の

でした。

そして、この和解の怠告は、平日

解内容を隠蔽させることなく、これ

を明ら均ヰさできたことです。過労タヒ

の責任を追求される企業は、裁判

同庁の和解勧告を受け入才「亡も、そ

の手11解内特を秘密にすξ ことを要

求する場台が多いのです。原作

両名は、本｛'［和解について秘密

にしないことを絶対の前提として、

これを実現しました。

それにしても、リクルートは、テ

レビなどお3ゆるマスメデ、ィア媒体

を使って、tJ々自らのコマーシャ

ルを行い、若者に夢のような就職

を官伝し、これにより莫大な利主主

を挙げながら、この訴訟の和解内

脅の公表)jI去についてはいろい

; z ,な注文をつけ、制限しようとしま

した。リクルートという企業がその

内部の過酷な労働実態を隠蔽し

よそとする庶像企業で主る士とを改

めて州J惑しました。

和解条項(2004.1.22)

本刊は被告株式会社リケ凡ー

Nごlit業員として在職し刀流原白

らの子で主る石 JI偉が,平成 8年

8月 29 tJ.くも膜下出血の充府を

原閃として化亡したことについて,

原告らが被併に対して,石川偉が

死亡したのは被告における過重

労働によって疲労が蓄積し,目阿劃j

脈腐が口然的経過を超えて増悪

し彼裂したためでま1被告には安

全配慮義務違反があるとLて債務

不履行等に法づき損害賠償を請

ボ G.これに対して被告が,被告

における過重労働は存在せず,

石川偉の死亡の原凶で£るく宅膜

下出血の発症は,常染色体優'1'1

多発J性嚢胞腎に合併した日制動脈

癖が白然的経過により破裂したこ

とによるもので,業務と死亡との|自l
に岡県関係はなく,かつ何らの安

全配慮手主務皇反もイ子tfしなl¥と主

張してこれを争った事案である。

裁判所は原告, : ,と被山設すし,

被告の法的責任の存有を前提と

することなく,本和解を勧告し,貯、

山らと被告は,この和解勧山を受
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け,次の内容の裁判上の和解を 
行う。
1被告は,石井偉が死亡した

ことに対し,衷心より哀悼の意 
を表する。

2 被告は,前項の趣旨にかん 
がみ,原告らに対し,本件和解 
金として,1200万円を支払うも 
のとし,本日,本和解の席上に 
おいて,この支払のために,
UFJ銀行新橋支店振出に係る 
額面1200万円の自己宛小切 
手1通を交付し,原告らはこれ 
を受領した。

3 被告は,今後も従業員の健 
康状態の把握に努め,労務内 
容等に応じ,従業員の安全管 
理•健康管理に十分配慮して, 
安全配慮義務を尽ぐTよう努力 
する。

4 原告ら.原告ら訴訟代理人.
被告及び被告訴訟代理人は, 
本和解の内容及び本件訴訟の 
結果について当事者以外の第 
三者に知らせる際には,それぞ 
れ以下の点を厳守する。

(1)本和解条項の全文を知らせ 
なければならない。

⑵本和解の成立を理由として, 
相手方当事者が次の点につい 
て認めた又は認めなかった旨の 
主張ないし告知を行ってはなら 
ない。
ア石井偉の被告における過 
重労働の存在又は不存在 

イ石井偉が被告在職中に死 
亡したことについての被告の
法的責任の有無

(3)本和解の成立を理由として, 
本件訴訟の結果が実質的勝訴 
である又は実質的敗訴である 

旨の主張ないし告知を行っては 
ならない。

5 将来,石井偉の死亡につき,
労働者災害補償保険法に基づ 
く支給決定がなされた場合,そ 
の給付金とは別に,被告が第
2項の金員を支払ったものとす 
る。

6 原告らは,被告に対するそ 
の余の請求を放棄する。

7 原告らと被告は.本件に関 
し,本和解条項に定めるほか, 
何らの債権債務のないことを相 
互に確認する。

8 訴訟費用及び和解費用は, 
各自の負担とする。

甲状腺疾患あづCも公務上
兵庫♦指曲がり症公務外処分に取消裁決

尼崎市給食調理員2名(自治労 
尼崎市職所属)が、長年の給食調 
理業務で発症した指曲がり症(変 
形性手指関節症)について、地方 
公務員災害補償基金基金兵庫県 
支部似下、支部)がづた公務外 
認定処分の取り消しを求めた審査 
請求に対して、同支部審査会(以 
下、審査会)は、9月24日付で原 
処分取消=公務上との裁決を行っ 
た。審査請求に取り組んできた本 
人、尼崎市職、主治医田島隆興 
医師をはじめとする医療関係者の 
ご努力にまず敬意を表したい。
指曲がり症についての審査請 

求段階での取消裁決は、川崎市 
(2001年7月：1名、同12月：2名)、 
檀原市(2002年12月：5名)に続 
くもの。これで地公災基金としては 
115件目の、指曲がり症公務上認 
定となったとみられる。
今年になって2月10日、安来市 
調理員松江訴判決(確©、 
2月27日、堺市調理員大阪高裁 
勝訴判決(確定)と被災労働者側

の勝利が続いており、障害認定問 
題でも、地公災基金が「障害無し」 
としたものが「障害あり(9級など)」 
とされる裁決が、2月19日に出さ 
れている(川崎市調理員)。

こうした一連の結果は、指曲が 
り症認定について、地公災基金が 
いかに不当な取り扱い行ってきた 
ことを証明しており、今回の裁決も 
同様だった。
參甲状腺機能障害
今回否定された地公災基金兵 

庫県支部の行った公務外認定処 
分は、2名(以下A氏、B氏)が、「甲 
状腺機能障害」を既往症とじCもっ 
ていたことを理由とするものであっ 
た。指曲がり症との診断そのもの 
に疑義をさしはさむものではなかっ 
た。

A氏は、甲状腺機能低下症で 
通院治療中であり、B氏は、28年 
ほど前に甲状腺機能亢進症で入 
通院(数か月)の経験がある。

この点について、支部は、審査 
請求時の弁明の中で、
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「請求人(A氏)は、『甲状腺機 
能低下症』に罹患し、現在も治療 
中であることが認められることか 
ら【本人(B氏)は、昭和50年頃『甲 
状腺機能亢進症Jにて入院加療し 
ていることが認められることから】、 
本件両手指変形性関節症は、甲 
状腺疾患に合併して発生したもの 
とするのが相当であり、公務と相 
当因果関係をもって発生したこと 
が明かな疾病とは認められないこ 
とから、公務外の災害と認定する」 
とし、

さらに、「なお、請求人は審査請 
求の理由として、主治医は甲状腺 
疾患とは無関係であるとの診断を 
しており、甲状腺疾患に合併して 
発生したものとする判断には不満 
があると主張しているが、主治医 
が甲状腺疾患と両手指変形性関 
節症との関連性を無関係と診断す 
る根拠が不明である。一方、臨床 
的、免疫学的ならびに内分泌学 
的研究においては両者の関連性 
が指摘されているところであり、そ 
の点を考慮すtuf、本件におい 
て両手指変形性関節症を発症さ 
せたと考えられる種々の原因のう 
ち、公務が相対的に有力な発症 
原因ということは認められない」と 
して、甲状腺疾患と指曲がり症の 
関連が存在する限り、甲状腺疾患 
の既往がある両請求人の指曲が 
り症は認めないとの姿勢であった。
支部のこうした公務外理由の大 

前提は、「甲状腺疾患と指曲がり 
症との関連性があることが確立し 
た医学的知見である」ことである。 
請求人側は、審査請求において、 
「甲状腺疾患と変形性関節症との 
関連」についての文献検索結果な 

どを示して、「両者の関連性は現 
在までのところ、全く立証されてい 
ないといっていい状態である」と主 
張した。審査会は、一定これを受 
け.入れ、「…何らかの関連性を持 
つ可能性が示唆されているところ 
ではあるが、その関連性について 
は、未だ医学的知見として確立し 
たものとは言いがたい」、と裁決書 
で述べている。
♦認定基準

このように、「原処分の大前提」 
を否定した上で、審査会は、請求 
人の労働負担について、地公災 
基金の設定した指曲がり症認定基 
準と比較検討して、これを満たして 
Vめとしてあらためて公務上との判 
断を行った。
裁決書で示された認定基準は、

① 経験年数が1〇年を超えること、
② 各年度における认1日当たりの 
給食調理食数の経験年数分の合 
計(総給食調理食数)が2,(X)1食以 
上であり、総給食調理食数を経験 
年数で除した値が200食を上回る 
こと ③各年度の!人1日当たり調 
理食数が全国同規模施設のそれ 
を上回る年度が半数以上あるこ 
と、というものだったが、これは、原 
処分庁である地公災基金本部が 
設定している認定基準そのもので 
ある。

A氏については、指曲がり症の 
診断時までに経験年数約19年、 
総給食調理食数3,967食、各年度 
平均1人1日当たり調理食数209 
食、全国平均以下だった年度はひ 
とつだけだった。

B氏については、経験年数約 
28年、総給食調理食数5,937食 
(データのない1年分を除ぐ、各年 
度平均1人1日当たり調理食数220 
食、全国平均以下だった年度はな
かった。

したがって、公務上と判断される
ことになった。

ところで、原処分の妥当性を検 
討するための審査会の判断基準 
が、原処分庁の認定基準というの 
は矛盾だろう。しかも、この認定基 
準そのもののが、裁判においては 
否定されてきているのが現状であ 
るのだから、なおさらである。
今回の審査会裁決は、「甲状腺

疾患があるから公務外」という支
部のあまりに「お粗末」な判断を是 
正した。しかし、そもそも間違ってい
る認定基準を無批判に受け入れ
てI设いう点で全く「お粗末」城 
決であったといえよう。
今こそ、地公災基金の認定基

準を撤回させる取り組み
が必要である。

(関西労働者安全センター)

板金工のアス^スト肺がん
東京•労災指定でないがんセンター

Aさんは1938年1月生まれの 64歳伸請当時)。板金工として約
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50 年、建築現場の仕事をしてきま

した。 Aさんの!怖がんは、風邪の

恒状がなかなか治まらないまま、

血疾が出たため、阪療機s8で精密

検金を受けたことがきっかけでし

た。 Aさんは、同立がんセンターに

入院し、肺江摘出手術を乏けまし

た。

2じ01年 6月、束建同保レセプト

チ工、ソケで職業' i ' 1疾患の疑いがあ

るという調会f票が杉並支部に届

き、 1II~ Ji記として保健師の島津

さ/しと Aさん宅を訪問しました。過

去 40年以上前までさかのぼり、職

席就労した事業所や現場での

作業内容、作業環境について

聞き取りを行いました。

. Aさんの職歴と就労

Aさ/しの臓歴は労働者として働

いた前半と 人親)jとして働いた

後半と, lうかたちで、おおむねて

期に灰分できました。

1 ) 労働者時代

① 1953~ 1956年(就労先: J11

崎市所在M板金)

山l場 60%、野丁場 40%

主力現場製鉄i 場、飲食席、

一般住宅等

阻く製鉄工場、川崎製鉄工

場で屋根やダクro:改修L 事を

毎月数|門|就労。

屋根作業石綿スレート板¢切

断。ダクト作業ダクト!斗凶に石

綿布を芸品き配管～の断熱作業。

.飲食占でJ占制改修工事で年

5回程度 l回につき 5日ほど厨

房の板金作業。周辺でケイカル

械の切断などが寸われていた。

.一般住宅で台所)~J辺のフレ

キシフルボード、ケイカル板の

切断作業。

② 19ヨ6～1963年(杉悦灰所在
Tブ 1>キ凶)

町場60%、里子丁場40%

.鉄一仁一仁場の新築下今事でIか

月専らスV~ト屋根の切断作業

に従事。.電電公社ビル新築

て事で2年 IUJ月 llnlダケ卜の断

熱・アスベスト除去作業に従事。

.一般件宅でフレキシブルボー

ド、ケイカル板を水 Inlりなどに多

用。

2) 独立

1963年~2002fド(杉悦灰にで

A械金として独立)

町場が主流

.板金作業、民恨のL長り替え、

サイディンゲ等。屋根材、サイ

テ守イング材、ノk回り!ムJ: i!lの化粧

恨等はすべて｛J綿子守有。建材

は羽坊や自宅作業場にて丸ノ

コで切断. AさM コ傍らでの大

て職人のボード切断作業常1持。

Aさλの場合、板金工としりて

も屋根・壁材の切断作業等がか

なりの割合を"め、粉じん・アスベ

ストの曝露が相当であったことが

わかり、職業性疾忠の疑いが概

めて強いと判断し、ひまわり診療

所での受診を勧めました。

-受診から認定まで

2001年 10月、ひまわり診療所・

名取医師の診察を受けたAさA必
胸部レントケ>及び C Tには、はっ

き1)とした影が見られませんでした。

そこでがんセンターから11市組織の

プレパラート(薄切りにしたもの)と

ブ口、ソケ(肺の 部)を借り出し、改

めて名取医師に分析をお願いし

ました。その結果、肺から多畳の

アスベスト級品位が検出され、 Aさん

は労災請求に向けた大きな足が

かりをつかみました。

2002年 11月、新宿労基署に請

求の運びとなりました。一人規方と

して労災加入した 1988年以降正)粉

じん量が多かったことから、労働

者時代のことも考慮しつつ、一人

親方の労災として中請をすること

にしました。

また、同立がんセンターが労災

指定病院でなかったため、まずは

休業補償請求を先行させての請

求でした。

調杏の過科で、労基署からは

「特別l加入後に粉じん曝露がひど

くなったのならなぜその時点で作

た内容変更崩をだjさなかrったのか」

という質問をぶつけられましたが、

「粉じんはアスベスト含有建材を切

断した際に十じる宅ので、直接岩

干干や鉱物を裁断するのではない。

建材の切断はそれ白体が主たる

業務でなく板金て事に付帯する作

業の 部でd ' :る。したがって粉じん

作業への業務君主更は必要としな

い。もし変更が必叫だとするならほ

とんどの建設従事者は変更を強

しめれるだろう」と返答しました。

Aさんは、 7月 22 tJ休業補償の

支給決定を受けました。!防組織か

ら検I'Hされたアスベスト繊維が支

給決定の大きな決め手となったよ

うです。労災認定を大変喜んでお

られた Aさんでしたが、それカら 2

か月後の9月 6tJ、銭念にもつい

に力尽き、亡くなられました。

-療養費請求をめくoって

その後、浅切〕休業補償(死亡

円まで)と遺族補償年金について

請求しました。

その一方、発痕 Hからの院療

費を健団長保険か3労災へと切り苔
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える手続跡問題ぬゴtきました。
本来、健康保険から労災保険 

への切り替えは、治療費の8割分 
を、一旦、健康保険へ返金し、受 
け取った領収書と2割分負担の領 
収書を添付の上、労災へ請求しま 
す。この原則どおりとすると、Aさ 
んは、力Vuセンターでの治療費総 
額の8割(約650万円)を一度東建 
国保へ返金し、その後監督署へ請 
求し、お金が入金されるという流れ 
となります。最終的には戻るお金 
とはいいながらも、一時的に大き 
な金額を用立てなければなりませ 
ん。これはあまりに大きな負担で 
す。休業補償から捻出してもまだ 
金額が足りず、捻出できたとしても 
これでは休業補償の意味がなく 
なってしまいます。

そこで、この件について新宿署 
と相談したところ、「これだけの金 
額を一度に負担することは極めて 
難しく借金しろとも言えない。療養 
費入金後速やかに東建国保に返 
金し、その領収書を監督署へ提出 
する旨を念書を提出すれば、監督 
署が療養費の先払いをする」との 
返答がありました。
予想外の結論に正直こちらも 

びっくりしましたが、監督署は療養 
費総額と経済状態を総合的に考 
え、先払い特例による支給を行い 
ました。ばく大なレセプト量で、療養 
費支払い総額800万円にもなりま 
したが、担当者が素早い処理を 
行ってくれました。申請から2か月 
以内での支払いという迅速な対応 
でした。
■さいごに

まだすべての申請が終了したわ 
けではありませんが、今回の認定

にはひまわり診療所と東京労働安 
全衛生センターの協力が大きな後 
押しとなりました。レントゲン読影の 
段階で申請をあきらめていたら今 
回の認定はあり得ませんでした。

また、療養費支払いでの監督署 
の回答は、実態に対応したもので 
役所といえども柔軟な判断をする 
ようになってきたのだと実感しまし 
た。Aさんの奥さんは、「私たちの 
生活を守ってくれ、組合の有り難 
さを実感した」と話されていました。 
そして自ら新たに組合に加入され

ました。今後、続々とじん肺請求等 
が増えますが、あらゆる事例を経 
験し、一件でも多くの労災認定に 
つなげていくことが大事です。

また、この後じん肺による肺が 
んが増加することを考えると、国立 
がんセンターをはじめ、がん治療 
の専門病院が労災指定病院にな
るよう要請していくことも重要な課 
題だと考えています。 刪

建設ユニオン杉並支部
書記篠田太郎

平均賃金の変更を決定
大阪參特別加入者でなく労働者として

Fさんの夫はベテランの溶接工 
で、1960年から1999年まで40年 
間作業に従事した。2000年1月に 
肺に異常がみつかり、悪性胸膜 
中皮腫と診断され、2001年3月に 
亡くなられた。死後の病理解剖で 
は肺がんと診断されたが、Fさん 
は今なおこの診断には納得して 
いない。
溶接作業では火の粉養生のた 

めに石綿クロスを使用する。これ 
が主原因だった。入院先の医師に 
勧められて労災請求したものの、 
石綿曝露の証拠とされる胸膜肥厚 
斑、石綿肺(肺の不整形陰影所見 
等)、石綿小体ないし石綿繊維の 
いずれも確認できないといぅことと、 
悪性胸膜中皮腫の診断が不十分 
であると理由で、堺労働基準監督 
署で不支給とされ、審査請求でも

棄却された。
ところ沢ぁる。棄却した審査官 

から再入院検査を勧められ、この 
病院の検査で、胸膜肥厚斑の確 
認と悪性胸膜中皮腫との確定診 
断がされたために、堺労基署は不 
支給処分を変更して支給決定を 
行った。審査請求棄却のあと、F 
さんは、心ある医師や労組の協力 
によって亡くなられる前になんとか 
労災認定にこぎつけたというのが 
真相だが、まさに筆舌に尽くしがた 
い日々が続いたに違いない。

Fさんが肺がんという解剖後診 
断に納得できないのは、たとえば、 
はじめに「中皮腫というのはたい 
へん難しい病気で見込みはない」 
と言われるのではなくて、「肺がん」 
だと言ゎれいたら、という一点をとっ 
てもよく理解できる。まして、りっぱ
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な病院どうしで診断が違う。棄却し 
た審査官に病院を紹介される、そ 
れなら、棄却する前に検査入院を 
勧めてその判断を待てばいいでな 
ないか。

その陀んと安全センターが知り 
合ったのは約1年前で、このときそ 
の棄却決定書をみせていただい 
た。一読して、なんかおかしいと感 
じことがふたつあった。ひとつは、 
上記の内容、もうひとつは、Fさん 
が特別加入者として処理されてい 
たことだった。

Fさんは、1960年から1985年ま 
で労働者として働いた後独立し、事 
業主として1999年まで働いXIふ 
っまり、26年間は労働者、14年間 
は事業主で、事業主の期間のうち 
発症までの13年間は、第一種特 
別加入者とじて労災保険に加入し 
ている。

こういう場合、原因となった石綿 
曝露期間がどの時期にあたるの 
か、その年数はどのくらいなのか 
が、問題になる。もしも、全期間に 
おいて同じように曝露があったと 
すると、曝露期間における労働者 
期間が事業主特別加入期間に比 
ベて明らかに長いので、特別加入 
者としてで｛■:Ks く労働者としての適 
用を受けるので、平均賃金算定基 
礎は労働者期間の最後の時期の 
賃金が用いられる。ところが、石 
綿クロスは、1985頃には元請会 
社が石綿使用を禁止する通達を 
出していたことが関係者の証言で 
わかったので、そうすると曝露期間 
はすべて労働者であったというこ 
とになり、ますます、労働者として 
処理するべきであったということに 
なる。

特別加入の場合、平均賃金を 
選択するようになっており、Fさん 
のケースでは、その額が通常の賃 
金より明らかに低いとみられ、特 
別加入で処理されていることが、 
Fさんに経済的な不利益を与えて 
いた。

Fさんたちも、生前から特別加 
入で処理するのはおかしいと感じ 
ていたが、認定時の激動の中でそ 
のままにしていた。そこに安全セン 
ターの指摘があり、結局、堺労基 
署に平均賃金の是正を申し立て 
ることになった。かなりの期間を要 
したが、平均賃金の変更力ぬされ、

んに支給決定の変更決定通知

書が届いた。これまでの給付がす 
ベて変更額に基づいて是正され 
た。Fさんにとっては2度目の変更 
決定通知だった。

しかし、今回の変更にあたって 
は、当時の賃金が不明であるとし 
て、賃金統計数値が使用されたた 
め、記憶にある賃金額よりもかな 
り低く算定された。さらに、ボーナ 
スを受けていたことが、当時の同 
僚の証言があるにも関わらず、 
まったく考慮されなかった。

Fさんは、これを不当として不服 
審査請求を行った。疑問は徹底的 
に晴らしたいとしている。

(関西労働者安全センター)

見過ごしかけた職業病
東京♦医療ソーシャルワーカーの手記

平成15年の7月のある日、「〇 
〇先生から間質性肺炎なので相 
談室に行って説明を聞くようにとい 
われていたが、いろいろ用事が 
あってすぐに来られなくて…」と妻 
が相談室を訪れた。主治医がBさ 
ん(昭和25年生)の疾病が医療費 
助成に該当することを承知してい 
て相談敍紹介したのだろ戈理解 
した私は、何のためらいも無く医療 
費助成の手続きについて妻に説 
明し面接を終えた。が、私のなか 
で何かがひっかかっていた。
地方に単身赴任じていた夫が 

妻に何の相談もなく、6月30日付 
けで早期退職制度を利用して退職 
し、いきなり東京の自宅に戻って 

きてしまったというのだ。退職後の 
7月3日が当院初診で7月4日には 
当院に入院になったという。夫に 
よれば身体の調子が悪くこれ以 
上、会社にいても迷惑をかけてし 
まうだけなので早期退職制度を利 
用して思い切づて退職したという。 
しかもぎりぎりまで身体がしんどい 
のを辛抱していたので在職中の受 
診歴は無く、退職日まで勤務し続 
け、退職後の傷病手当ももらって 
いなかった。

「ご主人は退職される前はどの 
ような仕事をついておられたので 
すか?」という私の質問に妻は「〇 
〇建設に勤務していました。Jと某 
大手建設会社の名前をロにした。
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私は勝手にスーツを着たサラリー 
マンの姿をイメージした。が、後に 
なってそのことがどうも弓Iっかかっ 
tこ。妻は私立高校に通う子を抱え、 
経済的にも不安もうかがわせてい 
たので、今後の所得保障につい 
て検討すべく、あらためてお会い 
する約束もしてあったので、そのと 
きにBさんについての職歴につい 
ても確認し直すことにした。

やはりそうだった！ Bさんは近 
代的なビルを背にしたスーツ姿の 
サラリーマンではなく作業着のエン 
ジニアだった。その後ベットサイド 
でBさんと4〜5分の短い面接を何 
度か重ね、昭和45年の入社当時 
はクレーンのオペレーターだった 
が、昭和47年以降は、建設機械 
のメンテナンス担当として、トンネ 
ル•ダム•煙突工事の現場を転々 
とし、現場では常に機械のはき出 
す油と土埃を浴びる毎日だったこ 
ともわかった。

が、彼がじん肺管理区分につ 
いての知識は何も持ち合わせて 
おらず、過去に管理区分申請も 
行っていなかった。そこからはひ 
まわり診療所の平野先生におん 
ぶにだっこで知恵を拝借し、主治 
医に、「じん肺健康診断結果証明 
書」を作成してもらい、平成15年 
10月1日にやっtじん肺管理区分 
申請にこぎつけた。その結果、平 
成15年12月1日付けで管理4が 
決定し、現在は労災申請を行って 
いるところである。

Bさんによれば、数年前の冬か 
ら咳が多くなり、平成14年の5月 
くらいから歩行時の呼吸苦を感じ 
始めていた。平成15年5月くらい 
に入眠時の咳が増悪し入眠困難 

となり労作時の呼吸も感じ始めて 
いた。ちょうどその頃、早期退職制 
度の話があったので、会社に迷惑 
をかける前に退職し、少しゆっくり 
した後、また何か仕事に就ぐ3もり 
でのんきに考えていたという。だ 
が、7月に東京に戻ってきた時点 
ではすでにチアノーゼが出現し、 
ベットサイドで私がお会いしたとき 
には、酸素マスクを着けたまま、 
ベット上安静の状態で苦しぐらそ 
うであった。

たまたま私が東京労働安全衛 
生センター主催のMSW労災職業 
病講座を受講していたからこそ 
「あっ…」と思い当たれたわけで、

その機会に恵まれていなかったら 
…と、多忙な毎日にもかかわらず、 
当時講蔽企画じさった效ッ 
フの方々の熱意にあらためて感 
謝している。
今後とも、同じ生活者として、当 

然受けられるべき保障を見落とさ 
ぬ援助をしていけるMS
Wでありたいと思う。

医療ソーシャルワーカー 
(MSW) Y-M

※東京センターが2001年度に開 
催したMSW講座に参加された
Y.Mさん。医療現場で働く医療 
ソーシャルワーカーならではの 
出会いのレポートです。

法令上回る石綿対策明示 
神奈川♦建築物解体で横浜市が新条例

横浜市力〇7スベス用建築物 
の解体工事について、条例(「横 
浜市生活環境の保全等に関する 
条例」2004年4月1日施行)を定 
め、同規定に基づく「指導基準」 
(「石綿排出作業による大気の汚 
染の防止に関する指導基準」同例 
第9◦条)を設けていることが、10 
月30日のいのくら(県民のいのち 
とくらしを守る共同行動委員会)と 
の交渉でわかった。
吹き付けアスベスト使用建築物 

の解体工事については、大気汚 
染防止法や労働安全衛生法施行 
令、同施行規則にも規定がある 
が、横浜市の条例は、吹き付け以 
外の「石綿を含有する断熱材、保

温材、石綿布等」や「石綿を含有 
するセメント建材」を使用している 
建築物も対象としている点に大き 
な特徴がある。

これまで、石綿のスレートやボー 
ドなどのアスベスト成形板は、「非 
飛散性アスベスト」とされて、吹き 
付けアスベストに比べて飛散する 
可能性が少ないとして法的な規制 
の対象となっていなかった。今回 
の横浜市の条例は、こうしたアス 
ベスト成形板を「石綿を含有する 
セメント建材」として、定義し、それ 
を取り扱う解体、改修工事を届出 
や石綿濃度等の測定の義務を課 
した点で画期的なものと言える。

いのくらの交渉では、この条例
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に基づいて届け出られた事例とし 
て、日野車体工業株式会社横浜 
工場解体工事のことがやりとりの 
中心となった。この解体工事は、 
現在は工場跡地となっいるJR京 
浜東北線川崎一鶴見間の尻手側 
線路沿いに位置する日野車体エ 
業株式会社の工場閉鎖に伴うも 
ので、屋根材や壁材として使用さ 
れていた波板スレート等51.151m2 
を対象として撤去工事を行うもの 
であった。この解体工事について 
は、跡地利用を計画しているNGO 
団体から相談があり、神奈川労災 
職業病センターTfe東京労働安全 
センターに、工事中の周辺環境に 
飛散するアスベスト粉じんの測定 
を依頼したことがある。同センター 
の作業環境測定士の外山さんが 
測定した結果によれば、石綿ス 
レート板の近隣において、気中石 
綿濃度は測定点1でo.na測定 
点2で0.23f/lで、幾何平均は 
0.16f/lだった。測定は時期、場所 
とも極めて限定•局所的なもので、 
これだけで全体の周辺環境の飛 
散状況を判断できないが、あまり 
高ぐなかったことは幸いである(大 
気汚染防止法による敷地境界基 
準の10f/lの約60分の1)。

というのも、竹中工務店が請け 
負った同解体工事は、NGO団体 
や地元住民の要請で、当初の機 
械による破砕等の解体工法から、 
手ばらし作業によるものに変更さ 
れた経緯があったからだ。アスベ 
スト成形板の処理工事について 
は、国土交通省が「除去は、可能 
な限り破壊又は破断を伴わない方 
法で行うものとし、原則として、『手 
ばらし』とする」(「建築改修工事共 

通仕様書(平成14年度版)」)と指 
示している。
横浜市の大気騒音課もこのエ 

法で解体するよう竹中工務店に指 
導したと言う。センターでも工場の 
外からではあるが、作業員が手ば 
らしたスレート板を作業通路と移動 
足場に弓Iき込み屋根上に集積後、 
クレーンで荷降ろししているところ 
を目視し、確認している。
同市大気騒音課によると、同条 

例施行以前の平成14年度に大気 
汚染防止法に基づいて届出られ 
た特定粉じん排気作業を伴う建設 
工事の届出件数は40件となり、前 
年度と比べても増えていると言う。

今後は、国の石綿原則使用禁止 
措置に伴って、全国的にも吹き付 
けアスベスト以外のアスベスト成 
形板を使用してレ 键築物の解体 
工事が増えてくることが予想され 
る。その意味で、非飛散性のアス 
ベスト使用建築物の改修•解体エ 
事を条例で規制していく横浜市の 
やり方は、他の自治体のよい先例 
になる考えられる。また、日野車体 
工業株式会社横浜工場のような 
手は'らしによる解体工事が周辺環 
境を汚染する可能性の少ないエ 
法として、ひとつの目安と 
なるだろう。 刪
(神奈川労災職業病センター)

過重労働懸念、企業の35% 
東京參労働局の健康管理アンケート調査

過重労働による健康障害を 
懸念している企業は35.3% 
〜「従業員の健康管理等に関 
するアンケ-卜調査」結果〜

東京労働局発表
平成16年1月27日

東京労働局(局長奥田久美)で 
は、過重労働による健康障害の 
防止が社会的要請となっているこ 
とから、平成14年度以降、「過重 
労働による健康障害防止のため 
の総合対策」(以下「総合対策」と 
いう)に基づき対策を進めている 
ところであるが、企業の対応状況 
を把握するため、昨年度に引き続 
き、都内に本社を置く企業規模300

人以上の企業に対し、企業の健 
康管理等の取組状況に関する調 
査を実施し、1,106社から回答を得 
た(回収率27.7%)。
1 調査結果の概要
1脳•心臓疾患の発症の確率 

が高ぐなるとされる月100時間又 
は月平均80時間を超える時間 
外•休日労働を行ったか、又は 
今後行う可能性があるとする企 
業は、54.0%で昨年度調査の 
47.7%より、6.3ポイント増加して 
いる(参考1-(1)-)。

2 一方、脳•心臓疾患発症の 
懸念があるとした企業は35.3% 
で、昨年度調査30.1%より5.2ポ
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イント増加しており、過重労働に 業は32.8%で、昨年度調査結 ないといわざるを得ない状況が

よる健康障害に関する認識は 果20.7%より12.1ポイント増加 認められる。

高まってきているとみられる(参 し、対策の進展は認められるが このため、行政としては、今

考 1-(2)ー)。 なお低調である(参考1-(1)ー)。 後とも、あらゆる機会を通じ、総

しかしながら、上記1の長時 5 過重労働等による健康障害 合対策において示されている

聞の時間外労働等を行った又 防止を推進するための法定の 「過重労働による健康障害を防

は行う可能性のある企業数の 衛生管理体制に関しては衛生 止するため事業者が講ずべき

割合54.0%と差があることから 管理者の未選任23.6%(昨年 措置等jの周知徹底を図るとと

すれば、過重労働を原因とする 度調査17.2%)、産業医の未選 もに、監督指導、個別指導等の

健康障害の発症についての認 任 17.6%(昨年度調査7・6%) 実施により、労働時間管理の適

識は未だ十分ではないといえ となっており、衛生管理体制の 正化及び健康管理の徹底を推

る。 違法状態が拡大しており、企業 進し、企業における過重労働に

また、精神疾患発症の懸念 における必要な対策をとる体制 よる健康障害の防止対策の強

があるとしてし渇企業は35.5% が弱まっているのではないかと 化を図ってv)くこととしている。

で、脳・心臓疾患発症の懸念と 懸念される(参考1-(4)-)。 (2) 12004産業保健フォーラム

ほぼ同率であるが、昨年度調
11 今後の行政としての対応

IN TOKYOJの開催について

査の27.4%より8.1ポイント増加 平成16年2月5日九段会館

しており、業務と精神疾患発症 (1) 1過重労働による健康障害を において、過重労働による健康

に関しての認識が高まってきて 防止するための事業者が講ず 障害防止対策、メンタJLヘルス
いるとみられる(参考1-(2)ー)。 べき措置等」の周知徹底 対策等職場における健康確保

過重労働による健康障害の 今回の調査結果からは、一 を推進するため12004産業保

予防措置として、長時間の時間 定規模以上の企業においても、 健フォラム INTOKYOJを開

外労働従事者に対する産業医 過重労働による健康障害を防 催することとしている。

等の面接による保健指導を実 止する観点からの労働時間管 参考1調査結果資料省略

施する制度があるとしている企 理と健康管理等が未だ十分で http://www.roudoukyoku.只o.jp/

2004年世界アスベスト東京会
刷obalAsbeSIOS Congress 2004 in 10刷。

G白C藷g42;t;;且;iir
組織委員会では、世界会議の成功に向けて、国内で千万円を

集めることを目標に募金をつのっています。皆様のご協力を

よろしくお願いいたします。

2004年世界アスベスト東京会議組織委員会

干 136-0071東京都江東区亀戸7-10-1Zビル5階
TEL (03) 3636-3882 FAX (03) 3636-3881 

ウエブサイト:http://park3.wakwak.comr回 c2004/
銀行口座:三井住友銀行・亀戸支応(普)1601650 IGAC(ジー

エーシー)2004組織委員会J 写貫展.静かな時限爆弾二アスベスト被害」から写買今井明

64 安全センタ情報2004年3月号



全国尚働事会’a-1.:1=-fヂタ連絡A ＝義固刀1朝女宝侮J9::セノタ一定絡冨議
干136-0071東京都江東区他戸7-10-.1Zビル5僻 TEL(03) 3636-3882/FAX (03) 3636-388 I 

E-mail joshrc@jca.apc.or只 HOMEPAGEhttp://www.jca.apc.org/joshrc/ 

東 京・NPO法人 東京労働安全衛生センター らmailetoshc@1ca.apc.org 

〒136-0071江東区他戸7-10・lZピル5階 TEし（03)3683-9765 /FAX (03) 3683-9766 

東京．三多摩労働安全衛生センター
〒185-0021国分寺市南IIIT2-6-7丸山会館＇： 2-5 TEし（042)324-1024 /FAX (042) 324-J 024 

* 京 ．三多摩労災職業病研究会
干185叩12医扮寺市本町4- 1 2-14三多，~号医療生協会館内 γEL(042)324-1922 /FAX(042)325-2663 

神奈川・社団法人神奈川労災職業病センター E-mail k・oshc@jca.apc.org

〒230-0062償浜市鶴見区盟｜初日T20・9サンコーポ盟問505TEし(045)573-4289 /FAX (045) 575・1948

新 潟・財団法人新潟県安全衛生センター E-mail iくFR00474@nifty.ne.jp

干951-8065新潟市東原！ii!i2-48I TEL (025) 228-2127 /FAX (025) 228-2.127 

静 岡・清水地域勤労者協議会
干424-0812ii'I水市小柴田T2-8 TEし（0543)66-6888 /FAX (0543) 66・6889

愛知・名古屋労災職業病研究会 ιmail roushokuken@be.to 
干466-0815名古I毛市ili'lf口区山手通5-33-l TEL (052) 837・7420/FAX (052) 837・7420

京都．京都労働安全衛生連絡会議
干60ト8432京都市南区西九条東山田T50・9111本ピル3階 TEL(075) 691-6191 /FAX (075) 691-6145 

大 版・関西労働者安全センター E-mail koshc2000@yahoo.co.jp 
干540-0026大阪市＂＇央区 l川本町－2・13ば／必いビル602TEL (06) 6943-1527 /FAX (06) 6942-0278 

兵庫・尼崎労働者安全衛生センター らmailjh3 IO 12向msf.biglobe.nc.jp
〒660・0803尼崎市長洲本通ト16-17阪神医療生協気付 TEL(06) 6488-9952 I FAX (06) 6488・2762

兵 mre関西労災職業病研究会
〒“0-0803尼崎市長洲本通ト16-17阪神医級生協長洲支部 TEし(06)6488-9952/FAX (06)6488-2762 

兵 庫 ．ひょうご労働安全衛生センター E-mail a-union@triton.ocn.ne.jp 
〒651・0096神戸市中央区記井通1-1-1212号 TEL(078) 251・1172/FAXC078)251・l172 

広 山・広島労働安全衛生センター E-mail hirosima-azccnter@.cronos目。cn.ne.jp
〒732-082711~ .（.~rf"ir特区稲荷lllf5-4 ILi悶ピル TEL(082) 264-41 IO IF AX (082) 264・4110

鳥 取・鳥取県労働安全衛生センター
〒680-0814｝.：、3取dTi有lllf505自治労会館内 TEL(0857) 22-6 l IO /FAX (0857) 37・0090

徳 品 ・NPO法人 徳島労働安全衛生センター E-mail r巴ngo-tokushima@.mva.bi只lobe.n巴jp
干770-0942Mi仏r!Tllil店！日T3-35-I徳島以労働福祉会館l);I TEL (088) 623・6362/FAX (088) 655・4113

愛媛・NPO法人愛媛労働安全衛生センター らmaileoshc@mx81.tiki.ne. jp 
〒792・0003新居浜市来lrl[JUIT]・9・9 TEL (0897) 34-0900 /FAX (0897) 37-1467 

愛 媛 ・えひめ社会文化会館労災職業病相談室
干790・0066総山市首TO町8-6 TEL (089) 941-6065 /FAX (089) 941-6079 

, .. 1 ill・財団法人高知県労働安全衛生センター
〒780-0011高知Tri刻型f~tlllf3-2-28 TEL (0888) 45・3953/FAX (0888)45-3953 

熊 本 ．熊本県労働安全衛生センター E-mail awatemon@.ca怠le.ocn.ne.jp

干86ト2105 熊本市秋tll町秋田3』41・20 秋t~レークタウンクリニック TEし（096)360・199l /FAX (096) 368-6177 

大 分 ・社団法人大分県勤労者安全衛生センター
干870・0036大分市中央町4・2・5労働協祉会館IソレイユJI階 TEL (097) 53 7-7991 /FAX (097) 534・8671

宮崎．旧松尾鉱山被害者の会 E-mail aanhyu_ga仰mnet.nc.jp
〒883-0021El I向市l!,t光寺283-21l長江卜H地l・14 TEL (0982) 53-9400 I FAX (0982) 53・3404

鹿児品 ・鹿児島労働安全衛生センター準備会 E-mail aunion仰po.synapsc.ne.jp 
〒899-5216始良1111加治木IIIT本町403有IYlビル2F TEL (0995) 63-1700 I FAX (0995) 63・1701

自治体．自治体労働安全衛生研究会 E-mail sh-nct@ubcnet.or.jp 

〒l02-0085千代田区六添加II El治労会館3階 TEL(03)3239・9470 I FAX (03) 3264-1432 

（オブザーバー）

福山・福島県労働安全衛生センター
刊 60-8132編J臼市如氏lllf6-58箭品交通労組｜人j TEL (0245) 23・3586IF AX (0245) 23・3587
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